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令和７年度北海道農業担い手育成センター事業の実施状況

第 1　就農促進支援活動
１　地域の就農活動との連携強化

北海道農業担い手育成センター事業等推進会議の開催
北海道農業公社（以下「公社」という。）は北海道農業担い手育成センター（以下「セン
ター」という。）として、地域担い手育成センター（以下「地域センター」という。）及び
関係機関・団体との連携強化を図り、就農促進支援活動を効率的かつ効果的に実施するため、
札幌市においてオンライン併用による推進会議を開催しました。
［配付資料］
令和７年度北海道農業担い手センター事業地区別推進会議資料（北海道農業公社）
内　容：センター事業計画、センター所管事業、道農政部関係課所管事業、農業大学
　　　　校、花・野菜センター、農業会議、北海道信連、日本政策金融公庫関係資料
配布先：地域センター（市町村、農業委員会、農協ほか）、農協、中央会等農業団体、
　　　　道関係機関、北海道指導農業士・農業士、公社支所

２　就農相談及び就農促進活動の実施
新規就農希望者の掘り起こしや就農意欲の醸成を図り、円滑な新規就農等を促進するた
め、インターネット等を活用した就農相談会や地域の就農情報の発信などの広報活動を展
開しました。
また、オンラインによる就農相談の実施や「新・農業人フェア」など全国規模の相談会
へ参加、農業系大学等の学生を対象とした就農ガイダンスの実施を行いました。
さらに、地域情報の提供を充実させるため、地域の訪問調査等により、コミュニケーショ
ンの強化を図り、道内各市町村の支援策や農業体験会などの情報を収集し、就農相談や「北
海道新規就農フェア」を通じて提供しました。
加えて、農業法人等への就職希望者に対しては、職業安定法に基づく無料職業紹介事業
により雇用情報を提供しました。

（1）新規就農・体験実習等の相談活動　
■　新規就農・体験実習相談者数の推移� （単位 : 人、％）

区　分
新規就農希望 体験実習希望 計 うちメー

ルによる
相談数

ホームページ            
アクセス数男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計

H7～
R元年度 15,561 2,967 18,528 4,214 4,523 8,737 19,775 7,490 27,265 5,745 3,315,195

２年度 387
（5）

133
（2）

520
（7） 17 7 24 404 140 544 109 165,838

３年度 373
（1）

129
（1）

502
（2） 12 3 15 385 132 517 85 155,524

４年度 413
（0）

152
（0）

565
（0） 12 10 22 425 162 587 64 136,015

５年度 312
（2）

127
（1）

439
（3） 19 14 33 331 141 472 46 118,263

６年度 349
（8）

182
（1）

531
（9） 25 19 44 374 201 575 52 150,015

７年度 350
（6）

158
（3）

508
（9） 16 14 30 366 172 538 40 143,363

前年比 100.3 86.8 95.7 64.0 73.7 68.2 97.9 85.6 98.8 76.9 95.6

※（　）は、無料職業紹介での相談者数で内数。

−1−



■　Ｒ７年度相談者の希望作目� （単位 : 人、％）
区　分 酪農 稲作 畑作 野菜 花卉 軽種馬 その他 計

新規就農希望 35
（1）

64
（2）

47
（2）

177
（1）

 8
（0）

4
（0）

173
（3）

508
（9）

構成比 6.9 12.6 9.2 34.8 1.6 0.8 34.1 100.0

体験実習希望 14 3 2 5 　　 0 　   0 6 30

構成比 46.7 10.0 6.7 16.7 0 0 20.0 100.0

計 49
（1）

67
（2）

49
（2）

182
（1）

8
（0）

4
（0）

179
（3）

538
（9）

構成比 9.1 12.5 9.1 33.8 1.5 0.7 33.3 100.0
前年構成比 10.8 7.1 9.4 40.0 2.3 0.2 31.1 100.0

※（　）は、無料職業紹介での相談者数で内数。

■　Ｒ７年度相談者の年齢� （単位：人、％）
区　分 20 歳未満 20～29歳 30～ 39歳 40～ 49歳 50 歳以上 不　明 計

新規就農希望 22
（1）

125
（0）

151
（3）

121
（3）

83
（2）

6
（0）

508
（9）

構成比 4.3 24.6 29.7 23.8 16.4 1.2 100.0

体験実習希望 9 12 4 3 1 1 30

構成比 30.0 40.0 13.3 10.0 3.3 3.3 100.0

計 31
（1）

137
（0）

155
（3）

124
（3）

84
（2）

7
（0）

538
（9）

構成比 5.8 25.5 28.8 23.0 15.6 1.3 100.0
前年構成比 7.7 24.0 21.7 24.3 19.5 2.8 100.0

※（　）は、無料職業紹介での相談者数で内数。

■　Ｒ７年度相談者の職業� （単位 : 人、％）
区　分 会社員 自営業 農業従事 学生 フリーター 公務員 無職 その他 計

新規就農希望 230
（2）

42
（1）

24
（1）

47
（1）

39
（1）

34
（1）

42
（1）

50
（1）

508
（9）

構成比 45.3 8.3 4.7 9.2 7.7 6.7 8.3 9.8 100.0

体験実習希望 6 2 1    16 2 1 2 0 30

構成比 20.0 6.7  3.3 53.3 6.7 3.3 6.7 0 100.0

計 236
（2）

44
（1）

25
（1）

63
（1）

41
（1）

35
（1）

44
（1）

50
（1）

538
（9）

構成比 43.9 8.2 4.6 11.7 7.6 6.5 8.2 9.3 100.0
前年構成比 35.3 8.0 6.4 11.5 8.9 6.6 8.7 14.6 100.0

※（　）は、無料職業紹介での相談者数で内数。
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■　Ｒ７年度相談者の出身地� （単位 : 人、件、％）
区　分 道内 東北 関東 中部 近畿 中四国 九州沖縄 その他 計

新規就農希望 238
（3）

15
（1）

76
（4）

28
（0）

49
（1）

18
（0）

11
（0）

73
（0）

508
（9）

構成比 46.8 3.0 15.0 5.5 9.6 3.5 2.2 14.4 100.0

体験実習希望 15 0 4 1 5 2 0 3 30

構成比 50.0 0 13.3 3.3 16.7 6.7 0 10.0 100.0

計 253
（3）

15
（1）

80
（4）

29
（0）

54
（1）

20
（0）

11
（0）

76
（0） 

538
（9）

構成比 47.0 2.8 14.9 5.4 10.0 3.7 2.0 14.1 100.0
前年構成比 40.0 3.1 14.1 5.4 8.9 2.6 3.3 23.0 100.0

※（　）は、無料職業紹介での相談者数で内数。

（2）就農相談会等の開催
公社主催の「北海道新規就農フェア」を７月と２月に開催したほか、道主催の「就農フェ
ア」や、国が主催する「新・農業人フェア」にも市町村とともに参加するなど、地域センター
と連携した取組を進めました。また、「新規就農・農業体験相談」を２１回開催しました。
（直接面談及びオンラインによる個別相談を月２回土曜日に開催）

３　農業系大学等への就農ガイダンス
農業を学ぶ大学生等に対して就農意欲の喚起を図るための就農ガイダンス等を実施しま
した。
■　Ｒ７年度実績：農業系大学等　　道内１３校、道外８校

４　就農啓発・広報活動の実施
新規就農の啓発及び本道農業・農村の理解促進を目的として資料を作成し、相談者等へ
配付しました。
■　Ｒ７年度実績：新規就農ガイドブック（２，４００部）、新規就農者の横顔（２，０００部）

５　新規就農者等交流会・女性農業後継者研修会の開催
（1）新規就農者等交流会の開催

新規就農者や研修生等の情報交換会や仲間づくりを促進するため、総合振興局・振興局、
農業改良普及センター（以下「普及センター」という。）等と連携し開催する指導農業士・
農業士・研修生等受入農家などの関係機関との意見交換会や講習会、研究会の実施に対し、
その経費の一部助成を実施しました。
■　Ｒ７年度実績：９回（６総合振興局・振興局）、助成額　３２９，０００円

（2）女性農業後継者研修会の開催
女性農業後継者を対象に、営農・生活技術の習得や仲間づくりを目的とした研修会を
ハイブリッド方式で開催しました。
■　Ｒ７年度実績：令和７年１２月２日～３日、参加者３４名
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６　グリーンパートナー活動の推進
担い手の配偶者の確保を図るため、優良活動事例の紹介等、グリーンアドバイザー（結
婚相談員）を対象とした研修を実施しました。

（1）グリーンアドバイザー研修会の開催
地域でグリーンパートナー対策の推進に取り組んでいるグリーンアドバイザーの研修
会を行いました。
■　Ｒ７年度実績：令和７年１１月１８日、参加者５７名

（2）グリーンユース交流会の開催
「北海道ふれあい交流会」をオンライン方式によるセミナー、並びに個別相談を行いま
した。
■　Ｒ７年度実績：令和７年１１月２７日、参加者２７名

７　第三者農業経営継承の支援
後継者のいない移譲希望農業者が有する技術や経営ノウハウ、経営資産等の就農希望者
への円滑な継承を推進するため、継承希望者の紹介、地域での移譲希望者と継承希望者と
のコーディネート活動に対する支援などを実施しました。
■　Ｒ７年度実績：・事業説明・地域研修会への講師派遣、ホームページでの情報提供

（経営移譲物件などを記載）
・取組状況：移譲希望登録数１３件、マッチング実施件数１件、研修
受入件数２件（Ｒ８年３月末現在）
・経営移譲成立件数：３３件（Ｈ２０年４月～Ｒ８年３月末まで）

８　研修教育体制の整備
（1）研修生活機関の支援（家賃助成）

円滑な就農研修を支援するため、借家等に入居して、指導農業士など先進農家等で研
修を受けている認定就農者に対し、家賃の一部助成を実施しました。
■　Ｒ７年度実績：２名、２４０千円

（2）農家研修受入体制強化事業
就農研修や体験実習における事故防止や事故発生時の危機管理について、道や労働関
係機関と連携し受入農家等への情報提供と普及啓発に努めるとともに、農家等で研修・
実習する者の傷害保険の加入に対する掛金の一部助成を実施しました。
■　Ｒ７年度実績：３５名、４４０千円

（3）就農研修者大型特殊免許取得支援事業
研修生（新規就農希望者）の資質向上を図る目的で就農研修者に対し大型特殊自動車
運転免許取得にかかる費用の一部助成を実施しました。
■　Ｒ７年度実績 ：１８名、８９９千円
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第２　就農支援資金の管理
１　就農支援資金の貸付等の状況

就農支援資金は、平成２９年度の新規貸付を最後に、現在は資金の管理を行うとともに、
償還免除の承認業務を現地確認等しながら適切に実施しました。
■　貸付・償還等の状況� （単位：件、千円）

区    分
貸付累計額

償還等累計額 R7年度末
貸付残高一時償還額 約定償還額等 償還免除額

件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額
就農研修 6,726 6,003,408 1,566 1,323,965 2,299 1,512,890 1,906 （�36,051） 2,901,056 955 265,497
教育研修 4,669 2,764,210 888 444,623 1,354 532,663 1,759 （�28,279） 1,674,519 668 112,405
農家研修 1,929 3,001,248 656 839,421 862 898,855 129 （� 7,151） 1,111,747 282 151,225
海外研修 128 237,950 22 39,921 83 81,372 18 （� 621） 114,790 5 1,867
就農準備 613 1,145,140 145 198,367 290 369,691 73 （� 2,615） 508,572 105 68,510

合    計
7,339

7,148,548
1,711

1,522,332
2,589

1,882,581
1,979 （�38,666）

3,409,628
1,060

334,007
3,785 　 　 590

注）①合計欄下段は実者数。
②償還等累計額欄の件数は回収件数。償還免除額欄の件数（　）は取扱年度ごとの承認累
計件数。
③約定償還額等には条件変更後の分割償還額（毎月払等）及び繰上償還額を含む。

２　貸付業務の委託
就農支援資金事務委託契約書に基づく、就農支援資金の貸付に関する事務の一部を北海
道信用農業協同組合連合会に委託しました。
■　Ｒ７年度実績：事務委託料　４９４千円

３　就農支援資金償還免除の実施 
次代の本道農業を担う意欲あふれる青年等の就農を促進するため、知事が認定した就農
計画に沿った就農を５年以上継続して行っている認定就農者に対して、就農支援資金の約
定償還時点に、就農後の農業経営の負担軽減のための措置として、一定限度の範囲内で就
農支援資金償還免除事業を実施しました。
■　Ｒ７年度償還免除件数及び金額

区　　　　　　　　分 免除件数（免除対象者） 免除金額

令和７年 4月 30 日償還分
就農研修資金 219 件 17,437 千円
就農準備資金 49 件 6,972 千円

計 268 件 （213 者） 24,409 千円

令和７年 10 月 31 日償還分
就農研修資金 38 件 1,786 千円
就農準備資金 5件 921 千円

計 43 件 （39 者） 2,707 千円

合　　　　　　計
就農研修資金 257 件 19,223 千円
就農準備資金 54 件 7,893 千円

計 311 件 （252 者） 27,116 千円
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４　就農支援資金の貸倒引当金及び債権償却実績
○　貸倒引当金積立額　　　　　　　　１０１，６８４千円
　　うち令和７年度貸倒引当金積立額　　　３，４９２千円
○　令和７年度末までの債権償却額　　　３２，９４６千円
○　令和７年度末貸倒引当金残額　　　　６８，７３８千円

第３　農業青年海外派遣等事業
１　農業青年海外派遣事業

本道農業の将来を担う人材を育成するため、先進的な生産技術や経営管理能力、国際感
覚等を習得するため、農家後継者等の海外派遣に対し支援を実施しました。
■　Ｒ７年度実績：ニュージーランド　園芸、１名

２　農業技術研修員受入等事業
発展途上国の様々な農業振興上の課題解決に資することを目的とした独立行政法人国際
協力機構（ＪＩＣＡ）が行う農業技術研修員受入事業を受託し、来日研修を実施しました。
■　Ｒ７年度実績：２０２５年度農民参加による農業農村開発コース、アフリカ圏６か国、
　　　　　　　　　６名

第４　就農啓発基金事業
１　新規就農優良農業経営者表彰事業
（1）新規就農者

就農青年及び就農希望青年の就農意欲の啓発と高揚を促し新規就農を促進するため、
就農青年及び新規就農希望青年の模範となるような優良な農業経営を行っている新規就
農者１組を、令和７年１１月２１日、ホテルポールスター札幌において表彰しました。
■　Ｒ７年度実績：最優秀賞１組、酪農農業者（清水町・平成２５年就農）

（2）北海道立農業大学校卒業生
北海道立農業大学校の課程・部門を終了し、道内で直ちに就農する卒業生で、在学中、
特に優秀な成績を修め他の模範となる卒業生を表彰 （北海道農業公社理事長賞）しまし
た。
■　Ｒ７年度実績：表彰者４名　畜産経営学科、畑作園芸経営学科、稲作経営専攻コース、

農業経営研究科各１名を３月６日農業大学校卒業式に
おいて理事長から表彰。

２　新規就農者等育成団体支援事業
本道の農業・農村において、新規就農者や農業体験希望者など本道農業の担い手の育成・
指導等や農村女性の活動支援、配偶者対策などのための活動を広域的に行っている団体等
の活動を支援するため、その団体等が行う事業に要する経費について、その一部を助成し
ました。
■　Ｒ７年度実績：３団体、２９５，４１１円
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３　研修生受入環境整備支援事業
新規就農希望者が就農に必要な農業技術又は経営方法を実地に習得するために実施する
農家研修の受入環境を整備するため、地域センター等が行う施設等の整備について、その
経費の一部を助成しました。
■　Ｒ７年度実績：１町、２，０００千円

４　担い手育成確保対策調査・研究事業
担い手育成確保対策の効果的な推進を図るため、農業・農村の担い手育成確保事例の収集・
分析さらには課題の洗い出しとその解決方法等の調査・研究を道内研究機関・団体等に委
託しました。
■　Ｒ７年度実績：テーマ「新時代を迎えた第三者継承の推進方策に関わる調査研究」

（３か年事業の１年目）
委託先　（一社）北海道地域農業研究所
委託費　１，８００千円

第５　農業次世代人材投資（準備型等）事業
就農前の研修期間中の所得を確保し、青年の就農意欲を喚起するための資金を、道が認
める道立農業大学校等の教育機関や先進農家・農業法人等で研修を行っている就農予定者
からの申請に基づき交付しました。　　　　
■　Ｒ７年度実績 ：１２６名、１７９，３７５千円

■　青年就農給付金・農業次世代人材投資資金（準備型）年度別給付実績
年度 受給者数 給付・交付額

平成２４年度 １２９名 ２４３，５００千円
　　２５年度 １９３名 ２２６，１２５千円
　　２６年度 ２０２名 ２６９，３７５千円
　　２７年度 ２０１名 ２７４，３７５千円
　　２８年度 ２３１名 ３１５，６２５千円
　　２９年度 ２３７名 ３２７，０００千円
　　３０年度 １９５名 ２７４，５００千円
令和　元年度 １７０名 ２４３，７５０千円
　　　２年度 １５５名 ２３７，２５０千円
　　　３年度 １２３名 ２１３，０００千円
　　　４年度 １３２名 １７６，５００千円
　　　５年度 １１９名 １９３，１２５千円
　　　６年度 　９０名 １２７，２５０千円
　　　７年度 １２６名 １７９，３７５千円
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第６　農業経営相談室所管事業
１　農業経営者サポート事業

北海道から受託して実施している農業経営者サポート事業については、担い手本部に農
業経営相談室を設置し、農業経営の法人化や円滑な経営継承など、農業者が抱える多様な
経営課題に対応するため、専門家（中小企業診断士等）の派遣や相談会の開催等による支
援を行いました。
■　Ｒ７年度実績：専門家派遣　１１５回（支援対象者１２０件）、相談会・研修会　７回

２　６次産業化サポート事業
北海道から６次産業化サポート事業を受託し、農業経営相談室内に６次産業化サポート
センターを開設して、６次産業化に取り組む農業者等に対応した相談及び専門家（地域プ
ランナー）の派遣による支援を行いました。
■　Ｒ７年度実績：相談対応　１４１回、専門家派遣　６２回（支援対象者９件）
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Ｒ７担い手育成確保対策調査・研究事業
令和７年度

「新時代を迎えた第三者継承の推進方策に関わる調査研究」中間報告書（要約）

1　調査研究の趣旨と事例の位置づけ
北海道において農業を新たに始める新規就農者のうち、新規参入者は２０１２年以降、コン
スタントに１００人を超え、今や雇用就農を除く新規就農者の３人に１人が新規参入者になっ
ている。
昨年度までの調査研究で、新規参入支援に取り組む全道各地において、意外なほど「第三者
継承」方式が取り組まれて、実績を積み重ねていることが明らかとなり、かつ、第三者継承を
実際に進める際の課題、問題点も併せて指摘されている。
かつて、第三者継承は、限られた地域での主体的、意図的な取り組みという印象が強く、「研
修牧場・農場」をもたない地域で新規参入者を確保・育成し、独立就農を実現する仕組みとし
て編み出されたものであったが、現在は、経営形態を問わず、また、特段の地域限定性ももたず、
全道各地で「普通に」第三者継承方式の就農支援が進められている現状があるように見受けら
れる。
実態として年間で１００人を超える新規参入実例のうち、かなりの部分で第三者継承方式が
取り組まれていると推察され、北海道における第三者継承は、今や「新時代」に入った感があり、
現状の事例を詳細に把握することで、現場レベルで生まれているさまざまな工夫やノウハウが
浮かび上がってくるものと考えられる。
本調査研究は、令和７年度から９年度までの３年間にわたって実施することとし、道内各地
で取り組まれている第三者継承方式の新規参入支援に焦点を当てて、その実情を詳細に把握し、
独立自営就農との違いや継承のプロセスで生じている課題、問題点を洗い出し、その上で、関
係機関はどのように関わるべきか、また、真に有効な支援方策のあり方について提案するため
の調査研究を進める。その際、継承のプロセスにおいて最も難題となる「資産評価」の内実に
ついて、可能な限り調査を進めていくこととしている。
初年度となる本年度については、これまでの調査研究で得られた第三者継承の事例を主な対
象として濃密調査を行い、あわせて全道の地域担い手センターにアンケート調査を実施し、第
三者継承支援の取り組みの有無、第三者継承方式による就農事例の有無を把握した。

【事例調査】
２　遠軽町生田原地区における第三者継承の事例分析
○　第三者継承は、その地で長らく営農を続けてきた移譲者から有形資産を譲り受け、独立就

農を果たすプロセスであり、①資産評価と譲渡、②資金対応と各種補助事業の利用、③独
立就農後の営農設計、という３つのことを同時並行で進める必要がある。関係機関の適切
な関与なしに進めることは難しいと言えるが、鍵を握るのは金銭面での実態把握である。

○　事例経営の概要
・　承継者は札幌出身で、遠軽町農業担い手対策協議会の新規就農フェア（札幌市）への出

展に応募し、移譲者の下で２年間の並走研修を経て、耕種経営として２０２３年に独立
就農している。

・　承継者は、移譲者の多品目栽培のスタイルをそのまま継承することはせず、耕地も広げ
て自分なりのアレンジを加えて経営を組み立てている。

・　遠軽町（農業担い手対策協議会）が独自に使用している「農業経営継承合意書」は、個々
のケースに即して要点を押さえた優れた内容となっている。遠軽町は農業部局の中に担
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い手対策協議会を担当する専任職員を配置しており、地域を熟知し、第三者継承の現場
に身を置き、このような合意書をまとめあげるコーディネーターの存在は不可欠である
と言えよう。

・　承継者は、認定新規就農者として青年等就農資金や経営発展支援事業を活用した初期の
農場開設費用は約１，２００万円であったが、農地や作業機等を含めると約２，４００万
円となる。

・　機械等については、有償譲渡と無償譲渡に区分されているのが特徴的で、資産評価は「ホ
クレン油機サービスが実施した査定評価額を基準」としている。

・　農産物販売収入は概ね１，５００万円弱で安定しており所得確保されているが、今後、経
営安定資金が見込めなくなることは不安材料となっている。

○　この事例に即して言えば、＜有形資産の譲渡額等（機械等・農地＋「運転資金」）＝移譲者
の必要金額＞という恒等式が成り立っている。ここで何よりも大事なことは、移譲者の本
音に迫り、真に求めている「必要金額」をつかむことである。この場合、移譲者の本音は
転居費用をまかなうことができれば良い、というものであった。それ以上のものを求めな
かったあらわれが「無償譲渡」である。おそらくはコーディネーターの存在が大きかった
だろう。移譲者の本音をつかむことが、このケースでは重要だったと思われる。

３　第三者継承の実績と手法
○　鷹栖町の新規参入の特徴は、①施設きゅうり作に特化した小規模経営（５００坪前後）で

あること、②第三者継承による土耕栽培か、１から整備する水耕栽培かの二択式であること、
③無利子の制度資金に頼らない独自のリース返済方式（第三者継承のみ）を採用している
ことの３点が挙げられる。

○　鷹栖町は水稲複合経営が主流。畑作物やトマトが多く、きゅうりは多くない。小規模きゅ
うり移譲農家は、水稲作付水田を手放した農家や、引退を見越した水稲複合農家の２つの
パターンがあり、農場の一部継承によって小規模ハウスきゅうり農家は生成されている。

○　第三者継承の受入れ体制と譲渡方式
・　研修の応募・申し込み条件はないが、２～３名が研修生として採用され２年間の研修を

実施する。町、ＪＡ、受入れ農家協議会が関与し、協議会は研修中のトラブルを調停す
る役割も担う。

・　譲渡物件の査定にあたっては、機械類は町内業者に査定を依頼し、施設類は固定資産評
価額から算出。移譲者との調整を経て支払年数を検討するが、制度資金を利用するほど
の金額にならないため、独自の償還制度（リース方式）が採用されている。

○　鷹栖町では、有形資産の継承という観点からすれば第三者継承に相当しない事例もあるが、
利用権や経営権を継承するという広義の解釈をすれば、第三者継承に含めることにしてい
る。鷹栖町の考え方は、農場の全部継承だけでなく一部継承も第三者継承に含めるという
広範な捉え方をしている。

○　中断になった案件もあり、その理由は、作業に向き合う姿勢の相違が主因となっている。
そのため、北海道全体での譲渡希望者向けのセミナー開催が望まれていた。

○　また、機械類の査定においても、現在の一社見積もりでは価格の妥当性が担保されないと
考えられている他に下取り価格の査定で協力してくれる会社が必要とされており、そのた
めのリストやシステムの整備が望まれている。
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４　中山間地域における第三者継承の成立条件
○　「第三者経営継承」は、中山間地域農業を維持する有効な手段として位置づけられてきたが、

農業経営は多額の固定資産を必要とし、中山間地では傾斜地の管理など地域特有の技術も
求められるため、物的資産だけでなく経営技術や地域内の信頼関係といった無形資産の継
承が必要不可欠である。

○　せたな町の支援体制
・　せたな町の新規就農者受入れ及び育成は、町、農業委員会、ＪＡ、農業改良普及センター

支所等の関係機関が緊密に連携し、行政・関係機関・農家が一体となった支援体制を確
立し、町独自の補助金等により円滑な独立を後押ししている。

・　特に注目されるのは酪農ヘルパー組合を活用した段階的な就農支援の仕組みで、地域お
こし協力隊や酪農ヘルパー組合職員として就労しながら研修を進め、技術習得、所得確保、
地域関係の構築を同時に実現する仕組みを整えている。また、就農後３年間にわたる伴
走支援体制が整備されている点も特徴。

・　経営開始後の資金支援体系は、公的制度資金を基軸とし、ＪＡ資金が補完的に機能する
二層的構造で形成されている。

○　第三者継承事例
・　愛知県から夫婦で移住し就農したケースの取得資産の購入金額は５，０００万円である

が、その資産構成は、就農初年度から経営を開始することを前提とした実働資産が中心
となっている点に特徴がある。

・　牛舎や家畜といった主要な経営資産が既存資産として引き継がれており、就農者が就農
時点で新たに取得した資産は限定的

・　前経営者は現在も牛舎敷地内に居住しており、技術的助言を受けられる関係が維持され
ており、経営の安定性を高める要因となっている。

・　収支計画は、あえて厳しい乳価を前提として策定されており、経営環境が想定以上に悪
化した場合でも対応可能な余力を確保している点が特徴

○　事例における第三者継承は、①既存資産を活用した最小限の資産構成と移譲前調整、②公
的制度資金を中心とする資金支援の組合せ、③中山間地域条件に適応するための無形資産
の継承、という３つの要素が相互に関連しながら成立していることが確認された。

５　譲渡側からみた第三者継承支援の実態と課題
○　過去２５年間の間で２０を超える第三者継承により、条件不利地域での放牧酪農の「聖地」

となっただけではなく、地域内の人口減少に歯止めをかけるまでの成果を挙げているとこ
ろが足寄町における第三者継承を中心とした新規参入者の受入れ支援事業の特徴で、町と
ＪＡによるワンフロア方式の一体的・長期的な体制により支援事業を実施してきた。

○　これまでの調査結果からも研修期間を経た後の譲渡直前、もしくは譲渡後の当事者間のト
ラブルにも留意が必要であり、第三者として自治体やＪＡの担当職員が仲介するかたちで
長期的な支援を行うことが重要である実態も明らかとなっているが、譲渡（離農）者側で
はなく、新規参入者側の見解に寄りすぎていることも指摘されていた。

○　足寄町では自治体とＪＡの長期継続的な支援によって、多くの第三者継承が成功してきた
とはいえ、それは金銭的支援や住居確保といった物理的支援のみではなく、新規に参入す
る就農者と農場を譲渡する者の両者の「思い」に寄り添って支援できる担当者が関与して
きたことが大きい。譲渡価格の算定とともに、自治体とＪＡによる連携は、様々な就農資
金を組み合わせ、可能な限り、新規就農者の直接的な負担を減らすことにも役立っている

○　事例分析
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・　総じて今回の事例は、第三者継承の「優良事例」と呼べるもので、大きなトラブルがあっ
た事例ではない

・　１件目の事例は、経営主の怪我と高齢により、放牧酪農を目指す東京出身の若者に居抜
きで経営移譲した事例。資産の引渡し価格は約５，４００万円。移譲後も両者は良好な関
係を構築している。

・　２件目の事例は、「引き際の時期」を考えていた経営主夫妻が、埼玉出身の獣医師へ経営
を移譲した事例。譲渡価格の算定は約１億円。移譲後も両者の交流は続いている。

・　３件目の事例は、和牛繁殖経営主が酪農ヘルパー経験者へ経営移譲した事例。譲渡価格
は約４，７００万円。両者は経営に対する考え方の相違があって、関係が疎遠になってし
まっている。

○　自治体と農協がワンフロア化して、譲渡価格の算定から関与しているため、トラブルが最
小限に抑えられている。また、譲渡する側も、負債がなければ、可能な限り安く売って、
新規参入者の負担にならないように心掛けていることも明らかになった。

６　るもい農協が確立した独自の就農サポート事業
○　るもい農協の「段階的就農モデル」事業
・　２０２１年に４農協が合併した「るもい農協」は、合併以前の各農協においても新規参

入者の受入とサポートに尽力してきたが、一部の市町村では、新規参入者が研修期間中
に就農を断念、あるいは就農を実現したとしても数年後にやむなく離農・離村してしま
うケースが大半を占めていた。

・　農協でその要因の解明に努めた結果、以下の３点が参入者の就農および定着を阻む主た
る要因である可能性が高いことを突き止めた。その３点は、「①参入者の多くが農業の実
態を知らなすぎること」、「②資金不足」、そして「③農村における慣習や人付き合いに対
する不安」であった。

・　上記の３点の要因除去を間接目的とする「段階的就農モデル」と称するこの事業は、就
農希望者がひとまず農協職員として雇用される点に特徴がある。その後、就農希望者は
２～３年を目安に農協の多岐に亘る業務に従事し、この間に農業の基礎知識と基本技術
を学び、これらの習得が認められた段階で農協を退職して営農をスタートすることにな
る。こうしたプロセスを踏んで就農を果たす参入者に対するサポートが、この事業の本
旨である。

・　農協での勤務期間はあくまでも目安であり、好機に退職・就農すれば良いという見解が
農協の方針である。退職・就農の際には退職金が支給され、就農祝い金も農協から贈呈
される予定。また、就農形態に規程はなく、新規独立就農、第三者農業経営継承、雇用
就農のいずれを選択しても良いことになっているが、事業開始間もないことから実績は
ない。

【アンケート調査】
○　令和７年６月から７月にかけて、地域農業担い手センターを対象に調査を依頼（郵送）し、

選択・記述回答いただいた。結果として１２１組織から回答いただき、回収率は７０．８％
となった。

○　結果概要
・　第三者継承事例の有無の設問に対して、「事例がある」が４７％、「就農を進めている事

例がある」が６％、「事例はないが必要性を感じている」が３７％であり、合計で９０％
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の組織が必要性を認識していると回答した。一方で、「必要性は感じていない」が８％、「難
しい」と回答した組織が２％であった。

・　第三者継承事例は全道で１８９事例となるが、直近の６４事例中では「酪農」が最多で
全体の３９％を占める。次いで「施設園芸」が２５％、「畑作・露地野菜」が２０％、「水
田作」が６％、「肉用牛」が５％の順となっている。少数だが「花き」や「軽種馬」の事
例もあった。直近５年では、調査前年の２０２４年が最多となっている。

・　地域での支援体制の設問に対しては、「連携で支援体制が整っている」が５９％で、「関
係機関が単独で支援する体制」が９％であり、支援体制がある組織は６８％となった。
一方で、「関係機関は、あまり関与しない」が１７％、「体制がない」や「都度検討や対
応をおこなう」等と回答した組織が１６％であった。

・　第三者継承を進めるうえで重要と思われることについて、第三者継承事例がある組織の
回答では、「関係機関、農業者も含めたサポートチームの体制づくり」が最多で７０％、
「独立就農後の継承者の経営安定サポート」が６１％、「譲渡する資産価値の適正な評価」
と「継承者の資金対応の充実」がともに５６％を占めた。また、「第三者継承方式のメリッ
ト周知」、「継承者の支払い能力に応じた譲渡価格の調整」、「移譲者の引退計画の作成」、
「並走期間中の研修プログラムの整備」等についても３０～４０％の回答を得ている。そ
の他として、「地域農家の理解」、「移譲者と継承者の人間関係、約束事の整理」、「移譲者
の発掘、引退タイミングの把握」等が挙げられている。

・　関係機関が必要とするサポートの具体的内容としては、「関連資料の作成・配布」や、「専
門家やアドバイザーの派遣・指導」、「相談窓口の設置」、「新規就農者への補助金の充実」、
「メリット・デメリット及び事例紹介」、「譲渡価格についての大きなくくりでの基準」、
「ホームページやパンフレット作成に係る費用助成」、「マッチング体制の充実と公開」等
が挙げられた。また、初期投資が高額すぎるとの意見もあった。
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令和８年度北海道農業担い手育成センター事業計画書

Ⅰ　基本方針
我が国全体で人口の減少や少子高齢化が進む中、農村部においても農家戸数や農業就業人口
の減少が続いており、経済のグローバル化や気候変動の激化などにより、農業生産や農村社会
を取り巻く情勢は厳しさを増しています。
また、世界的な穀物需要の増加や国際情勢の不安定化により、生産資材価格が高止まりする
とともに、高温等の影響が懸念される中、農業経営をめぐる環境は厳しい状況が続いています。
こうした状況のもと、国では、昨年策定された新たな基本計画に基づき、農業者の収益力向
上と食料自給力の強化、食料安全保障の確立に向け、令和７年からの５か年で農業構造を集中
的に転換することとしています。

また、この基本計画の中で北海道が「主要穀物等の主産地」として位置づけられ、食料供給
地域としての役割が一層期待される中、道では今年、「第７期北海道農業・農村振興推進計画」
を策定し総合的に推進しています。
近年、本道では新規就農者の減少などにより担い手不足が深刻化しており、担い手や多様な
人材の確保・育成に向け、就農相談から研修、定着まで各段階に応じたきめ細かな支援の強化
が求められています。

こうしたことから、公社では、農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営・就農支援センター
と連携した北海道農業担い手育成センターとして、地域担い手育成センター、関係機関・団体、
総合振興局・振興局および農業改良普及センター等と密接に連携しながら、就農希望者等への
相談業務のほか、農業系学生等に対する就農ガイダンス等の開催、地域の就農支援策の情報提
供などを実施します。さらに、これまでセンターが培ってきた新規就農支援のノウハウを活用し、
地域活動に対する支援を強化するとともに、農業次世代人材投資事業（準備型等）の円滑な実
施を行います。

また、「農業経営相談室」においては、様々な経営課題に対応するため、専門家の派遣や巡回
指導による経営診断等を実施する農業経営者サポート事業や、６次産業化に取り組む農業者等
を支援するための相談窓口の設置、地域プランナーの派遣により農業者等を支援する北海道６
次産業化サポート事業を北海道から受託し、新規就農支援と一体的な担い手の育成・確保対策
を推進します。
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Ⅱ　重点推進事項
１　就農促進支援活動事業の推進

本道農業を担う多様な人材の育成・確保を図るため、国や道の各種支援策を活用した農
業後継者（Ｕターンを含む）及び農外からの就農希望者（新規参入者）に対する就農相談
の実施やＨＰを活用した地域情報等の提供、地域センターと連携した新規就農フェアや就
農相談会の開催に取組みます。
就農促進に向けて、農業系大学・高校の学生を対象とした就農ガイダンスやオンライン
での面談・会議等を有効に活用しながら推進します。
さらに、農業後継者が国際感覚の向上や先進的な技術の習得等のために行う海外研修に
対して支援します。
また、農業経営サポート事業として、農業経営の様々な課題の解決や、地域の農業を守
るための取組みを支援するため、戦略会議の開催や相談内容に即して専門家の派遣を行う
など農業経営のサポートをします。

２　農業次世代人材投資（準備型等）事業の推進
青年等の就農意欲を喚起し、円滑な就農研修を促進するため、就農前の研修期間中の所
得を確保するための資金を交付する事業を推進します。

３　就農支援資金の管理
新規参入者や農業後継者の円滑な就農促進のため、平成７年度から平成２９年度までに、
就農計画に基づき融資した無利子の就農支援資金の償還免除の実施や円滑な償還の推進な
ど適正な管理を行います。

４　就農啓発基金事業の促進
新規就農希望者の就農意欲の啓発等を図るため、優れた農業経営を行っている新規参入
者や農業後継者の表彰、就農研修の受入環境整備への助成、担い手育成や農業・農村の理
解を醸成する活動を行う団体への支援とともに、令和７年度以降の３カ年で第三者経営継
承の推進方策に係る課題をテーマに調査・研究に取組みます。

５　６次産業化サポート事業の推進
経営改善や６次産業化の取組などの課題解決に向け、専門家の設置や地域プランナーの
派遣など行うサポート事業を北海道や関係機関などと連携し、新たな取組に挑戦する意欲
ある農業者等を支援します。
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Ⅲ　事業計画
第１　就農促進支援活動

１　地域の就農活動との連携強化
担い手育成・確保事業の円滑かつ効果的な推進を図るため、事業推進会議の開催などに
より、地域センターや関係機関・団体との一層の連携強化を図ります。
今年度は、地域センターが就農希望者と直接面談する機会として、公社主催の北海道新
規就農フェア（札幌開催）を２回開催します。
また、農林水産省の補助事業による「新・農業人フェア」（東京、大阪）の開催が予定
されており、地域センター等と連携した就農相談活動を実施します。
□　Ｒ８年度計画
・北海道新規就農フェアの開催

日　程 場　　所
７月２５日（土） 北海道庁旧本庁舎　赤れんが庁舎
３月６日（土） ホテルポールスター札幌

・新・農業人フェアへの参加 ・北海道移住・交流フェアへの参加
開催地 開催数（開催月） 開催地 開催数（開催月）
東京 ２回（９月・１１月） 大阪 １回（９月）
大阪 １回（９月） 東京 １回（１０月）

２　就農相談及び就農促進活動の実施
新規就農希望者の掘り起こしや、就農意欲の醸成を通じた円滑な新規就農等を促進する
ため、インターネットを積極的に活用して就農情報の発信や広報活動を展開するとともに、
通常の面談による就農相談に加えて、オンライン面談やメール相談を活用し、社会環境の
変化に柔軟に対応しながら相談者の利便性に配慮した相談体制を構築します。
農業系大学等の学生を対象とした就農ガイダンスなどによる就農意欲喚起の取組みを、
引き続き実施します。
また、農業法人等への就職希望者に対応するため、職業安定法に基づく無料職業紹介事
業により、雇用情報の提供を推進します。
□　Ｒ８年度計画
・就農・農業体験相談

場　所 開催日数 備　　考
札幌市、オンライン ２４ 直接面談、オンライン対応等

・就農ガイダンス：農業系大学等　道内１０校、道外８校

３　新規就農者等交流会・研修会への支援・参加
（1）農業研修生や体験実習者、後継者や経営を開始した新規参入者に対し、知識・技術の
向上や情報交換、仲間づくり、地域農業者や地元消費者、地場産業関係者等との交流を
促進するため、道、総合振興局・振興局、農業改良普及センター並びに指導農業士協会・
農業士協会等と連携した各種交流会・研修会の開催を支援します。

　　また、新規参入者の就農後のフォローアップを図るため、総合振興局・振興局管内を
範囲とする広域的な新規参入者のネットワークづくりを推進し、技術力や経営管理方法、
付加価値の向上に結びつくような情報の提供を行うなど、新規参入者間のつながりや関
係機関との結びつきを強めるための取組みを支援します。
□　Ｒ８年度計画：１０回
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（2）新規就農者ステップアップセミナーの開催
先輩就農者を講師とした、次のステップアップに結びつけて行くためのセミナーを開
催します。
□　Ｒ８年度計画
・新規就農者ステップアップセミナーの開催

日　程 場　所 備　　考
１２月上旬 札幌市等 会場とオンラインのハイブリッド方式

４　グリーンパートナー活動の推進
担い手の配偶者の確保を図るため、グリーンパートナー（結婚相談員）や市町村等の担
当者への研修会を開催します。 
□　Ｒ８年度計画
・全道グリーンパートナー研修会の開催

日　程 場　所
１１月１７日（火） 札幌市

５　農業経営の第三者継承
後継者のいない経営移譲希望農業者が有する技術や経営ノウハウなどを含めた経営資産
について、就農を希望する第三者へ円滑に継承するため、継承希望者の紹介や円滑な継承
合意に向けた関係者のコーディネート活動などに対する支援を行います。また、円滑な経
営継承の推進のための地域研修会への講師の派遣を行うほか、これまでの推進経過や実績
をまとめた第三者継承マニュアルを活用しながら、実施地域へのフォローアップを行いま
す。
□　Ｒ８年度計画
・新規就農者の受入れ方策研修会（仮称）の開催（第三者農業経営継承の可能性について）

日　程 場　所 備　　考
１０月中下旬 札幌市 会場とオンライン（ＷＥＢ視聴）、※修正変更の可能性あり

・事例調査、地域の研修会への講師派遣など　※修正変更の可能性あり

６　研修教育体制の整備支援
（1）就農研修者家賃助成事業（研修生の生活基盤の支援）

円滑な就農研修を支援するため、借家等に入居して指導農業士など先進農家等の研修
を受けている者に対し、家賃の一部を助成する就農研修者家賃助成事業を実施します。
□　Ｒ８年度計画：１５名、１，５００千円
〔家賃額の２分の１以内、月額１０千円上限（３年以内）〕
（農業次世代人材投資資金受給者は、対象者から除きます。）

（2）農家研修受入体制強化事業（傷害保険加入助成）
就農研修や体験実習における事故防止や事故発生時の危機管理について、道や労働関
係機関と連携し受入農家等への情報提供や普及啓発を行うとともに、農家等で研修や実
習する者の傷害保険加入を促進するため、保険料の一部を助成するなど研修体制の整備
を支援します。
□　Ｒ８年度計画：２５名、２００千円
〔共済期間内掛金の３分の２以内、

（研修者）１４，５６６円上限、（実習者）６，５５５円上限〕
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（3）就農研修者大型特殊免許取得支援事業
先進農家等で研修を受けている新規就農希望者（認定就農者）の資質向上を図るため、
大型特殊自動車免許を取得する場合の経費の一部を助成する支援事業を実施します。
□　Ｒ８年度計画：３０名、１，５００千円 〔取得経費の２分の１以内、５０千円上限〕

第２　農業青年海外派遣等事業
本道農業の将来を担う人材の育成に資するため、農家後継者等が海外において行う先進的
な生産技術や経営管理能力の習得及び国際的感覚等の取得・向上のための研修を支援します。
□　Ｒ８年度計画：１名　（派遣国　ニュージーランド）
〔参考：派遣可能国　ニュージーランド､ カナダ､ アメリカ､ デンマーク､ オーストラリア〕

第３　農業次世代人材投資（準備型等）事業の実施
青年等の就農意欲を喚起し、円滑な就農研修を促進するため、就農前の研修期間中の所得
を確保や、農業大学校等の農業経営者育成教育機関において研修を受ける者に対し、資金を
交付する本事業について、地域センターとの連携の下、適切に取り進めます。
□　Ｒ８年度計画：交付対象者数　１４０名（新規８０名、継続６０名）
　　　　　　　　　資金交付額　　２２３，３００千円（１，６５０千円／年・人、最長２年）

第４　就農支援資金の管理

１　資金管理
資金借受者の就農計画に基づく研修から就農に至る一連の経緯及び貸付額、貸付条件等
の情報について、就農支援資金管理システム等により適正な管理を行います。

２　貸付業務の委託
就農支援資金の償還・回収に関する事務について、その一部を北海道信用農業協同組合
連合会に委託します。

３　就農支援資金償還免除事業の実施
意欲ある青年等の就農を促進するため、市町村長が認定した就農計画に沿って５年以上
継続して就農している者に対して、就農後の農業経営の負担軽減のための措置として、就
農支援資金の約定償還時点において、一定限度の範囲で償還金を免除する北海道就農支援
資金償還免除事業を実施します。
□　Ｒ８年度計画
・支払期日別免除計画

区　分 免除件数 免除金額
令和８年　４月３０日償還分 ２００件 １６，６１８千円
令和８年１０月３１日償還分 　１５件 　１，０１３千円

合　計 ２１５件 １７，６３１千円

第５　就農啓発基金事業

１　新規就農優良農業経営者の表彰
就農青年及び就農希望青年の就農に対する意識の啓発と高揚を促し、新規就農を促進す
るため、新規就農者（新規参入者又は農業後継者）であって、就農青年及び就農希望青年
の模範となる優良な農業経営を行っている者を広く紹介する新規就農優良農業経営者表彰
事業を実施します。
また、北海道立農業大学校の課程・コースを終了し、道内で直ちに就農する卒業生で、
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在学中特に優秀な成績を修め他の模範となる者への表彰を行います。
□　Ｒ８年度計画：優良経営者　若干名、農大卒業者　４名

２　研修生受入環境整備への支援
現地における効果的な研修と円滑な就農の促進を図るため、既存住宅の改修等による長
期研修生の滞在場所の整備や研修農場などへの機械・施設整備を行う場合に、その必要経
費の一部を助成する研修生受入環境整備支援事業を実施します。
□　Ｒ８年度計画：１件、２，０００千円（必要経費の２分の１以内、２，０００千円上限）

３　新規就農者等育成団体への支援
新規就農者、新規就農希望者、農業・農村体験希望者などを対象に、本道農業の担い手
の育成・指導、農業・農村への理解の醸成のための広域的な活動を行っている団体並びに
農村女性の活動促進のための広域的な活動を行っている団体等に対して、その活動経費の
一部を助成する新規就農者等育成団体支援事業を実施します。
□　Ｒ８年度計画：３件、６００千円（必要経費の２分の１以内、２００千円上限）

４　調査・研究事業の実施
担い手育成確保対策の効果的な推進を図るため、農業・農村の担い手育成確保事例の収
集・分析さらには課題の洗い出しとその解決方法等の調査・研究を道内研究機関・団体等
に委託して、その成果の普及を図ります。
□　Ｒ８年度計画：テーマ「新時代を迎えた第三者継承の推進方策に関わる調査研究」
　　　　　　　　　（３か年事業の２年目）
　　　　　　　　　委託先　（一社）北海道地域農業研究所
　　　　　　　　　委託費　１，８００千円

第６　農業経営相談室所管事業

１　農業経営者サポート事業（北海道委託事業）
農業経営の法人化や円滑な経営継承など、農業経営の様々な課題の解決や、地域農業を
守るための取組みを支援するため、中小企業診断士などの専門家の派遣を行うなど農業経
営のサポートを行います。
□　Ｒ８年度計画：経営戦略会議の開催　１１回、専門家派遣　１１０件、
　　支援対象者　１２０件、地域農業経営相談会等　６回

２　６次産業化サポート事業 （北海道委託事業）
６次産業化等に取り組む農業者等の各種相談に対応するための相談窓口を設置し、経営
改善が必要となる支援者に対して、経営全体の付加価値額（経常利益＋人件費＋減価償却
費の合計）を増加させるため、専門家（地域プランナー）の派遣等を通じて、改善方策の
策定や実践等の支援を行います。
□　Ｒ８年度計画：相談窓口開設　令和８年４月１５日（水）～令和９年３月１９日（金）
　　　　　　　　　地域支援検証委員会の開催　８回、企画推進員（委嘱）の設置　４名、
　　　　　　　　　支援対象者選定　９件、地域プランナー派遣　６０回
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＜参考＞　北海道農業担い手育成センター及び地域担い手育成センターについて

■　北海道農業経営基盤強化促進基本方針（北海道Ｒ８．３）から抜粋

第４　農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備その他支援の実施に関する事項

　２　農業経営・就農支援センターの体制及び運営方針
北海道は、農業経営基盤強化促進法第１１条の１１の規程に基づき、北海道農業経営・
就農支援センター（以下、「支援センター」という。）を設置し、公益財団法人北海道農業
公社（以下、「農業公社」という。）を支援センターの業務を行う拠点として位置付け、次
のとおり業務を推進することとする。

　（2）農業公社
農業公社は、支援センターの業務を行う拠点として次の業務を行う。このうち、経営支
援業務は北海道農業経営相談所、就農支援業務は北海道農業担い手育成センター（以下、「担
い手センター」という。）が行い、それぞれ情報発信等を行うとともに、両業務の結びつき
を強め、関係機関と連携することにより、就農から定着、経営発展までの一貫した支援を
行う。
ア　経営支援
経営管理の合理化等の農業経営の改善、農業経営の計画的な継承、農業経営の法人化

及び委託を受けて農作業を行う組織の設立等に関する相談対応と専門家の派遣を行う。
イ　就農支援

新たに農業経営の開始又は農業への就業をしようとする者（以下、「就農等希望者」
という。）などの農業を担う者及びその他関係者からの相談対応、必要となる情報の提
供、希望に応じた就農先の紹介・調整を行う。
ウ　情報発信等

上記ア及びイに係る情報発信及び広報活動を行う。

　４　関係機関の連携・役割分担の考え方

　（1）関係機関の連携・役割分担
農業を担う者の育成・確保に向け、支援センターが中心となり、関係機関・団体が連携
して本道における取組を推進するとともに、地域においては、市町村、農業委員会、農業
協同組合又はこれらの機関及び団体等から構成される機関及び団体のいずれかを地域セン
ターとして定め、地域における取組を総合的に推進する。（以下略）

　５　就農等希望者のマッチング及び農業を担う者の確保・育成のための情報収集・相互提供
農業公社（担い手センター）と地域センターは、次のとおり就農等希望者が必要とする
情報収集・提供、相談対応、マッチング等を行う。

　（1）情報収集・提供
地域センターは、区域内における作付品目ごとの就農受入体制、研修内容、就農後の生
活や収入のイメージ、経営の移譲を希望する農業者など就農等希望者が必要とする情報を
整理し、担い手センターに提供する。
担い手センターは、地域センターから提供された情報について、ホームページや就農イ
ベント等を通じて就農等希望者にわかりやすく提供する。
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　（2）相談対応及びマッチング
担い手センターは、就農等希望者の要望に応じ、必要とする情報を提供するとともに、
相談対応を行い、その結果や雇用人材を求める農業者等からのニーズを踏まえ、希望に添っ
た研修又は就農先が所在する区域の地域センターを紹介する。
地域センターは、担い手センターから紹介を受けた就農等希望者と面談等を行い、受入
の可否を決定する。
なお、第三者による経営継承については、担い手センターと地域センターが連携、移譲
希望者と継承希望者とのマッチングを支援する。

　（3）フォローアップ
地域センターは、受入を決定した就農等希望者に対し、関係機関と連携し、受入から定
着まで必要となる支援を行う。
担い手センターは、地域センター等と連携し、就農等希望者の研修・就職・定着に向け
た助言。指導を行うとともに、研修又は就農先の変更が必要になった場合には、状況に応
じて再度マッチングを行う。

■　法制度上における位置付けの推移
平成　７年２月　青年就農促進法制定
　　　　　９月　同法に基づく「北海道における青年等の就農促進に関する方針」に定める都

道府県青年農業者育成センターとして、（社）北海道農業担い手育成センター
が設立

平成２１年４月　北海道農業担い手育成センターが北海道農業開発公社に統合
平成２４年４月　公益財団法人北海道農業公社に移行
平成２６年４月　青年就農促進法が廃止、農業経営基盤強化促進法に組み込まれたため、同時

に改定された北海道農業経営基盤強化促進基本方針の中で、「青年農業者等育
成センター」として公社を位置付け

令和　５年４月　基盤強化法の改正に伴い、改定した基本方針の中で、「青年農業者等育成セン
ター」に代わり、「農業経営・就農支援センター」の業務を行う拠点として公
社を位置付け（担い手センターの名称は存続）
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就農相談課資料
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就農相談課所管事業の概要と対応について

令和８年度事業の就農促進支援活動の概要は次のとおりです。業務の推進につきまして、�
ご理解とご協力をよろしくお願いします。

項　目 事業内容

Ⅰ　地域の就農活動と
の連携強化

・担い手育成・確保事業の円滑かつ効率的な推進

Ⅱ　就農相談及び就農
促進活動の実施

・北海道新規就農・農業体験相談の開催

・農業系学校への就農ガイダンス等の実施

・体験・就農研修受入情報の共有

・無料職業紹介

Ⅲ　新規就農者等交流
会・研修会への支
援及び開催

・新規就農者・研修会等交流会活動支援

・新規就農者ステップアップセミナーの開催

Ⅳ　グリーンパート
ナー活動の推進

・全道グリーンパートナー研修会の開催

Ⅴ　第三者農業経営継
承の支援

・第三者農業経営継承の情報収集・共有化

・離農物件（空き物件）の情報収集・共有化

・新規就農者受入方策研修会（仮称）の開催

Ⅵ　研修教育体制の整
備支援

・就農研修者家賃助成事業（生活基盤支援）

・農家研修受入体制強化事業（研修等の保証担保）

・就農研修者大型特殊免許取得支援事業（就農円滑化支援）
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Ⅰ　地域の就農活動との連携強化

就農相談課では、就農相談を通じ会員の皆様の担い手確保・育成をサポートさせていただく
とともに、北海道農業に対しさまざまな希望をお持ちの相談者に幅広く情報提供を行います。
総合相談窓口として、今後も地域センターとの連携を密に行います。

１　担い手育成・確保事業の円滑かつ効率的な推進
（1）令和８年度各種フェア
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（2）体験・就農研修受入情報の収集・提供
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Ⅱ　就農相談及び就農促進活動の実施

１　北海道新規就農・農業体験相談開催
（1）土曜開催

毎月概ね２回、「公社内で対面相談」と「オンライン相談」で対応しています。

（2）平日開催
随時受付（10：00 ～ 16：00）しています。「公社内で対面相談」、｢オンライン相談｣、「電
話相談」、「メール相談」で対応しています。

２　農業系学校への就農ガイダンス等の実施
道内外の農業系学校を訪問し、学生及び職員を対象に北海道の新規就農状況や就農までの
ステップ等を説明しています。

３　体験・就農研修受入情報の共有
公社で毎年実施している「地域担い手育成センター活動状況調査」のご協力をお願いいた
します。各地域センターで受け入れた「新規就農研修」及び「農業体験研修」について「受
入決定通知」の情報提供をお願いいたします。

４　無料職業紹介
『無料職業紹介事業』の認可を取得し、相談者に対して農業法人の紹介ができるようになっ
ています。取扱の範囲は農業とし、求人者は北海道の農業法人等、求職者は国内在住の方を
対象とします。
公社主催の「北海道新規就農フェア」において、求人票コーナーを設け来場者に対して周
知しています。
「北海道農業求人情報」として、ホームページ、冊子で紹介しています。詳しくはホームペー
ジをご覧ください。

https://www.adhokkaido.or.jp/ninaite/job/

ホームページQRコード
「就農したいかた」
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Ⅲ　新規就農者等交流会・研修会への支援及び開催

１　新規就農者・研修会等交流会活動支援
（対象）

交流会実行委員会（指導機関：総合振興局・振興局・普及センター）
（目的）

新規就農者・就農研修者・体験実習者等と地域の農業後継者及び配偶者に対し、知識・技
術の向上や情報交換・仲間づくり及び地域農業者や消費者、地場産業関係者等との広域的な
交流を促進するため、道・総合振興局・振興局・普及センター並びに指導農業士・農業士会
等と連携しながら交流会を開催する。

（1）事業の概要

対象とする
交流会活動

（1）知識・技術の向上や情報交換・仲間づくり及び地域農業者や消費者、
地場産業関係者との広域的な交流を促進する交流会であること。

（2）新規就農者等による実行委員会が組織されていること。

（3）総合振興局・振興局又は農業改良普及センター（支所のみは除く。以下、
「指導機関」という。）が指導・助言等を行い、新規就農者等を主な対象
として開催される研修会・セミナー・見学会等であること。

（4）北海道農業公社を後援とし開催する交流会であること。

支援内容 １開催当たりの助成額の上限を５万円とし、１総合振興局・振興局単位原
則２回までとする。ただし、予算の範囲内。

申請期間 ６／８～随時

助成金交付 助成決定通知後、翌月末

（2）留意点
○　レクリエーションのみの交流会等については本事業の対象としません。
○　既存４Ｈクラブやヤングミズの組織活動は本事業の対象としません。
○　交流会開催の原則１か月前までに実施計画申請書等を揃えて指導機関を経由し申請して
ください。
○　交流会活動終了後は速やかに関係書類を作成し、報告及び助成金交付願を提出してくだ
さい。

（3）令和８年度予算
（単位：千円、件）

事業名
令和８年度 令和７年度

予算額 件数 予算額 件数

新規就農者・研修者等交流会活動事業 500 10 500 10
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Ⅳ　グリーンパートナー活動の推進

１　全道グリーンパートナー研修会の開催
【目的】　
地域での結婚支援活動に取り組んでいる結婚相談員や、婚活に悩みを抱いている結婚希望
者に集まって頂き、結婚相談員と結婚希望者の気持ちを合わせていただくため、交流会や出
会いづくりの動機づけやきっかけづくりとなるようなセミナーを実施する。

（1）日　　時：令和８年１１月１７日（火）
（2）場　　所：ホテルポールスター札幌
（3）参集範囲：各市町村のグリーンアドバイザー（結婚相談員）並びに関係機関・団体

担当者及び結婚を希望する農業者
（4）内　　容：（予定）講演・事例紹介

２　新規就農者ステップアップセミナーの開催
【目的】　
北海道における新規参入者（概ね５年以内）及び就農研修者を対象に、就農開始語、経営
を軌道にのせ安定化させるために農業技術、経営管理、生活と働き方、家族の未来設計、そ
して地域コミュニティとの協力関係、仲間づくりなどについて、情報交換・交流する場を設け、
地域定着・活性化につなげることを目的とする。

（1）日　　時：令和８年１２月上旬
（2）場　　所：札幌市（ビジネススペース又は公社会議室）
（3）参集範囲：北海道で就農して概ね 5年以内の新規参入者及び就農研修生、地域セン

ター担当者
（4）内　　容：①セミナー・事例紹介

②意見交換会
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・

・コーディネートチームが同席 ・継承希望者が移譲希望者の農場訪問

し地域の支援内容等説明 （公社担当者立会）

・傷害保険の加入及び宿泊場所 ・両者が合意すると事前体験

は受入側が準備する

・お互いの適性や相性を見極め

・両者が合意すると研修方法、

継承方法の協議

・研修内容、継承時期、

資産評価等を覚書に明記

・研修期間は６カ月～４年

・雇用就農資金や

就農準備資金等活用

・人間関係の構築

・経営開始資金

・新規就農フォロー体制の充実

・地域農業者、関係機関が営農支援

事 前 体 験 

１～６週間 

マッチング成立 

(覚書の締結) 

移譲希望農家

で研修 

地域の先進 

農家で研修 

・先進農家を数カ月単位で廻る

市町村もある

・コーディネートチームが支援

移譲希望者 新規就農・継承希望者 

地域担い手育成センター 
（市町村、農協、普及センター等） 

地域センターで移移譲譲者者登登録録 
・移譲希望者の要件確認・移譲条件把

握

・公社への情報提供

（HP掲載有無・空き物件含む）

(公財) 北海道農業公社 
北海道農業担い手育成センター 

センターで継継承承者者登登録録 
・継承希望者の要件確認・就農条件把

握

・移譲希望農場の情報受取

・地域センターへの情報提供

情報共有

農場訪問、顔合わせ 

就農研修 

経営を継承して経営スタート 

経営継承合意書の

締結 

Ⅴ　第三者農業経営継承の支援

公社では、後継者のいない農家が保有する経営資産・営農技術等を就農希望者へ円滑に継承
するため、移譲希望者及び継承希望者の情報を収集・登録し、ホームページで公開するとともに、
マッチング等を行い、地域のコーディネートチームと第三者農業経営継承を推進します。

１　第三者農業経営継承の情報収集・共有化
（1）登録（ホームページ公開）物件のフローチャート
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（2）移譲希望者情報の公社への登録について

関係機関及び地域のコーディネートチーム等が農業研修及び資産譲渡等について、
責任を持ってサポート出来ることが条件となります。

（3）継承を行う地域支援体制のチェックリスト
「地域関係者への周知」、「地域担い手確保・育成戦略としての位置づけ」が必要です。

【 ホホーームムペペーージジ掲掲載載例例 】 

１ 農場番号 100 
２ 登録年度 R６ 
３ 農場所在地 〇△□町 
４ 経営形態・規模 酪農  
５ 作付面積・飼養頭数 乳牛： 頭 経産牛： 頭 
６ 年間売上額 万円 
７ 移譲方法 農地、施設、機械：有償譲渡 
８ 移譲時期 R７年 月まで 
９ 住 居 住宅を譲渡し転居する 
10 コメント 牧草収穫はコントラクタ、育成は育成牧場に預託、放牧可能

11 写 真 

（4）ホームページでの公開の有無は選択できます（登録期間は 1 ～２年再登録も可）

【 ホホーームムペペーージジ掲掲載載例例 】 

１ 農場番号 100 
２ 登録年度 R６ 
３ 農場所在地 〇△□町 
４ 経営形態・規模 酪農  
５ 作付面積・飼養頭数 乳牛： 頭 経産牛： 頭 
６ 年間売上額 万円 
７ 移譲方法 農地、施設、機械：有償譲渡 
８ 移譲時期 R７年 月まで 
９ 住 居 住宅を譲渡し転居する 
10 コメント 牧草収穫はコントラクタ、育成は育成牧場に預託、放牧可能

11 写 真 
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２　離農物件（空き物件）の情報収集・共有化
第三者継承事業とは別に、離農物件（空き物件）情報を公社と地域センターで簡素な様式
により共有（ホームページ公開しない）し、就農希望登録者の地域センターへの紹介業務を
より円滑に進めます。

（1）離農物件情報のフローチャート　

⑤現地訪問、マッチング 

①情報提供・登録 ②物件情報紹介 

③継承希望登録提出 
連

携 ④継承希望者紹介 

地
域
担
い
手
育
成
セ
ン
タ
ー

北
海
道
農
業
公
社

北
海
道
農
業
担
い
手
育
成
セ
ン
タ
ー

離
農
物
件
等
移
譲
希
望
登
録
者

継
承
希
望
登
録
者

（2）離農物件情報の登録・共有化
●手続き ●共有期間
・離農物件の希望登録者は、「離農物
件情報共有申込書」と「物件情報」
を地域センターと連携のもと作成
し、公社に提出する。

・共有期間は申込月日から２年間と
する。

・再登録申請がない場合は、最終日
をもって取り下げる。

３　新規就農者受入方策研修会（仮称）の開催
　　　～　第三者農業経営継承の可能性について　～
【目的】　
北海道における新規就農の受入方式のひとつとして「第三者農業経営継承」（以下「第三者
継承」という。）への関心が高まっています。第三者継承の先行地区や、第三者継承を選択し
なかった地区の事例をもとに、新規就農者の受入方式について情報交換を行います。

（1）日　　時：令和８年１０月中下旬
（2）場　所　：札幌市内
（3）参集範囲：地域センター
（4）開催形式：会場＋オンライン（ＷＥＢ視聴）
（5）内　　容：情報提供　

・第三者継承の取組状況（令和８年度北海道地域農業研究所調査）
・北海道農業公社の第三者継承の取組
事例紹介　新規就農受入れ２事例（耕種・畜産）
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Ⅵ　研修教育体制の整備支援

１　センター各種支援事業の概要

就農研修者
家賃助成事業

農家研修受入
体制強化事業

就農研修者
大型特殊免許
取得支援事業

事業目的 生活基盤支援 研修等の補償担保 就農円滑化支援

対象者
要件

［研修者］
１年以上の研修を行
う認定新規就農者へ
の認定が見込まれる
者で月額家賃が 1万
円以上の借家等に居
住する者
※就農準備資金受給
者、地域おこし協
力隊員は対象外

［研修者］
１年以上の研修
を行う認定新規
就農者への認定
が見込まれる者

［実習者］
１か月以上１年
未満の農業体験
を行う者

［研修者］
農外から新たに就
農を目指して先進
農家などで研修を
行っている者で
青年等就農計画の
認定が見込まれる
者。かつ申請年度
内に完了できる者

［補償内容］
ＪＡ共済の普通傷害共済Ａ型の補償
内容を満たすもの（又は同等）

支援内容

家賃額の２分の１以
内とし１万円／月を
限度で３年以内

研修及び実習期間で、かつ加入した
共済期間内掛金の３分の２以内 大型特殊免許取得

に係わる経費に対
し２分の１以内で
５万円を上限

14,566円／１契約
を限度

6,555 円／年１回
限りを限度

複数年度にわたる場合は、合計金額
が助成限度額を超えない

申請受付 ６月１日　～　１１月３０日 ４月１日～随時
助成金交付 Ｒ９年４月９日 Ｒ９年４月１５日 随時

※多年度にわたり事業を実施する際には、年度毎の申請が必要です。
※申請期間を超えての申請は、一部の事業（大型特殊免許取得）を除き受付けておりません
ので予めご了承ください。
※各様式は既に一斉メール送信でご案内していますが、ホームページからもダウンロードで
きますのでご利用下さい。

２　令和８年度予算
（単位：千円、件）

事　　業　　名
令和８年度 令和７年度
予算額 件数 予算額 件数

就 農 研 修 者 家 賃 助 成 事 業 1,000 10 1,000 10
大 型特殊免許取得支援事業 1,500 30 1,500 30
農 家研修受入体制強化事業 700 50 701 50

３　個人情報の取り扱い
・申請にあたっては、別添の「個人情報利用目的説明書」を申請者に配布の上、申請者から
個人情報の利用についての同意（署名）を得ていただき申請書に添付してください。
・複数の事業を申請する場合は１部のみで省略可です。
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就農支援課資料
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Ⅰ　農業青年海外派遣事業について

平成２１年に北海道国際農業交流協会から引き継いで事業を実施し、同協会から通算しおよ
そ３０年間で８００余人の研修生を派遣しており、帰国研修生は北海道農業 ･農村をけん引す
る担い手として活躍しています。
海外派遣は、農業研修希望者からの所定様式による申込みに基づき、個別面接や語学テスト
等により派遣の合否を決定し、希望する研修条件等を確認しつつ受入先を選定します。受入先
確定後、必要となる諸手続（旅券申請、健康診断、航空手配等）を進めます。
派遣対象は下記５か国で、各国とも現地受入機関との連携により研修全般を支援します。
なお、問い合わせ・申込みから出国までには、およそ６カ月の期間を要します。
令和７年度はニュージーランドへ１名派遣し、今年度は、ニュージーランドへ１名派遣して
います。

■研修先の一覧
区 分 ニュージーランド オーストラリア アメリカ カナダ デンマーク

研 修 分 野
野菜、果樹、酪農等 酪農、羊、畑作、野菜、

果樹、切花等
酪農、肉牛、養豚、
畑作、野菜、果樹、
ワイン等

酪農、肉牛、養豚、
畑作、野菜等

酪農、養豚、養鶏、
ミンク、畑作、野菜、
果樹等

研 修 期 間
原則６～ 12 カ月間
で任意の期日を設定
可能。

原則６～ 12 カ月間。
開始月は原則 3 月、
７月、９月

原則６～ 12 カ月間
で任意の期日を設定
可能。

原則６～ 12 カ月間
で任意の期日を設定
可能。

原則６～ 12 カ月間
で任意の期日を設定
可能。

ビ ザ 等 ワーキングホリデー
ビザ

ワーキングホリデー
ビザ

J１ビザ ワーキングホリデー
ビザ

居住許可・労働許可

年 齢
18 ～ 30 歳 18 ～ 30 歳 18 ～原則 28 歳 18 ～ 35 歳 19 ～ 28 歳（24 歳ま

でが望ましい）、独
身者

農業経験等

農業実習経験者（期
間は問いません）ま
たは農業系学校の在
校生・卒業生。

農業実習経験者（２
年以上）または農業
系学校の在校生・卒
業生。

①農業系大学・短大
で学位や資格を取
得し１年以上就農
経験がある、また
は５年以上就農経
験がある。

②農業系大学・短大
に在学中または卒
業後研修開始日ま
で 1年以内

農業実習経験者（１
年以上）。農業機械
の経験があること

農業系大学の在校
生。研修分野と専攻
科目が同じであるこ
と。

語 学 力

英語で簡単な意思疎
通ができること。
語学学校通学可能
（１カ月間）

英語で意思疎通がで
きること。

英語の自己紹介ビデ
オまたはオンライン
英語面接が必須

英語で意思疎通がで
きること。

IELTSのスコア５.５
以上（１年以内）。
CEFR（英語国際基
準）で B1 以上。英
語の自己紹介ビデオ

自動車運転面
書等（大型特
殊取得推奨）

運転免許取得者が望
ましい。

運転免許取得者であ
ること。

運転免許取得者であ
ること。

運転免許取得者であ
ること。

運転免許取得者であ
ること。

推 薦 書 に
つ い て

市町村、農協、学校
等からの推薦書

学校または農業雇用
主等からの推薦書２
通。

学校、市町村、農協
等からの推薦書（元
雇用主または大学講
師が望ましい）。

農業雇用主及び２年
以上知り合いの知人
からの推薦書２通。

２人の推薦者からの
推薦書。

費用の目安
約 155 万円
（語学学校・ホーム
ステイ費含む）

約 115 万円 約 130 万円 約 120 万円 約 130 万円

そ の 他
場合によっては指定
病院（札幌）で健康
診断が必要。

場合によっては指定
病院（札幌）で健康
診断が必要。

領事館（札幌）で英
語による個人面接。

ビザ申請センター
（東京または大阪）
で生体認証登録。

ビザ申請センター
（東京）で生体認証
登録。

※研修にかかる費用の補助として、要件を満たせば農林水産省の補助金（最大 60 万円）を申請することができます。
※研修中、多くは研修手当てが支給されますが、宿泊・食事提供で無給の場合もあります。（ニュージーランド）

※詳細は、ホームページをご覧ください。https://www.adhokkaido.or.jp/ninaite/abroad/
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Ⅱ　就農啓発基金事業について

１　就農啓発基金事業の概要
就農啓発基金は、平成９年に個人からの寄付により基金造成し、その使途は、本道農業の
担い手の育成・確保を図るため、就農希望青年及び就農青年の就農に対する意識の啓発と高
揚を促すための必要な事業並びに能率的な農業の技術又は経営方法を実地に習得するための
研修を円滑に行うために必要な事業に充当することとしし、現在、以下の４事業を実施して
います。

（1）新規就農優良農業経営者表彰事業（平成９年度から）
（事業の目的）
次代の就農青年及び就農希望青年の模範となる優良な農業経営を行っている新規就農者
を表彰するもので、地域センターから候補者の推薦が必要となります。また、北海道立農
業大学校の課程・コースを修了し、道内で直ちに就農する卒業生で、在学中特に優秀な成
績を修め他の模範となる者への表彰を行います。

（2）研修生受入環境整備支援事業（平成 12 年度から）
（事業の目的）
新規就農希望者が就農に必要な農業の技術又は経営方法を実地に習得するために実施す
る先進農家研修等に関する受入環境の整備等を地域センター等が行う場合、その経費の一
部を助成するもので、助成を希望する者は、事業計画を作成して公社理事長に提出します。

（3）新規就農者等育成団体支援事業（平成 20 年度から）
（事業の目的）
本道農業の担い手の育成・指導及び農業・農村への理解の醸成のための啓蒙・普及や受
入活動、農村女性の活動支援及び農村未婚青年の配偶者対策のための活動を広域的に行っ
ている団体等の活動経費の一部を支援します。
なお、道内全域を活動対象とする団体等にあっては、直接公社理事長に、本道の一部地
域を活動対象とする団体等にあっては、代表者が所在する市町村の地域センターを経由し
て公社理事長に助成申請書を提出します。

（4）担い手育成確保対策に係る調査・研究事業（平成 23 年度から）
（事業の目的）
本道各地域における担い手育成確保事例の収集・分析や各地域の課題解決方法等を調査・
研究し、その成果を地域センター等に広く周知することにより、担い手育成確保対策の効
果的な推進・普及を図ります。

２　各事業の留意事項
　（1）新規就農優良農業経営者表彰事業は令和８年１０月５日（月）まで、（2）研修生受
入環境整備支援事業は令和８年１２月２１日（月）までを申請、推薦応募の受付期間と設定
していますので留意してください。
なお、事業の実施、表彰者の推薦等は、就農支援課にご連絡・相談をお願いします。
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３　お知らせ
各事業の実施要領、様式類は、ホームページに掲載しています。
https://www.adhokkaido.or.jp/ninaite/

「北海道 DE 農業をはじめるサイト」＞ 関係機関の皆様へ ＞ 関係者専用サイト
※ログイン ID及びパスワードは「ninaite」です。
※ファイルにより、関係者専用サイトに入らなくても取得できるものもあります。
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（参考資料）
（１）新規就農優良農業経営者表彰事業実施要領� 平成 10 年 1 月 6 日制定
改正　平成 12 年 11 月 6 日　平成 21 年 1 月 30 日　平成 21 年 4 月 1 日　平成 24 年 4 月 1 日
　　　令和 6年 10 月 1 日

（目　　的）
第１条　この要領は、就農啓発基金規程（以下「規程」という。）第２条に基づき実施する新規
就農優良農業経営者表彰事業の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

（事業の内容）
第２条　公益財団法人北海道農業公社（以下「公社」という。）は、新規参入者又は農業後継者（以
下「新規就農者」という。）が、就農青年及び就農希望青年の模範となる次に掲げる優良な農
業経営を行っている場合に、その新規就農者に対し表彰を行うものとする。
（1）特別な飼育あるいは作物管理などにより、品質等に大きな評価を得ていること。
（2）新たな経営部門に取り組み、収益の増大等で大きな評価を得ていること。
（3）多角的な経営を実践し、経営の安定等で大きな評価を得ていること。
（4）その他、特に意欲的な取組みを行い、地域において大きな評価を得ていること。
第２条の２　公社は、前条で定める新規就農者のほか、北海道立農業大学校（以下「農業大学校」
という。）の課程・部門を終了し、道内で直ちに就農する卒業生で、在学中特に優秀な成績を
修め、他の模範となるものに対して表彰を行うものとする。

（地域センターの推薦）
第３条　地域担い手育成センター（以下「地域センター」という。）の長は、関係機関・団体と
協議の上、第２条に該当すると認められる新規就農者について、新規就農優良農業経営者推
薦書に当該市町村を所管する農業改良普及センターの意見書を添えて、公社理事長（以下「理
事長」という。）に提出するものとする。

（選　　考）
第４条　理事長は、前条により地域センターから推薦のあった者について、新規就農優良農業
経営者選考委員会（就農支援企画会議）に被表彰者の選考を付託するものとする。

（表　　彰）
第５条　理事長は、選考委員会の選考結果に基づき、賞状の授与及び副賞と記念品を贈呈し、
表彰するものとする。

（農業大学校卒業生に対する表彰）
第５条の２　第２条の２で定める農業大学校の卒業生に対する表彰の手続きについては、第３
条から第５条までによらず、当該大学校の定めにより選考し、理事長は、その選考結果に基
づき、賞状を授与し、表彰するものとする。

（委　　任）
第６条　この要領に定めるもののほか、必要な事項については、理事長が別に定めるものとする。

　　　附　則　　～　略　～

−40−



○　新規就農優良農業経営者表彰事業事務取扱� 平成 10 年 1 月 6 日制定
改正　平成 11 年 1 月 6 日　平成 11 年 12 月 13 日　平成 12 年 11 月 6 日　平成 18 年 5 月 19 日
　　　平成 21 年 4 月 1 日　平成 24 年 4 月 1 日　令和 4年 11 月 25 日

（目　　的）
第１　この取扱は、新規就農優良農業経営者表彰事業実施要領（以下「要領」という。）に基づ
く細部事務について、必要な事項を定めるものとする。

（新規就農者の定義）
第２　要領第２条に規定する「新規就農者」とは、就農してから概ね 10 年以内の者とする。
（推薦書等の様式等）
第３　要領第３条に規定する地域担い手育成センターから公益財団法人北海道農業公社（以下
「公社」という。）への推薦書の提出期限は、理事長が別に定める日とする。
２　推薦書等の様式は、次のとおりとする。
（1）新規就農優良農業経営者推薦書（別記第１号様式）
（2）新規就農優良農業経営者推薦に関する意見書（別記第２号様式）
（被表彰者の選考）
第４　要領第４条の規定による被表彰者の選考は、原則として次によるものとする。
（1）最優秀賞　１名
（2）優秀賞　概ね４名
（3）奨励賞　若干名
（表　　彰）
第５　要領第５条の規定による表彰は、理事長が別に定める日に行うものとする。
（優良事例の紹介等）
第６　公社は推薦のあった優良事例を就農啓発に必要な資料として適宜使用することができる
ものとする。

（委　　任）
第７　この取扱に定めるもののほか、必要な事項については、理事長が別に定めるものとする。

　　　附　則　　　　～　略　～

別記第１～２号様式　～　略　～
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（２）研修生受入環境整備支援事業実施要領� 平成 12 年 11 月６日制定
改正　平成 17 年４月１日　平成 21 年４月１日　平成 24 年４月１日　平成 26 年４月１日
　　　令和６年４月１日

（趣　　旨）
第１条　この要領は、就農啓発基金規程第２条に基づき、就農希望青年が就農に必要な能率的
な農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修を円滑に行うために実施する研修生
受入環境整備支援事業に係る公募方法及び事業の取り扱いについて、必要な事項を定めるも
のとする。

（事業の内容）
第２条　公益財団法人北海道農業公社（以下「公社」という。）は、新規就農希望者が就農に必
要な能率的な農業の技術又は経営方法を実地に習得するために実施する先進農家研修の受入
環境の整備を促進するため、地域担い手育成センター（「北海道農業経営基盤強化促進基本方
針」（平成 26 年４月１日付け経営第 2098 号農政部長通知）第５の４の（２）に規定する地域
担い手育成センターをいう。以下「地域センター」という。）等が行う施設等の整備について
予算の範囲内でその経費の一部を助成するものとする。

（事業の応募資格）
第３条　本事業の助成対象者となる応募資格は、農外から新たに就農を目指して道内で実践的
な研修を行う研修生を受入れて指導を行う次に該当する機関・団体等とする。
（1）認定新規就農者（農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）第 14 条の４第１項
に規定する青年等就農計画の認定を受けた者）となることが確実な新規就農希望者（以下「新
規就農希望者」という。）を、継続的に受け入れて指導している機関・団体等

（2）新規就農希望者等を本事業による施設等の整備後、継続的に受け入れて指導することが
確実と見込まれる機関・団体等

（3）その他公社理事長が特に必要と認めた機関・団体等
（公募方法及び事業計画の選定）
第４条　前条で定める応募者は、別記第１号様式により事業計画を作成して、別に定める日ま
でに公社理事長（以下「理事長」という。）に提出するものとする。
２　理事長は、前項で提出された事業計画について、次の審査基準に基づき、事業計画を選定し、
助成対象者として選定した者と、それ以外の者に、審査結果をそれぞれ通知するものとする。
（1）事業の趣旨との整合性
（2）事業内容の妥当性
（3）事業実施方法の妥当性
（4）事業遂行の効率性
（5）事業実施主体の適格性
（助成の内容）
第５条　前条で選定された事業計画に基づく施設等整備に係る経費に対する助成は、整備に係
る合計額の２分の１以内とし、助成額は原則 200 万円を限度とする。

（助成の申請）
第６条　第４条第４項により助成対象者として通知を受けた者は、別記第２号様式の研修生受
入環境整備支援事業助成申請書に次に掲げる関係書類を添えて、助成対象者が地域センター
の場合にあっては直接、それ以外の者の場合にあっては、地域センターを経由して、理事長
に提出するものとする。
（1）研修生の受け入れ等に関する確約書（別添参考様式を参照して作成）
（2）納税対応状況申出書（別記第３号様式）
２　助成対象者は、前項の助成申請書の提出に当たっては、当該助成金の経費について仕入れ
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に係わる消費税等相当額（助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のう
ち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に規定する仕入れに係わる消費税額として控除でき
る部分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税率を乗
じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その
金額が明らかな場合にはこれを助成申請額から減額して申請するものとする。ただし、申請
時において当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合には、この限
りではない。
３　地域センターは、第１項の助成申請書を受理した場合は、内容を確認の上、理事長に提出
するものとする。

（助成の決定）
第７条　理事長は、前条の申請書及び添付書類の内容を審査し、適当と認めたときは、別記第
４号様式の研修生受入環境整備支援事業助成決定通知書により、直接又は地域センターを経
由して、助成対象者に通知するものとする。

（事業計画の変更等）
第８条　助成対象者は、前条の助成決定があった後において、次に掲げる事業計画の変更を行
おうとする場合は、あらかじめ別記第５号様式の研修生受入環境整備支援事業変更申請書を、
直接又は地域センターを経由して理事長に提出し、その承認を受けるものとする。
（1）事業の中止又は廃止
（2）施工箇所又は設置場所の変更
（3）事業種目の変更又は工事内容（構造又は工法、間取り等）の大幅な変更
（4）事業費又は助成金の 30％を超える変更
２　理事長は、前項による申請があった場合、その変更が事業計画の内容に本質的な内容の変
更と認められる場合にあっては、その承認に際して、担い手育成委員会の承認を受けるもの
とする。

（事業の完了報告）
第９条　助成対象者は、助成対象事業が完了したときは別記第６号様式の研修生受入環境整備
支援事業完了報告書に、工事が伴う場合にあっては、工事完成報告書（別記第７号様式）等
関係書類を添えて、直接又は地域センターを経由して理事長に提出するものとする。
２　助成対象者は、第６条第２項のただし書きにより助成申請を行った場合において、前項の
実績報告書の提出に当たって、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになっ
た場合は、これを助成金額から減額して報告するものとする。
３　助成対象者は、第６条第２項のただし書きにより助成申請を行った場合において、第１項
の実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の確定申告により当該助成金に係る仕
入れに係る消費税等相当額が確定した場合は、その金額（第２項の規定により減額した場合
については、減じた金額を上回る部分の金額）を別記第８号様式の消費税仕入れ控除額報告
書により、直接又は地域センターを経由して理事長に報告するとともに、公社に返還しなけ
ればならない。

（助成金の交付）
第 10 条　理事長は、前条の実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、
助成対象事業が適正に行われたと認めたときは、交付する助成額を確定し、別記第９号様式
の研修生受入環境整備支援事業助成金確定通知書により、直接又は地域センターを経由して
助成対象者に通知するとともに、助成金を助成対象者指定の金融機関口座に口座振替払いに
より交付する。

（事業完了後の報告等）
第 11 条　助成対象者は、本事業による施設等の整備が完了した年度の翌年度から起算して 10
年間が経過するまでの間に次に掲げる変更等をしようとする場合は、あらかじめ別記第 10 号
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様式の研修生受入環境整備支援事業変更報告書により、直接又は地域センターを経由して理
事長に報告し、理事長の指示に従わなければならない。
（1）認定就農者等の研修の受け入れを中止する場合
（2）認定就農者等の受け入れを１年以上実施できない場合
（3）本事業により整備した施設等を処分する場合
（4）施工箇所について大幅な改修等を行う場合
（5）施設の設置場所を変更する場合
（助成金の返還等）
第 12 条　理事長は、助成対象者が虚偽の事業計画その他不正の行為を行った場合、又は第７条
の決定通知に際して附した条件その他法令等に違反した場合、第７条の決定の全部若しくは
一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができる
ものとする。
２　理事長は、助成対象者が正当な理由がなく前条第１号から第３号の変更等を生じた場合、
本事業により取得した施設等を理事長が指定する者に理事長が認める適正な価格で譲渡する
こと、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができるものとする。

（帳簿等の整備保管）
第 13 条　助成対象者は、この事業に係る経理については、他の経理と明確に区分して整理する
とともに、その内容を明らかにした帳簿及び関係書類並びに整備に係る仕様書、図面及び写
真等の関係書類を整備保管するものとし、その保管期間は事業が完了した年度の翌年度から
起算して 10 年間とする。

（その他の必要事項）
第 14 条　この要領に定めるもののほか、本事業の実施に当たって必要な事項は、理事長が別に
定めるものとする。

附　則　　～　略　～

なお、改正前の要領に基づいて事業を実施した者に対する規定は、改正前の規定による。

別記第１～１０号様式　～略～
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（３）新規就農者等育成団体支援事業実施要領� 平成 20 年３月 31 日制定
改正　平成 21 年 4 月 1 日　平成 21 年 8 月 10 日　平成 24 年 4 月 1 日　平成 25 年 4 月 1 日
　　　令和 5年 4月 1日　令和 6年 4月 1日

（趣　　旨）
第１条　この要領は、就農啓発基金規程（以下「規程」という。）に基づき実施する本道の農業・
農村において新規就農者等農業の担い手の指導・育成、並びに地域農業・農村の振興を通じ
て担い手の育成に努めている団体等の活動を支援するために行う新規就農者等育成団体支援
事業に係る公募方法及び事業の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

（事業の内容）
第２条　公益財団法人北海道農業公社（以下「公社」という。）は、本道の農業・農村において、
新規就農者、新規就農希望者、農業・農村体験希望者など本道農業の担い手の育成・指導、
及び農業・農村への理解の醸成のための啓蒙・普及や受入活動などを広域的に行っている団
体等、並びに農村女性の活動支援及び農村未婚青年の配偶者対策のための活動を広域的に行っ
ている団体等の活動を支援するため、団体等が行う事業に要する経費について予算の範囲内
で、その一部を助成するものとする。

（助成対象団体の要件）
第３条　本事業に応募できる助成対象団体は、代表者の定めがあって、営利を目的とせず本事
業要領第２条に掲げる事業を行なう組織体とする。

（助成対象経費）
第４条　本事業による助成の対象となる経費は、次のとおりとする。
（1）団体等の構成員の資質向上及び情報交換のために開催する研修会、情報交換会等の開催
に要する経費

（2）その他本事業の趣旨に沿った事業を行なうのに必要な経費
（助成の内容）
第４条の２　前条で定める経費に対する助成は、その合計額の２分の１以内とし、助成額は原
則２０万円を限度とする。

（公募方法及び事業計画の選定）
第４条の３　第３条で定める応募者は、別記第１号様式により事業計画を作成して、別に定め
る日までに公社理事長（以下「理事長」という。）に提出するものとする。
２　理事長は、前項で提出された事業計画について、次の審査基準に基づき、事業計画を選定し、
助成対象団体として選定した者と、それ以外の者に、審査結果をそれぞれ通知するものとする。
（1）事業の趣旨との整合性
（2）事業内容の妥当性
（3）事業実施方法の妥当性
（4）事業遂行の効率性
（5）事業実施主体の適格性
（助成の申請）
第５条　前条第４項により助成対象団体として通知を受けた者は、別記第２号様式の助成申請
書を理事長に提出するものとする。この場合、北海道全域を活動対象とする団体等にあっては、
直接理事長に、北海道の一部地域を活動対象とする団体等にあっては、代表者が所在する市
町村の地域担い手育成センター（以下「地域センター」という。）を経由して理事長に提出す
るものとする。

（助成の決定）
第６条　理事長は、前条の助成申請書及び添付書類等の内容を審査して適当と認めたときは、
別記第３号の助成決定通知書により、助成しようと金額等を直接若しくは地域担い手センター
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を経由して助成申請者に通知するものとする。
（事業計画の変更等）
第７条　助成交付決定後、次に掲げる事業計画の変更を行おうとする場合は、予め別記第４号
様式の変更申請書を直接若しくは地域担い手センターを経由して理事長に提出し、承認を受
けるものとする。
（1）助成対象事業の中止または廃止
（2）助成対象事業費の 20 パーセントを超える減
２　理事長は、前項による申請があった場合、その変更が事業計画の内容に本質的な内容の変
更と認められる場合にあっては、その承認に際して、担い手育成委員会の承認を受けるもの
とする。

（助成金の交付）
第８条　助成対象団体は、事業が完了した場合は、速やかに別記第６号様式の事業完了報告書
を理事長に提出するものとする。理事長は、事業完了報告書及び添付書類を確認のうえ、助
成金額を確定して、直接若しくは地域センターを経由して助成申請者に通知するとともに、
助成金を助成希望者が指定する団体名義の金融機関口座に払い込むものとする。
　　なお、必要に応じて助成金の概算払いを行うことができるものとし、概算払いを希望する
助成申請者は、別記第５号様式の概算払申請書を助成申請書と併せて提出するものとする。
この場合理事長は、概算払いを要する事由等を審査のうえ、必要と認めたときは助成金の概
算払いを行うものとする。

（助成金の返還等）
第９条　理事長は、助成申請者が虚偽の申請その他不正な行為を行った場合、若しくは第６条
の交付決定に際し付した条件その他法令等に違反した場合、第６条で決定した助成金の交付
決定の全部若しくは一部を取消し、又は、第８条で交付した助成金の全部または一部の返還
を命じることができるものとする。

（その他）
第 10 条　この要領に定めるもののほか、本事業の実施に当たって必要な事項は、理事長が別に
定めるものとする。

　　　附　則　　～　略　～

別記第１～６号様式　～略～
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Ⅲ　就農支援資金関係について

１　償還免除事業について
償還免除事業とは、公社が新規就農者へ貸付した就農支援資金について、「償還免除要件」
を満たした場合に「償還免除の上限額」に達するまで償還金を免除する事業です。
公社は、償還免除した額と同額を道から助成金（補助金の交付）を受けて、就農支援資金
の償還に充てています。

（1）償還免除の上限額

就農区分 新規参入（個人・法人） 法人の構成員・農家後継

就農計画認定
申請時の年齢 １５～３９歳 ４０～４５歳 １５～４５歳

償還免除の
上 限 額

２００万円 １００万円 ５０万円

※同一経営で借受者が２人以上の場
合、免除額は合算して上記金額

※農家後継は、H23 年６月ま
での就農計画認定者が対象

※H23 年７月以降の就農計画認定者は、借入金額の３分の１の額。
　但し、上記金額が上限。

（2）実施スケジュールと償還免除申請書類
償還免除は、支払期日の都度、借受者から公社へ償還免除申請を行い、公社は申請書類
の内容が「償還免除の要件」を満たしているかどうかを審査しています。
なお、償還免除要件を満たしていない場合は、道（農政部）と協議しています。

支払期日 日　程 償還免除申請書類

４月３０日 １月下旬 ア．免除申請様式の送付《公社 ⇒ 地域センター》
公社は、①就農状況確認報告書、②償還免除申請書、③農業
所得基準確認基礎表の様式を地域担い手センターへ送付する。１０月３１日 ７月中旬

４月３０日 ３月下旬 イ．免除申請《免除申請者・地域センター・農協 ⇒ 公社》
地域担い手センター等は、前記アの免除申請書類を作成し、
公社へ提出する。１０月３１日 ８月下旬

４月３０日 ４月中旬 ウ．免除承認通知《公社 ⇒ 免除申請者》
公社は、提出された免除申請書類の内容を審査し、償還免除
要件を満たしている場合、「承認通知書」を免除申請者（地域
センター経由）へ送付する。なお、農協にも承認連絡する。１０月３１日 １０月中旬

４月３０日 ５～６月
※現地調査《公社・北海道 ⇒ 免除申請者》
償還免除要件を満たしていない場合、道（農政部）と協議を
行い、必要に応じて現地調査を実施（再審査）する。
※現地調査の日程調整は、地域センターに依頼している。
【参集者】免除申請者、地域センター、農協、他関係者
【調査者】公社、道（農政部）

１０月３１日 ９～１０月
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就就農農支支援援資資金金約約定定償償還還開開始始ののごご案案内内 

就農支援第〇〇〇号 

令和✕✕年 8 月 27 日 

〒060-0005 

〇〇郡〇〇町字〇〇番地 1 

公社 太郎 様 

 

公益財団法人 北海道農業公社理事長 

（取扱店 △△△ 農業協同組合） 

 

毎々格別のお引立をいただき、誠にありがとうございます。 

   さて、当公社があなた様にご融資しております下記の就農支援資金につきまして、償還免除額     

  (下記３の償還免除予定額を含む)が免除上限額に達したこと、又は据置期限が終了したことによ 

り、次回以降の支払期日から元金償還が開始になりますことを事前にご連絡いたします。 

 また、後日「償還案内通知書」をお取扱い農協経由で送付いたします 

つきましては、下記の償還金額を支払期日の前営業日までに、お取扱い農協の償還口座にご入金 

されますようお願い申し上げます。 

なお、支払期日に償還金額の口座残高がなく延滞となった場合は、借用証書特約条項により支払 

期日の翌日からお支払日までの日数に年 12.25%の違約金をいただくこととなりますのでご留意

願います。 

記 

   

１．就農支援資金の内容  

  認定番号：H20-0180 

 

２．次回以降の償還金額    

支払期日 償還金額  支払期日 償還金額 

令和 8 年 10 月 31 日 100,000 円  円 

令和 9 年 10 月 31 日 300,000 円  円 

令和 10 年 10 月 31 日 300,000 円  円 

令和 11 年 10 月 31 日 300,000 円  円 

令和 12 年 10 月 31 日 300,000 円 合  計 1,300,000 円 

  ※ 支払期日毎の約定償還額(複数借入の場合は合算金額)です。 

 

３．次回支払期日の償還免除予定額（複数借入の場合は合算金額）   200,000 円 

以  上 

 

貸付番号 資金種類 貸付実行日 当初貸付金額 お支払前残元金 

H25 2-045 農家研修 平成 25年 7月 15日 1,800,000 円 750,000 円 

H26 2-051 就農準備 平成 26年 7月 15日 1,800,000 円 750,000 円 

合    計 3,600,000 円 1,500,000 円 

記載例は、Ｂのケース 

（3）償還免除の要件

償 還 免 除 要 件

ア

・償還免除事業を実施する年度において５年以上継続して就農しており、かつ、新た
に資本装備し農業経営を行なっていること。
・農家後継（H23 年６月まで）または、農業生産法人に出資し、当該法人の構成員と
して５年以上従事していること。

イ ・実際の営農部門と就農地が、就農計画の記載内容と一致していること。
ウ ・借受者本人が、農業に年間１５０日以上従事していること。

エ ・直近年の農業所得が、農業経営基盤強化促進法に基づく市町村基本構想の基本的指
標のおおむね５割達成（４０％以上）していること。〔農業所得基準〕

［留意事項］
前記エの農業所得基準の達成率が４０％未満の場合、別紙（様式任意）に次の項目に
ついて、農協等と連携して具体的に記入する。
① 目標達成に向けて、経営改善に意欲的に取り組んでいる事項について
② 農協等関係機関の指導状況や支援体制について

２　約定償還開始案内について
（1）償還免除額が「償還免除の上限額」に達した場合、又は据置期限が終了した場合に償還
開始になりますが、償還開始を了知していない借入者が多いことから、支払期日の約２カ
月前に、「償還開始のご案内」を送付して、事前にお知らせしています。

（2）実際に償還開始になる場合、次の２つケースがあります。
Ａ：Ｒ７年に償還免除額が「償還免除の上限額」に達した場合（Ｒ７年で免除終了）
Ｂ：Ｒ８年に償還免除額が「償還免除の上限額」に達したが、免除額が償還額に満たな
い場合（償還免除と、実際の償還額の両方有り）

《参考例（償還免除の上限額　1,200 千円）》

償 還 額 償還免除額 実 際 の
償 還 額 免除累計額 免除余裕額

Ａ　の
ケース

Ｒ７年 300 千円 300 千円 0円 1,200 千円 0円
Ｒ８年 300 千円 0円 300 千円 　
Ｒ９年 300 千円 0円 300 千円 　

Ｂ　の
ケース

Ｒ７年 300 千円 300 千円 0円 1,000 千円 200 千円
Ｒ８年 300 千円 200 千円 100 千円 1,200 千円 0千円
Ｒ９年 300 千円 0円 300 千円 　

［留意事項］
ＢのケースのＲ８年で、償還免除 200 千円承認後に、実償還額 100 千円が資金不足
により延滞した場合は、償還免除承認が取消しになるので留意のこと。
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就就農農支支援援資資金金約約定定償償還還開開始始ののごご案案内内 

就農支援第〇〇〇号 

令和✕✕年 8 月 27 日 

〒060-0005 

〇〇郡〇〇町字〇〇番地 1 

公社 太郎 様 

 

公益財団法人 北海道農業公社理事長 

（取扱店 △△△ 農業協同組合） 

 

毎々格別のお引立をいただき、誠にありがとうございます。 

   さて、当公社があなた様にご融資しております下記の就農支援資金につきまして、償還免除額     

  (下記３の償還免除予定額を含む)が免除上限額に達したこと、又は据置期限が終了したことによ 

り、次回以降の支払期日から元金償還が開始になりますことを事前にご連絡いたします。 

 また、後日「償還案内通知書」をお取扱い農協経由で送付いたします 

つきましては、下記の償還金額を支払期日の前営業日までに、お取扱い農協の償還口座にご入金 

されますようお願い申し上げます。 

なお、支払期日に償還金額の口座残高がなく延滞となった場合は、借用証書特約条項により支払 

期日の翌日からお支払日までの日数に年 12.25%の違約金をいただくこととなりますのでご留意

願います。 

記 

   

１．就農支援資金の内容  

  認定番号：H20-0180 

 

２．次回以降の償還金額    

支払期日 償還金額  支払期日 償還金額 

令和 8 年 10 月 31 日 100,000 円  円 

令和 9 年 10 月 31 日 300,000 円  円 

令和 10 年 10 月 31 日 300,000 円  円 

令和 11 年 10 月 31 日 300,000 円  円 

令和 12 年 10 月 31 日 300,000 円 合  計 1,300,000 円 

  ※ 支払期日毎の約定償還額(複数借入の場合は合算金額)です。 

 

３．次回支払期日の償還免除予定額（複数借入の場合は合算金額）   200,000 円 

以  上 

 

貸付番号 資金種類 貸付実行日 当初貸付金額 お支払前残元金 

H25 2-045 農家研修 平成 25年 7月 15日 1,800,000 円 750,000 円 

H26 2-051 就農準備 平成 26年 7月 15日 1,800,000 円 750,000 円 

合    計 3,600,000 円 1,500,000 円 

記載例は、Ｂのケース 
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３　各種変更届出について　
就農支援資金の借受者、連帯債務者、及び連帯保証人が、下記の変更項目に該当する場合は、
貸付取扱要領および借用証書特約条項により公社宛届出または承認が必要です。

■変更項目と届出様式

変　更　項　目 様　式（様式番号） 添付書類・留意事項
ア　償還口座の変更
　　（同一農協内）

口座振替依頼書の写し
　（別記第 8号様式）

・原本は農協で保管し、写しを公社へ送
付

イ　氏名、法人の名称
代表者又は住所、
所在地の変更

氏名・住所等変更届出
　（別記第 10 号様式）

・（個人）住民票、（法人）商業登記簿
謄本
・住民票は、３ヶ月以内に交付したもの。
・変更届出の対象者は、借受者、連帯債
務者及び連帯保証人。

ウ　償還金の支払場所
の変更
（他の農協に変更）

支払場所変更届出書 
　（別記第 11 号様式）
口座振替依頼書の写し
　（別記第 8号様式）

・借受者、連帯債務者、連帯保証人等の
印鑑登録証明書（３ヶ月以内に交付し
たもの）
・原本は、農協保管。

エ　連帯債務者、連帯
保証人の変更

就農支援資金連帯債務
加入及び免除申込書
　（別記第 16 号様式）
就農支援資金連帯保証
加入及び免除申込書
　（別記第 17 号様式）

・加入申込者の前年度の所得証明書
・連帯債務者、連帯保証人等が死亡した
場合は相続手続を取進める。

オ　借受者の就農状況
に著しい変動

就農状況報告書　
　（別記第 40 号様式）
➢　地域センターが作成

・借受者が、１か月超休業したとき、又
は営農を中止したとき、またそのおそ
れがあるとき。

カ　約定償還金の延滞 就農支援資金延滞報告書
　（別記第 2号様式）
➢　事務委託農協が作成

・北海道信連経由で公社に報告。

※上記様式が無い場合は、公社までお問い合せ願います。
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（参考資料）　
北海道就農支援資金償還免除事業実施要領

制定　平成 13 年 9 月 18 日付け農改第 897 号農政部長通知
改正　平成 16 年 4 月 1 日付け農改第 10976 号農政部長通知
改正　平成 16 年 12 月 3 日付け農改第 1445 号農政部長通知
改正　平成 21 年 4 月 1 日付け経営第 1305 号農政部長通知
改正　平成 23 年 4 月 1 日付け経営第 1336 号農政部長通知
改正　平成 24 年 4 月 2 日付け経営第 1356 号農政部長通知
改正　平成 25 年 4 月 1 日付け経営第 1190 号農政部長通知
改正　平成 26 年 8 月 1 日付け経営第 802 号農政部長通知
改正　平成 27 年 3 月 30 日付け経営第 2027 号農政部長通知
改正　平成 28 年 5 月 13 日付け経営第 287 号農政部長通知
改正　平成 30 年 4 月 2 日付け経営第 1811 号農政部長通知
改正　平成 31 年 3 月 14 日付け経営第 1588 号農政部長通知
改正　令和 8年 4月 1日付け技普第 1871 号農政部長通知

第１　目　的
本道農業において、新たな担い手の育成・確保を図るため、道が平成７年９月に策定し
た「北海道の就農促進に関する方針」（以下「就農方針」という。）に基づく施策の一つとして、
新規就農者を対象とした就農支援資金の貸付けに係る償還免除事業を実施する。
この事業を推進するため、予算の範囲内において、当該事業の実施主体である公益財団
法人北海道農業公社（以下「公社」という。）に対し、北海道就農支援資金償還免除事業費
補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、北海道補助金等交付規則（昭
和４７年北海道規則第３４号）の規定によるほか、この要領の定めるところによる。

第２　事業実施主体
この事業の実施主体は、公社とする。

第３　事業の内容
この事業は、公社が融資している就農支援資金について、より一層円滑な就農促進を推
進するため、次の要件に基づき公社が実施する資金の償還免除措置について、その実施に
必要な財源の助成を行うものとする。
１　償還免除の対象資金

公社が融資している就農支援資金（以下「資金」という。）のうち、次に掲げる資金を対
象とする。ただし、３の（１）のイに該当する者については、（１）のみを対象とする。
（１）就農研修資金（指導研修を除く。）
（２）就農準備資金
２　償還免除の対象者

資金を公社から借り受けた認定就農者（就農方針３の（１）に規定する認定就農者。以下「借
受者」という。）のうち、就農計画認定申請時の年齢が１５歳以上４６歳未満の者とする。
３　償還免除の要件
（１）借受者が、北海道知事の認定した就農計画（平成 27 年３月 30 日付け経営第 2025 号
農政部長通知により、なお効力を有するとされた北海道就農計画認定制度実施要領（平
成７年９月 20 日農改第 1078 号農政部長通知）１０の規定に基づき当該計画に係る変更
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の届出を行った場合にあっては、変更後の内容が別に定める方法により適正と認められ
た変更就農計画を含む）に基づき、本事業を実施する年度において５年以上継続して就
農しており、かつ、次のいずれかに該当する場合について、償還免除を実施することが
できる。
ア　新たに資本装備し、農業経営を行っているとき
イ　農地所有適格法人に出資し、当該法人の構成員として５年以上従事しているとき（親
等が法人経営である場合の農家子弟については、当該法人に就農した場合を除く。）

（２）償還免除を実施する際には、公社は、償還免除対象借受者について（１）の要件を満
たしていることを確認しなければならない。

４　償還免除限度額
毎年の償還免除限度額は、当該年度に係る借受者の約定償還額とし、過年度実施分を含
めた通算の償還免除の限度額は、次のとおりとする。ただし、二人以上の借受者について
同一の農業経営を営んでいると認められる場合については、該当する借受者の通算償還免
除額を合わせた額は次の（１）から（３）の限度額とし、二人以上の借受者が次の（１）
及び（２）のそれぞれに該当する場合には、（１）の限度額を適用する。
（１）３の（１）のアに該当する者で、２による年齢が１５歳以上４０歳未満の者

　　　　　　対象資金の借入合計額の３分の１の額又は２００万円のいずれか低い額
（２）３の（１）のアに該当する者で、２による年齢が４０歳以上４６歳未満の者

　　　　　　対象資金の借入合計額の３分の１の額又は１００万円のいずれか低い額
（３）３の（１）のイに該当する者

              対象資金の借入合計額の３分の１の額又は５０万円のいずれか低い額
第４　事業の実施手続
１　事業実施計画書の提出

公社が、第３の要件を満たす借受者に対して資金の償還免除を行おうとする場合は、別
記第１号様式の事業実施計画承認申請書に別記第２号様式の事業実施計画書を添えて知事
に提出するものとする。
２　事業計画の承認

知事は、提出された実施計画の内容が適当であると認めたときは、承認を行うものとする。
３　事業実施計画の変更

公社が、実施計画について重要な変更（償還免除額の増又は２０％を超える減）を行お
うとするときは、１及び２に準じて行うものとする。

第５　補助金の交付等
１　補助対象経費及び補助率は、次のとおりとする。

事　　 業　　 名 補 助 対 象 経 費 補 助 率

北海道就農支援資金償還免除事業 就農支援資金の償還免除措置の実施に要する経費 10 分の 10 以内

２　補助金の交付申請
（１）公社は、規則第３条の２に基づく補助金の交付を受けようとするときは補助金等交付
申請書（別記第３号様式）に、次に掲げる関係書類を添えて知事に申請しなければなら
ない。
ア　事業計画書　　　　　　　　（別記第４号様式）
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イ　補助金等交付申請額算出調書（別記第５号様式）
ウ　経費の配分調書　　　　　　（別記第６号様式）
エ　事業予算書　　　　　　　　（別記第７号様式）
オ　資金収支計画書　　　　　　（別記第８号様式）
カ　事業実施計画書　　　　　　（別記第２号様式）
キ　電子交付申出書兼メールアドレス確認書（別記第９号様式）
（※電子交付を希望する場合に提出）
（２）補助金等交付申請書の提出は、次により行うものとする。
ア　提出部数　１部
イ　提出期限　知事が別途指示する日
ウ　提出先　　北海道農政部生産振興局技術普及課

３　補助金の交付の決定
知事は、補助金の交付の申請があったときはその内容を審査し、補助金を交付すべきも
のと認めたときは、速やかに交付の決定を行ない、申請者に交付の決定の内容及び交付条
件を別記第 18 号様式により公社に通知するものとする。
４　補助金の交付の条件

知事は、補助金の交付の決定に当たっては、次の条件を付すものとする。
（１）規則、この要領及び決定の通知に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を遂
行し、その成果を成し遂げなければならない。

（２）補助対象事業の内容の重要な変更（補助金額の増又は 20％を超える減）をしようと
するときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

（３）補助事業を中止し、又は廃止しようとするときには、あらかじめ知事の承認を受けな
ければならない。

（４）補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、速
やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。

５　申請の取下げ
（１）公社は、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があるときは、交付
の決定の通知を受けた日から 10 日以内に、補助金等交付申請取下書（別記第 10 号様式）
を知事に提出し、申請の取下げをすることができる。

（２）（１）の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決
定はなかったものとみなす。

６　事情変更による交付の決定の取消し
（１）知事は、補助金の交付の決定をした場合において、その後 の事情の変更により特別
の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその
決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のう
ち既に経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。

（２）知事が（１）の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に
掲げる場合に限るものとする。
ア　天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は
一部を継続する必要がなくなった場合
イ　補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地その他 の手段を使用することがで
きないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部
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分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができ
ない場合（補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。）

７　補助事業の遂行
公社は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令
に基づく知事の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、
補助金の他の用途への使用をしてはならない。
８　補助事業の変更
（１）公社が、規則第５条及び第５の４（２）に定める内容の変更をしようとするときは、
補助事業等変更承認申請書（別記第 11 号様式）に関係書類を添えて、知事に提出し、そ
の承認を受けるものとする。

（２）知事は、（１）の変更承認申請書を審査の上、承認するときは、別記第 19 号様式によ
り公社に通知するものとする。

９　補助事業の中止又は廃止
（１）公社は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときには、あらかじめ知事に補助
事業等中止（廃止）承認申請書（別記第 12 号様式）を提出し、その承認を受けなければ
ならない。

（２）知事は、（１）の申請に係る承認又は不承認について、別記第 20 号様式により公社に
通知するものとする。

10　補助事業の執行の遅延又は不能
（１）公社は、補助事業が期限までに完了しないとき又はその遂 行が困難となったときは、
速やかに知事に補助事業等執行遅延（不能）報告書（別記第 13 号様式）を提出し、その
指示を受けなければならない。

（２）知事は、（１）の報告に基づき公社に対して事業遂行の指示をするときは、別記第 21
号様式により行うものとする。

11　補助事業の状況報告等
公社は、当該事業の遂行の状況等に関し、知事から報告を求められたときは指示された
日までに報告を行い、又は道の職員による調査を受けたときは調査に協力しなければなら
ない。
12　補助事業の遂行等の命令

公社は、この補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って補助事業を遂行
すべきことを知事から命ぜられたときは、その命令に従わなければならない。
13　補助金の概算払
（１）公社は、規則第９条第２項の規定に基づく補助金の概算払の申請をしようとするとき
は、補助金等概算払申請書（別記第 14 号様式）に最新の資金収支計画書（別記第８号様
式）を添付して行うものとする。

（２）知事は、（１）により提出された申請書を審査の上、概算払の必要があると認めるときは、
当該概算払の決定を行い、別記第 22 号様式により公社に通知するものとする。

14　実績報告
公社は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承 認を受けたときは、補助事業

の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から 30 日以内又は翌年度の４月 10 日のいずれ
か早い日までに、補助事業等実績報告書（別記第 15 号様式）に、次に掲げる関係書類を添
えて知事に提出しなければならない。
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ア　事業実績書　　（別記第４号様式）
イ　補助金等精算書（別記第 16 号様式）
ウ　事業精算書　　（別記第 17 号様式）
エ　事業実施実績書（別記第２号様式）

15　補助金の額の確定
（１）知事は、実績報告書の提出を受けたときは、当該報告に係る補助事業の実施結果が交
付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを審査し、適合すると認
めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、別記第 23 号様式により公社に通知するも
のとする。

（２）知事は、補助金の額の確定に伴い、既に確定額を超える補 助金が交付されていると
きには、別記第 24 号様式により公社にその超過額の返還を命ずるものとする。

16　交付の決定の取消し
（１）知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の決定
の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があ
るときは、その返還を命ずるものとする。
ア　補助金を他の用途に使用したとき、又は正当な理由がないのに補助金を使用しない
とき。
イ　虚偽の申請又は虚偽の実績報告により補助金を過大に請求し、又は受領したとき。
ウ　補助事業に関して不正に他の補助金等（道以外の者が公社に対して交付する補助金
その他の助成を含む。）を重複して受領したとき。
エ　アからウまでに掲げる場合のほか、補助事業に関して、補助金の交付の決定の内容
若しくはこれに付した条件その他法令若しくはこれに基づく知事の処分に違反したと
き、又は不正な行為をしたとき。

（２）（１）の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後において
も適用があるものとする。

17　補助事業に関する帳簿及び書類
（１）公社は補助事業に関する帳簿及び書類を備え、この補助事業に要した経費とそれ以外
との経費とを区別することができるようこれを整理し、かつ、これを補助事業の完了の
日の属する年度の翌年度から５年間保存しなければならない。

（２）（１）により備えるべき帳簿及び書類は、次のとおりとする。
ア　帳簿、伝票、通帳、領収証書、その他収支状況を確認できる書類
イ　交付申請から実績報告に至るまでの申請書類、交付の決定に関する書類

第６　電子メールによる申請等
公社は、補助金の交付の申請、届出、その他この補助事業に関し道に行う通知については、
当該申請等に係る書類の電磁的記録を別に指定する電子メールアドレスに電子メールを送
信する方法により行うことができる。

第７　その他
この要領に定めるもののほか、本事業の実施に基づき必要な事項については、別に定め
るものとする。
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（参考資料）
北海道就農支援資金償還免除事業実施要領の運用について

                 制定　平成 13 年 9 月 18 日農改第 793 号農政部長通知
                 改正　平成 16 年 12 月 3 日農改第 1446 号農政部長通知

改正　平成 21 年 4 月 1 日経営第 1306 号農政部長通知
改正　平成 24 年 4 月 2 日経営第 1357 号農政部長通知

第１　償還免除の要件について
１　要領第３の３の（１）に定める北海道知事の認定した就農計画に基づき就農しているこ
との判断は、次によることとする。
（１）実際の営農部門及び就農地が就農計画の１の（２）の記載内容と一致していること。
（２）実際の就農年月日と就農計画の１の（２）に記載されている就農時期との差が、原則

１年以内であること。
（３）借受者本人が農業（自らの農業に関連する製造・加工事業等を含む）に年間１５０日

以上従事していること。
（４）直近年の農業所得が、農業経営基盤強化促進法に基づく市町村基本構想の基本的指標

（新規参入者や農家子弟のうち親から独立した経営を開始する者についてはそのおおむ
ね５割）をおおむね達成していること。
ただし、（４）については、単年度の所得が基準に達していない場合であっても、目
標達成に向けて関係機関の指導を受けながら意欲的に取り組んでおり、近い将来目標
達成が確実と見込まれる場合は、償還免除の対象として判断することができるものと
する。

２　要領第３の３の（１）のアに定める新たに資本装備し農業経営を行っているものとは、
具体的には次のいずれかに該当するものとする。
（１）農業以外の他産業に従事していた者などが、農外から参入し、新たに本格的な農業経

営を開始している者
（２）農家子弟であるが親や親類縁者以外の第三者から農地等一切の資本装備を新たに取得

し、親の農業経営等から独立して本格的な農業経営を開始している者
（３）前２項に該当する者のみを構成員として法人を設立し、農地等一切の資本装備を新た

に取得して本格的な農業経営を開始している場合のそれぞれの構成員（農業生産活動
に常時従事している者に限る。）

３　平成２３年５月２６日付け経営第１３３６号による改正前の要領第３の３の（１）のイ
の要件に該当する者については、次に掲げる条件をいずれも満たしている必要があるもの
とする。
（１）経営的役割や位置づけ及び自らの将来の農業経営の構想が明確であること
（２）野菜、花き等の戦略部門を担当するなど主体的に経営に参画していること

−56−



第２　償還免除要件の確認について
要領第３の３の（２）に定める北海道農業公社（以下、「公社」という。）の償還免除要
件の確認については、次により行うこととする。
１　公社は、償還免除の対象となる借受者について、「北海道における青年等の就農促進に関
する方針」の４の（１）に定める地域農業担い手育成センター（以下、「地域センター」と
いう。）に対し、別紙様式により就農状況確認報告書の提出を求めることとする。
２　公社は、地域センターから提出のあった就農状況等確認報告書の内容を審査し、必要に
応じ現地調査を実施するものとする。
３　公社は、２の審査が終了したときは、就農状況等確認報告書の写しとともに、その旨を
北海道に報告するものとする。

第３　通算償還免除限度額について
要領第３の４に定める同一の農業経営を営んでいると認められる場合とは、次に掲げる
要件のいずれかに該当する場合とする。
１　同一の農業経営を営み、生計を一にしている夫婦等
２　同一の農業生産法人の構成員となり、生計を一にしている夫婦等

第４　事業実施計画の重要な変更
要領第４の３に定める重要な変更とは、増額又は償還免除実施予定額の２０％を超える
変更とする。
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分

区

分

区

分

区

分

不動産
区
分
１

区
分
２

区
分
１

区
分
２

区
分
１

区
分
２

総
合
譲
渡

区

分

⑦から ⑨までの計

総 合 譲 渡 ・・ 一 時

（ ①から ⑥までの計＋⑩＋⑪）

小規模企業共済等掛金控除

寡婦､ ひと り 親控除

勤労学生、 障害者控除

（ 特別）控除

（ � ＋ � ＋ � ＋ � ）

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

23

24

25

26

27

28

29

～

～

～

人

数

⑰　
 ⑱

⑲　
 ⑳

� 　
 �

30

31

32

33

34

41

42

43

44

45

46

47

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

3 　
 3

3 　
 4

4 　
 4

～

～

～

課税さ れる 所得金額
（ ⑫－� ）又は第三表

（ 特定増改築等）
住宅借入金
等特別控除

政党等寄附金等特別控除

差 引 所 得 税 額
� － 3 － 3 － 3 － 3

－ 3 － 3 － 3 － 3 － 4

再 差 引 所 得 税 額

（ 4 －4 ) (赤字のときは０ ）
再々差引所得税額（ 基準所得税額）

所得税及び復興特別所得税の額

外国税額控除等

修正前の第３ 期分の税額
（ 還付の場合は頭に△を 記載）

第３ 期分の税額の増加額

公的 年金 等 以外 の
合 計 所 得 金 額

配偶者の合計所得金額

専従者給与（ 控除）額の合計額

青色申告特別控除額

雑所得・・ 一時所得等の
源泉徴収税額の合計額

未納付の源泉徴収税額

本年分で差し 引く 繰越損失額

変動･･臨時所得金額

申告期限までに納付する金額

銀行
金庫･･組合
農協･･漁協

本店･･支店
出張所
本所･･支所

口座番号
記号番号

普 通 当 座 貯 蓄納税準備

公金受取口座登録の同意 公金受取口座の利用

（ 4 ×2. 1％）

（ 4 －4 －4 －5 ）

（ 5 － 5 ）

納める 税金

還付さ れる税金

（ 4 ＋4 ）

令 和 ６ 年 分
特別税額控除
( 3万円×人数)

※※ 個個人人番番号号はは複複写写ささ れれまま せせんん

○○

ここ
のの
用用
紙紙
はは
控控
用用
でで
すす
。

定
額
減
税
実
施
済
額
は
、
4
と
4
の
い
ず
れ
か
少
な
い
方
の
金
額
で
す
。

○ こ の申告書を 提出さ れる 方は、 住民税・ 事業税の申告書を 提出
する 必要があり ま せん。

○ 所得金額の証明が必要な方は、 納税証明書を ご利用く ださ い。
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○

○

○

○
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○

○
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○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

税税

金金

のの

計計

算算

配 当 控 除

又 は 第 三 表 の 9

災 害 減 免 額

上の� に対する税額

平均課税対象金額

延 納 届 出 額

復 興 特 別 所 得 税 額

（ 4 －4 ）

源 泉 徴 収 税 額

予 定 納 税 額
（ 第１ 期分・・ 第２ 期分）

申 告 納 税 額

所所

得得

金金

額額

等等

所所

得得

かか

らら

差差

しし

引引

かか

れれ

るる

金金

額額

雑

短 期

長 期

配 当

一 時

営 業 等

農 業

給 与

氏 名

種類
電話
番号 － －

柄続のと主帯世名氏の主帯世号雅・号屋業職

〒〒 －－

○＋｛（ ○＋○）×／ ｝ケ コ サ 1
2

不 動 産

利 子

配 当

雑

）（

国 出

社 会 保 険 料 控 除

生 命 保 険 料 控 除

地 震 保 険 料 控 除

基 礎 控 除

○から ○ま で の計

雑 損 控 除

寄 附 金 控 除

合 計

配 偶 者

医療費控除

公 的 年 金 等

業 務

そ の 他

郵便局

名 等

預 金

種 類

給 与

扶 養 控 除

第 ３ 期 分
の 税 額

業 務

その他

自宅･勤務先･携帯

住宅耐震改修
特 別 控 除 等

・・ ・・

整理
番号

合 計

申申告告書書

営業等

農 業

公 的 年 金 等

納税地

振替継続希望

（
単
位
は
円
）

税務署長

令和　 　 年　 　 月　 　 日 令令和和 年年分分のの のの所所 得得 税税 及及 びび
復復興興特特別別所所得得税税

第第
一一
表表

現在の
住 所

又は

居 所

事業所等

令 和 ７ 年
１ 月 １ 日
の 住 所

個人番号
（ マイナンバー）

生年
月日

フ リ ガナ

青 色 分 離 損 失 修 正 特 農
特農の
表　 示

収収

入入

金金

額額

等等

修修
正正
申申
告告

そそ

のの

他他

届届

  

出出

延延

納納

のの

受
　
取
　
場
　
所

還
付
さ
れ
る
税
金
の

事

業

事

業

区

分

区

分

区

分

区

分

区

分

区

分

区

分

区

分

区

分

区

分

区

分

区

分

不動産
区
分
１

区
分
２

区
分
１

区
分
２

区
分
１

区
分
２

総
合
譲
渡

区

分

⑦から ⑨までの計

総 合 譲 渡 ・・ 一 時

（ ①から ⑥までの計＋⑩＋⑪）

小規模企業共済等掛金控除

寡婦､ ひと り 親控除

勤労学生、 障害者控除

（ 特別）控除

（ � ＋ � ＋ � ＋ � ）

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

23

24

25

26

27

28

29

～

～

～

人

数

⑰　
 ⑱

⑲　
 ⑳

� 　
 �

30

31

32

33

34

41

42

43

44

45

46

47

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

3 　
 3

3 　
 4

4 　
 4

～

～

～

課税さ れる 所得金額
（ ⑫－� ）又は第三表

（ 特定増改築等）
住宅借入金
等特別控除

政党等寄附金等特別控除

差 引 所 得 税 額
� － 3 － 3 － 3 － 3

－ 3 － 3 － 3 － 3 － 4

再 差 引 所 得 税 額

（ 4 －4 ) (赤字のときは０ ）
再々差引所得税額（ 基準所得税額）

所得税及び復興特別所得税の額

外国税額控除等

修正前の第３ 期分の税額
（ 還付の場合は頭に△を 記載）

第３ 期分の税額の増加額

公的 年金 等 以外 の
合 計 所 得 金 額

配偶者の合計所得金額

専従者給与（ 控除）額の合計額

青色申告特別控除額

雑所得・・ 一時所得等の
源泉徴収税額の合計額

未納付の源泉徴収税額

本年分で差し 引く 繰越損失額

変動･･臨時所得金額

申告期限までに納付する金額

銀行
金庫･･組合
農協･･漁協

本店･･支店
出張所
本所･･支所

口座番号
記号番号

普 通 当 座 貯 蓄納税準備

公金受取口座登録の同意 公金受取口座の利用

（ 4 ×2. 1％）

（ 4 －4 －4 －5 ）

（ 5 － 5 ）

納める 税金

還付さ れる税金

（ 4 ＋4 ）

令 和 ６ 年 分
特別税額控除
( 3万円×人数)

※※ 個個人人番番号号はは複複写写ささ れれまま せせんん

○○

ここ
のの
用用
紙紙
はは
控控
用用
でで
すす
。

定
額
減
税
実
施
済
額
は
、
4
と
4
の
い
ず
れ
か
少
な
い
方
の
金
額
で
す
。

○ こ の申告書を 提出さ れる 方は、 住民税・ 事業税の申告書を 提出
する 必要があり ま せん。

○ 所得金額の証明が必要な方は、 納税証明書を ご利用く ださ い。
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令令和和

所得の種類 収 入 金 額 必 要 経 費 等 差 引 金 額

整理
番号

収 入 金 額 源泉徴収税額

他都道府県の事務所等

所得

金額

寡婦

死別
離婚

生死不明
未 帰 還

非 課 税 所 得 な ど
損益通算の特例適用前の
不 動 産 所 得

不動産所得から 差し 引いた
青 色 申 告 特 別 控 除 額

屋 号

住 所

氏 名
フ リ ガナ

円

円円円

円

事業用資産の譲渡損失など

第第
二二
表表

円

保 険 料 等 の 種 類 支払保険料等の計 う ち年末調整等以外

新 生 命 保 険 料

旧 生 命 保 険 料

新 個 人 年 金 保 険 料

旧 個 人 年 金 保 険 料

介 護 医 療 保 険 料

円円

損害を受けた資産の種類など

・ ・
円円円源泉徴収税額の合計額

種 目

ひと り 親

勤労学生

年調以外かつ
専 修 学 校 等

障害者
特別

障害者

特例適用

条 文 等

非上場株式の

少 額 配 当 等

給与、 公的年金等以外の
所得に係る住民税の徴収方法

障 害 者

特個 同一国外障 特障

続 柄氏 名 生 年 月 日

・ ・
明･大

昭･平

個 人 番 号

上記の配偶者・ 親族・ 事業専従者

の う ち 別 居の 者 の氏 名・ 住所

所得税で控除対象配偶者

な ど と し た 専 従 者

円

事 業 専 従 者 の 氏 名 個 人 番 号 続 柄 生 年 月 日 従事月数･程度･仕事の内容

円明･大

昭･平 ・ ・

年調

国外居住 住宅

地 震 保 険 料

旧 長 期 損 害 保 険 料

円円

円円

住 民 税

明･大

昭･平 ・ ・

別居

特個 16障 特障 年調 別居

特個 16障 特障 年調 別居

特個 16障 特障 年調 別居

特個 16障 特障 年調 別居

・ ・
明･大

昭･平･令

・ ・
明･大

昭･平･令

・ ・
明･大

昭･平･令

・ ・
明･大

昭･平･令

非居住者

の 特 例

配当割額

控 除 額

株式等譲渡

所得割額控除額

寄附先の

名 称 等
寄 附 金

円

国外

障 害 者

障 特障

続 柄 生 年 月 日

明･大

昭･平

個 人 番 号

寡婦
・ ・

円

税理士署名・ 電話番号

（ － － ）

調整

所所 得得 税税 及及 びび
復復興興特特別別所所得得税税年年分分のの のの 申申告告書書

○○  所所得得のの内内訳訳（（ 所所得得税税及及びび復復興興特特別別所所得得税税のの源源泉泉徴徴収収税税額額））

給与などの支払者の｢名称｣
及び｢法人番号又は所在地｣等

円 円

所得の種類

5

社
会
保
険
料
控
除

小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除

⑬⑭

⑮

生

命

保

険

料
控

除

⑯
料 

控 
除

地
震
保
険

本人に関

する事項

（ ⑰～⑳）

○○  雑雑損損控控除除にに関関すするる 事事項項(( � ))
損 害 の 原 因 損 害 年 月 日

損害金額
保険金など で
補 塡 さ れ る
金 額

差引損失額の
う ち 災害関連
支 出 の 金 額

○○  寄寄附附金金控控除除にに関関すするる 事事項項(( � ))

○○  配配偶偶者者やや親親族族にに関関すするる事事項項（（ ⑳⑳～～� ､､33 ､､33 ､､44 ））

配偶者

その他

○○  事事業業専専従従者者にに関関すするる 事事項項（（ 55 ））
専従者給与( 控除) 額

○○  住住民民税税・・ 事事業業税税にに関関すするる 事事項項

住住

民民

税税

事事
業業
税税

円 円 円 円

特別徴収 自分で納付

都道府県､市区町村
への寄附

（ 特例控除対象）

円 円 円 円

退職所得のある 配偶者・ 親族の氏名 退職所得を 除く 所得金額 その他 寡婦・ ひと り 親

ひと り 親

月
日開始・ 廃止

前年中の
開（ 廃）業

番

号

氏
名

住
所

氏
名

給
与

税理士法書面提出
30条 33条の2

○○  総総合合課課税税のの譲譲渡渡所所得得、、 一一時時所所得得にに関関すするる 事事項項（（ ⑪⑪））

共同募金､日赤

その他の寄附

都道府県

条例指定寄附

市区町村

条例指定寄附

※※ 個個人人番番号号はは複複写写ささ れれまま せせんん

※※ 個個人人番番号号はは複複写写ささ れれまま せせんん

※※ 個個人人番番号号はは複複写写ささ れれまま せせんん

※※ 個個人人番番号号はは複複写写ささ れれまま せせんん

※※ 個個人人番番号号はは複複写写ささ れれまま せせんん

※※ 個個人人番番号号はは複複写写ささ れれまま せせんん

※※ 個個人人番番号号はは複複写写ささ れれまま せせんん

※※ 個個人人番番号号はは複複写写ささ れれまま せせんん

○○
ここ
のの
用用
紙紙
はは
控控
用用
でで
すす
。
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令令和和

所得の種類 収 入 金 額 必 要 経 費 等 差 引 金 額

整理
番号

収 入 金 額 源泉徴収税額

他都道府県の事務所等

所得

金額

寡婦

死別
離婚

生死不明
未 帰 還

非 課 税 所 得 な ど
損益通算の特例適用前の
不 動 産 所 得

不動産所得から 差し 引いた
青 色 申 告 特 別 控 除 額

屋 号

住 所

氏 名
フ リ ガナ

円

円円円

円

事業用資産の譲渡損失など

第第
二二
表表

円

保 険 料 等 の 種 類 支払保険料等の計 う ち年末調整等以外

新 生 命 保 険 料

旧 生 命 保 険 料

新 個 人 年 金 保 険 料

旧 個 人 年 金 保 険 料

介 護 医 療 保 険 料

円円

損害を受けた資産の種類など

・ ・
円円円源泉徴収税額の合計額

種 目

ひと り 親

勤労学生

年調以外かつ
専 修 学 校 等

障害者
特別

障害者

特例適用

条 文 等

非上場株式の

少 額 配 当 等

給与、 公的年金等以外の
所得に係る住民税の徴収方法

障 害 者

特個 同一国外障 特障

続 柄氏 名 生 年 月 日

・ ・
明･大

昭･平

個 人 番 号

上記の配偶者・ 親族・ 事業専従者

の う ち 別 居の 者 の氏 名・ 住所

所得税で控除対象配偶者

な ど と し た 専 従 者

円

事 業 専 従 者 の 氏 名 個 人 番 号 続 柄 生 年 月 日 従事月数･程度･仕事の内容

円明･大

昭･平 ・ ・

年調

国外居住 住宅

地 震 保 険 料

旧 長 期 損 害 保 険 料

円円

円円

住 民 税

明･大

昭･平 ・ ・

別居

特個 16障 特障 年調 別居

特個 16障 特障 年調 別居

特個 16障 特障 年調 別居

特個 16障 特障 年調 別居

・ ・
明･大

昭･平･令

・ ・
明･大

昭･平･令

・ ・
明･大

昭･平･令

・ ・
明･大

昭･平･令

非居住者

の 特 例

配当割額

控 除 額

株式等譲渡

所得割額控除額

寄附先の

名 称 等
寄 附 金

円

国外

障 害 者

障 特障

続 柄 生 年 月 日

明･大

昭･平

個 人 番 号

寡婦
・ ・

円

税理士署名・ 電話番号

（ － － ）

調整

所所 得得 税税 及及 びび
復復興興特特別別所所得得税税年年分分のの のの 申申告告書書

○○  所所得得のの内内訳訳（（ 所所得得税税及及びび復復興興特特別別所所得得税税のの源源泉泉徴徴収収税税額額））

給与などの支払者の｢名称｣
及び｢法人番号又は所在地｣等

円 円

所得の種類

5

社
会
保
険
料
控
除

小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除

⑬⑭

⑮

生

命

保

険

料
控

除

⑯
料 

控 

除

地
震
保
険

本人に関

する事項

（ ⑰～⑳）

○○  雑雑損損控控除除にに関関すするる 事事項項(( � ))
損 害 の 原 因 損 害 年 月 日

損害金額
保険金など で
補 塡 さ れ る
金 額

差引損失額の
う ち 災害関連
支 出 の 金 額

○○  寄寄附附金金控控除除にに関関すするる 事事項項(( � ))

○○  配配偶偶者者やや親親族族にに関関すするる事事項項（（ ⑳⑳～～� ､､33 ､､33 ､､44 ））

配偶者

その他

○○  事事業業専専従従者者にに関関すするる 事事項項（（ 55 ））
専従者給与( 控除) 額

○○  住住民民税税・・ 事事業業税税にに関関すするる 事事項項

住住

民民

税税

事事
業業
税税

円 円 円 円

特別徴収 自分で納付

都道府県､市区町村
への寄附

（ 特例控除対象）

円 円 円 円

退職所得のある 配偶者・ 親族の氏名 退職所得を 除く 所得金額 その他 寡婦・ ひと り 親

ひと り 親

月
日開始・ 廃止

前年中の
開（ 廃）業

番

号

氏
名

住
所

氏
名

給
与

税理士法書面提出
30条 33条の2

○○  総総合合課課税税のの譲譲渡渡所所得得、、 一一時時所所得得にに関関すするる 事事項項（（ ⑪⑪））

共同募金､日赤

その他の寄附

都道府県

条例指定寄附

市区町村

条例指定寄附

※※ 個個人人番番号号はは複複写写ささ れれまま せせんん

※※ 個個人人番番号号はは複複写写ささ れれまま せせんん

※※ 個個人人番番号号はは複複写写ささ れれまま せせんん

※※ 個個人人番番号号はは複複写写ささ れれまま せせんん

※※ 個個人人番番号号はは複複写写ささ れれまま せせんん

※※ 個個人人番番号号はは複複写写ささ れれまま せせんん

※※ 個個人人番番号号はは複複写写ささ れれまま せせんん

※※ 個個人人番番号号はは複複写写ささ れれまま せせんん

○○
ここ
のの
用用
紙紙
はは
控控
用用
でで
すす
。

就農研修課資料
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農業次世代人材投資（準備型等）事業推進に係る留意事項

≪事業の趣旨≫
農業従事者の高齢化が急速に進展する中、持続可能な力強い農業を実現するには、次世代
を担う農業者の育成・確保に向けた取組を総合的に講じていく必要があることから、次世代
を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修段階に資する就農準備資金の交
付を通じ、農政新時代に必要な人材力の強化を図る。

≪事業の概要≫

〇交付対象者：就農予定時に原則５０歳未満の研修生
〇交 付 額：１３．７５万円／月（１６５万円／年）を最長２年
〇交 付 主 体：公益財団法人北海道農業公社（北海道の場合）
〇主な交付要件：

❶　独立・自営就農、雇用就農又は親元就農を目指すこと
※独立・自営就農の場合は、就農後５年以内に認定新規就農者又は認定農業者になる
こと
※親元就農の場合は、就農後５年以内に経営を継承（法人の場合は共同経営者になる
こと）すること

❷　北海道が認めた研修機関、先進農家、先進農業法人で、おおむね１年以上かつおお
むね年間１，２００時間以上研修を受けること

❸　常勤の雇用契約を締結していないこと
❹　生活保護、雇用保険、求職者支援、地域おこし協力隊など生活費を支給する国の他
の制度と重複受給しないこと

❺　原則として、前年の世帯所得が６００万円以下であること
❻　研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること

≪事業規程・事業取扱要領の主な変更点（令和８年６月１６日一部改正）≫
１．交付金額の変更
令和７年度以前の研修　１２．５万円／月（１５０万円／年）
令和８年度の研修　　　１３．７５万円／月（１６５万円／年）
２．就農状況確認期間中の農業従事時間の変更　※就農状況報告及び作業日誌
令和７年度以前　　　　概ね１５０日かつ１，２００時間
令和８年度　　　　　　おおむね１５０日かつおおむね１，５００時間

≪各種様式における留意事項≫
【研修計画】（別紙様式第１号）
〇　親元就農と独立・自営就農を以下の通り整理（「継続研修計画」・「就農届」の様式も同様）。

❶独立・自営就農
・新たに農業経営を開始 ⇒ 非農家出身者
・就農時に親（三親等以内の親族含む）の農業経営とは別部門を開始 ⇒ 農家出身者で
親の農業経営を継承しないで就農する場合
・就農時に親の農業経営を継承 ⇒ 就農時に親の農業経営を継承する場合

❷雇用就農
　（略）

❸親元就農
・就農後５年以内に親の農業経営の全体を継承
・就農後５年以内に法人（共同）経営
・就農後５年以内に親の農業経営とは別に新たな部門を開始
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〇　研修期間中における就農形態の変更の際には、変更後の研修計画を再提出願います。

【重要事項説明書】（別添１２）
〇　「研修計画」策定時において、研修生との本事業の交付要件や交付後の返還要件等に係る
認識共有のため、研修生と研修機関や地域担い手育成センターが面談により各項目を確認
いただき、署名の上、原本を提出願います。
〇　特に面談時には、就農についての強い意欲を確認するとともに、研修終了後１年以内に
就農できない場合や、各種の報告を適切に行わない場合、親元就農者が就農後５年以内の
経営継承できない場合などは返還になることを十分に説明願います。

【研修状況報告書】（別紙様式第４－１号、４－２号）
〇　研修開始後半年ごとに、１か月以内に提出することとなっています。本報告書をもとに
公社職員が研修状況の確認に伺いますので、日程調整等のご協力をお願いします。
〇　研修時間は、おおむね年間１，２００時間以上かつ一月の研修日数・時間が最低でも１５
日以上かつ６０時間以上となるよう、冬期間も含め農業経営管理など座学（自習は除く）
による研修を実施してください。
〇　農業経営力の向上に資する研修として、令和７年度以降の交付対象者は交付期間内に『農
業経営人材育成研修プログラム』（農水省作製のオンライン講座）を受講し、修了すること
が義務づけられておりますので、必ず受講し「修了証書」の写しを提出願います。

【農林水産省ＨＰ（農業経営人材育成研修プログラム掲載）】
https://www.maff.go.jp/j/keiei/

ikusei_kyogikai.html#program1

【就農届】（別紙様式１４号）
〇　就農後１か月以内に以下の添付書類を含め提出願います。

❶独立・自営就農
・農地及び主要な農業機械・施設の一覧、農地の権利設定の状況が確認できる書類、農
業機械・施設を自ら所有し、または借りていることが確認できる書類及び通帳の写し
・経営開始資金の交付を受ける場合は、青年等就農計画の認定書の写し
・資金交付を受けた夫婦が就農する場合は、経営資産の共有と締結した家族経営協定等
の写し

❷雇用就農
・雇用契約書等の写し

❸親元就農
・青色事業専従者給与に関する届出（変更届出）の写し

【就農状況報告】（別紙様式９－１号、９－２号、９－３号）
〇　交付対象者は１～６月分を７月に、７～１２月分を翌年１月に提出することとなってお
り、研修終了後６年間の報告義務が課せられています。経営開始型以外の交付対象者につ
いては、本報告をもとに公社職員が就農状況の確認に伺いますので、日程調整等のご協力
をお願いします。
〇　経営開始型の交付対象者は、交付主体の市町村に提出された就農状況報告と市町村が作
成した就農状況確認チェックリストの写しを公社に提供願います。
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≪事業推進に当たってのお願い≫
〇　本事業は、次世代を担う農業者となることを志向する研修生に対し交付するもので、交付
事務そのものは交付主体である公社が行うものの、研修計画の申請や各種報告書の提出につ
いては、道が認めた研修機関や地域担い手育成センターを通じて研修生自らが行うこととさ
れています。
〇　研修生の中には、制度の内容を十分理解せず、「研修さえ受けていれば資金がもらえる」と
いう安易な考えで資金交付を受ける者も見受けられ、交付対象者の要件を満たすことができ
ず、交付した資金を返還するケース（例：交付対象者が親元就農で就農したものの、経営者
である親の年齢も若く、就農後５年以内の経営継承ができず返還）も発生しています。
〇　また、研修受入先の中には、研修生が就農し、就農後５年以内に農業経営を継承すること
ができるよう、適切な生産技術等の指導をすることになっているにもかかわらず、どのよう
な指導をしていくかなど事前の協議がないまま取り進めているケースも見受けられます。
〇　研修計画は、研修生が研修先での研修プログラムを実践することで就農を実現するビジョ
ンについて、道が認めた研修機関や地域担い手育成センターからの推薦の上、申請するもの
です。
〇　研修機関や地域担い手育成センターについては、事業の趣旨や交付金が全額国費で対応し
ていることを鑑み、研修生と研修先、保証人に対して本事業の十分な理解を得た上での推薦
及び研修生等への定期的な対応を宜しくお願いします。
〇　また、道立農業大学校等の研修機関で資金の交付を受けた学生（研修生）の大半が、道内
で雇用就農又は親元就農しています。研修機関には学生が就農後に地元市町村に必ず訪問す
るよう指導いただくとともに、学生が就農した市町村には就農後の書類の経由や就農状況確
認等について、ご協力をいただきますよう宜しくお願いします。

【北海道 DE 農業をはじめるサイト（事業要領・様式掲載）】
https://www.adhokkaido.or.jp/ninaite/related/funds/

【北海道 HP（農業次世代人材投資資金の要領・様式掲載）】
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/gjf/seinen/syuunou/kyuhukin.html

〇　本事業に係る質問・相談等につきましては、メール・電話等で就農研修課まで問合せ願い
ます。

≪問い合わせ先≫
担い手支援部　就農研修課（大岡・宇野・鈴木・内田）
電話　011-271-2255
Fax　011-271-3776
E-mail  n-jisedai@adhokkaido.or.jp
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※ 本様式は、研修計画を提出するにあたって、農業次世代人材投資（準備型等）事業の制度について理解を
深めていただくことを目的としています。資金の交付を受けるには一定の義務が生じること、また、その義務
を履行しなければ交付された資金の返還となってしまうことをご承知おきください。

● 提出書類の確認（研修計画提出時）
□ 研修計画（別紙様式第１号）

研修実施計画（別添１） ※農業経営者育成教育機関及び研修教育機関で研修を受ける場合は、受
講する研修のカリキュラムのほか、受講が認められていることを証する書類を添付。

□ 履歴書（別添２） ※最終離職日は必ず明記すること。
雇用保険被保険者 離職票-１及び 離職票-２の原本又は雇用保険受給資格者証の写し（別添３）
※離職票の提示ができない場合は申立書（様式任意）を添付し、前職がない場合は不要。
また、離職票の原本は面談実施機関で確認し、写しを公社へ提出すること。

□ 農業研修に関する確認書（別添４）の写し ※先進農家等で研修する場合に添付。
□ 確約書（別添５）及び確約書(補足)（別添５-２） ※親元就農の場合に添付。
□ 傷害保険に加入したことがわかる保険証書の写し（別添６）

前年の世帯全員の所得を証明する書類（別添７） ※世帯所得が600万円を超えているにもかかわ
らず交付が必要な場合に、理由書（別添７-１）及び当該理由を証明できる書類を添付。

□ 先進農家等経営概要書（別添８） ※指導農業士以外の先進農家等で研修を受ける場合に添付。
□ 個人情報の取扱い同意書（別添９）
□ 身分証明書（別添10） ※本人及び保証人の運転免許証等の写しを添付。

書類の経由に関する同意書（別添11） ※農業経営者育成教育機関で研修を受ける者のうち親元就
農する場合、又は研修先と異なる市町村での就農が確定している場合に添付。

□ 重要事項説明書（別添12） ※本様式の原本を公社に提出すること。

● 資金交付対象者としての要件の確認（全て満たす必要があります）
就農予定時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を
有していること

□ 研修終了後、独立・自営就農、雇用就農、又は親元就農を目指す計画であること
研修先が研修機関等の場合、北海道が認め「新規就農支援ポータルサイト」に公表されている
認定研修機関等であること
研修先が先進農家等の場合、❶その経営主が申請者の親族ではないこと、❷当該研修先と過去に
雇用契約（短期のパートやアルバイトは除く）を締結していないこと
上記の研修先において、おおむね１年かつおおむね年間1,200時間以上、就農に必要な技術や知識を
研修すること

□ 常勤（週35時間以上で継続的に労働するものをいう）の雇用契約を締結していないこと
生活費の確保を目的とした国の他の事業（生活保護制度、雇用保険制度(失業手当)、求職者支援
制度、傷病手当、遺族年金、地域おこし協力隊等）による給付等を受けていないこと

□ 過去に準備型等による資金交付を受けていないこと
□ 原則として、過去に「農の雇用事業」及び「雇用就農資金」の対象となっていないこと
□ 原則として、前年の世帯全体の所得の合計が600万円以下であること
□ 研修中の事故によるケガ等に備えて、傷害保険に加入していること
□ 交付期間内に農業経営人材育成研修プログラム等の研修を修了すること

重要事項説明書

□

□

□

□

□

□

□

□

□

≪独立・自営就農を目指す場合≫
□ 農地の所有権又は利用権を有すること
□ 主要な農業機械・施設を所有し、又は借りること
□ 生産物や生産資材等を、自らの名義で出荷・取引すること
□ 農産物等の売上げや経費の支出等の経営収支を、自らの名義の通帳及び帳簿で管理すること
□ 農業経営に関する主宰権を有すること
□ 就農後５年以内に農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けること

≪雇用就農を目指す場合≫
研修終了後１年以内に常勤の雇用契約（契約期間の定めがない又は通算５年以上の有期のもの）
を締結すること

□ 独立を前提としている場合は、就農後５年以内に独立・自営就農または法人の共同経営者となること
□ 原則として、就農先が自らの三親等以内の親族ではないこと

≪親元就農を目指す場合≫
家族経営協定等により、自らの責任や役割（農業に専従することや経営主から専従者給与が支払
われること等）を明確にすること
就農後５年以内に、①経営を継承する②農業法人の共同経営者になる③独立・自営就農する、の
いずれかを実施すること
親元就農後に独立・自営就農する場合は、就農後５年以内に認定農業者又は認定新規就農者にな
ること

● 交付金の主な返還要件の確認（いずれかに該当した場合）
□ 研修を途中で休止又は中止し、１年以内に就農しなかった場合
□ 研修中、必要な書類（研修状況報告、継続研修計画など）が期限までに提出されなかった場合

公社が行う研修状況の確認において、適切な研修を行っていない（研修期間がおおむね１年かつ
おおむね1,200時間以上、一月の研修時間が15日以上かつ60時間以上を満たさない場合を含む）
と判断された場合

□ 研修終了後１年以内に、原則50歳未満で独立・自営就農、雇用就農、又は親元就農しなかった場合
独立・自営就農者が、就農後５年以内に農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けな
かった場合
雇用就農者が、正社員として期間の定めのない、又は通算５年以上の雇用契約を締結しなかった
場合
親元就農者が、就農後５年以内に、❶経営を継承する、❷農業法人の共同経営者になる、❸独立・
自営就農する、のいずれも実施しなかった場合
資金交付期間の1.5倍又は２年間のいずれか長い期間、就農を継続しなかった場合、又はその間
の農業従事日数が一定（おおむね年間150日かつおおむね年間1,500時間）未満である場合

□ 就農後、必要な書類（就農届、就農状況報告など）が期限までに提出されなかった場合
□ 公社が行う就農状況の確認に応じなかった場合
□ 虚偽の申請を行った場合（交付期間内に、農水省の研修プログラム等を修了しなかった場合を含む）

□

□

□

□

□

□

□

□

□
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※ 本様式は、研修計画を提出するにあたって、農業次世代人材投資（準備型等）事業の制度について理解を
深めていただくことを目的としています。資金の交付を受けるには一定の義務が生じること、また、その義務
を履行しなければ交付された資金の返還となってしまうことをご承知おきください。

● 提出書類の確認（研修計画提出時）
□ 研修計画（別紙様式第１号）

研修実施計画（別添１） ※農業経営者育成教育機関及び研修教育機関で研修を受ける場合は、受
講する研修のカリキュラムのほか、受講が認められていることを証する書類を添付。

□ 履歴書（別添２） ※最終離職日は必ず明記すること。
雇用保険被保険者 離職票-１及び 離職票-２の原本又は雇用保険受給資格者証の写し（別添３）
※離職票の提示ができない場合は申立書（様式任意）を添付し、前職がない場合は不要。
また、離職票の原本は面談実施機関で確認し、写しを公社へ提出すること。

□ 農業研修に関する確認書（別添４）の写し ※先進農家等で研修する場合に添付。
□ 確約書（別添５）及び確約書(補足)（別添５-２） ※親元就農の場合に添付。
□ 傷害保険に加入したことがわかる保険証書の写し（別添６）

前年の世帯全員の所得を証明する書類（別添７） ※世帯所得が600万円を超えているにもかかわ
らず交付が必要な場合に、理由書（別添７-１）及び当該理由を証明できる書類を添付。

□ 先進農家等経営概要書（別添８） ※指導農業士以外の先進農家等で研修を受ける場合に添付。
□ 個人情報の取扱い同意書（別添９）
□ 身分証明書（別添10） ※本人及び保証人の運転免許証等の写しを添付。

書類の経由に関する同意書（別添11） ※農業経営者育成教育機関で研修を受ける者のうち親元就
農する場合、又は研修先と異なる市町村での就農が確定している場合に添付。

□ 重要事項説明書（別添12） ※本様式の原本を公社に提出すること。

● 資金交付対象者としての要件の確認（全て満たす必要があります）
就農予定時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を
有していること

□ 研修終了後、独立・自営就農、雇用就農、又は親元就農を目指す計画であること
研修先が研修機関等の場合、北海道が認め「新規就農支援ポータルサイト」に公表されている
認定研修機関等であること
研修先が先進農家等の場合、❶その経営主が申請者の親族ではないこと、❷当該研修先と過去に
雇用契約（短期のパートやアルバイトは除く）を締結していないこと
上記の研修先において、おおむね１年かつおおむね年間1,200時間以上、就農に必要な技術や知識を
研修すること

□ 常勤（週35時間以上で継続的に労働するものをいう）の雇用契約を締結していないこと
生活費の確保を目的とした国の他の事業（生活保護制度、雇用保険制度(失業手当)、求職者支援
制度、傷病手当、遺族年金、地域おこし協力隊等）による給付等を受けていないこと

□ 過去に準備型等による資金交付を受けていないこと
□ 原則として、過去に「農の雇用事業」及び「雇用就農資金」の対象となっていないこと
□ 原則として、前年の世帯全体の所得の合計が600万円以下であること
□ 研修中の事故によるケガ等に備えて、傷害保険に加入していること
□ 交付期間内に農業経営人材育成研修プログラム等の研修を修了すること

重要事項説明書

□

□

□

□

□

□

□

□

□

≪独立・自営就農を目指す場合≫
□ 農地の所有権又は利用権を有すること
□ 主要な農業機械・施設を所有し、又は借りること
□ 生産物や生産資材等を、自らの名義で出荷・取引すること
□ 農産物等の売上げや経費の支出等の経営収支を、自らの名義の通帳及び帳簿で管理すること
□ 農業経営に関する主宰権を有すること
□ 就農後５年以内に農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けること

≪雇用就農を目指す場合≫
研修終了後１年以内に常勤の雇用契約（契約期間の定めがない又は通算５年以上の有期のもの）
を締結すること

□ 独立を前提としている場合は、就農後５年以内に独立・自営就農または法人の共同経営者となること
□ 原則として、就農先が自らの三親等以内の親族ではないこと

≪親元就農を目指す場合≫
家族経営協定等により、自らの責任や役割（農業に専従することや経営主から専従者給与が支払
われること等）を明確にすること
就農後５年以内に、①経営を継承する②農業法人の共同経営者になる③独立・自営就農する、の
いずれかを実施すること
親元就農後に独立・自営就農する場合は、就農後５年以内に認定農業者又は認定新規就農者にな
ること

● 交付金の主な返還要件の確認（いずれかに該当した場合）
□ 研修を途中で休止又は中止し、１年以内に就農しなかった場合
□ 研修中、必要な書類（研修状況報告、継続研修計画など）が期限までに提出されなかった場合

公社が行う研修状況の確認において、適切な研修を行っていない（研修期間がおおむね１年かつ
おおむね1,200時間以上、一月の研修時間が15日以上かつ60時間以上を満たさない場合を含む）
と判断された場合

□ 研修終了後１年以内に、原則50歳未満で独立・自営就農、雇用就農、又は親元就農しなかった場合
独立・自営就農者が、就農後５年以内に農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けな
かった場合
雇用就農者が、正社員として期間の定めのない、又は通算５年以上の雇用契約を締結しなかった
場合
親元就農者が、就農後５年以内に、❶経営を継承する、❷農業法人の共同経営者になる、❸独立・
自営就農する、のいずれも実施しなかった場合
資金交付期間の1.5倍又は２年間のいずれか長い期間、就農を継続しなかった場合、又はその間
の農業従事日数が一定（おおむね年間150日かつおおむね年間1,500時間）未満である場合

□ 就農後、必要な書類（就農届、就農状況報告など）が期限までに提出されなかった場合
□ 公社が行う就農状況の確認に応じなかった場合
□ 虚偽の申請を行った場合（交付期間内に、農水省の研修プログラム等を修了しなかった場合を含む）

□

□

□

□

□

□

□

□

□
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● 公社への申請、報告及び各種届に関する確認
□ 研修計画（研修計画が変更となる場合は、計画の変更申請が必須）
□ 研修状況報告（研修中、研修開始日を始期とした半年ごと、１か月以内に提出）
□ 中止届（研修中止後に提出）
□ 休止届及び研修再開届（研修休止後及び研修再開後１か月以内に提出）

継続研修計画（研修期間終了後１か月以内に継続研修を開始することが必須のため、研修期間が
終了する２か月前までに提出）

□ 継続研修届（継続研修計画の承認後１か月以内に提出）
□ 住所等変更届（交付期間終了後６年間、住所等を変更した場合、変更後１か月以内に提出）
□ 就農遅延届（研修終了後１年以内に提出）
□ 就農届（就農後及び就農形態等の変更後１か月以内に提出）

就農状況報告（研修終了後６年間、毎年２回、７月末までに１～６月分を、１月末までに７～12
月分を提出）※ 就農していない又は中断している者も期日までに提出しなければならないこと

□ 就農中断届及び就農再開届（就農中断後及び就農再開後１か月以内に提出）
□ 離農届（交付期間終了後６年間、離農後１か月以内に提出）
□ 上記提出期限は厳守のうえ、期限を守れなかった場合は交付金返還となることを理解すること

● その他
□ 交付金は「雑所得」扱いとなるため、自らが税務申告を行わなければならないこと

※ 研修計画（別添資料含む。）及び本票（重要事項説明書）については、原本を公社へ提出し、写しを
申請者及び申請者との面談実施機関でそれぞれ所有するものとする。

年 月 日

団　体　名：
担当者氏名：

氏 名：
※ 申請者は、自署すること

申 請 者

□

□

申請者との
面談実施者
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農農業業次次世世代代人人材材投投資資（（準準備備型型等等））事事業業・・FFAAQQ（（よよくくああるる質質問問））  
～～事事業業担担当当者者用用～～  

［R8.7.15］就就農農研研修修課課 
  

ＱＱ  農農業業次次世世代代人人材材投投資資資資金金（（就就農農準準備備資資金金））をを申申請請ししたたいいがが、、いいつつ申申しし込込めめばばよよいいかか。。  

Ａ 例年、６月頃と 12 月頃の年２回、地域担い手育成センターを通じて研修計画の申請の

受付をしています。また、資金は１年間遡っての交付が認められていますので、仮に４月

から研修を実施していて６月頃の第１回目に申請できなくても、12 月頃の第２回目の申

請で満額を交付することができます。 

 

ＱＱ  資資金金ははいいつつ頃頃交交付付さされれるるののかか。。  

Ａ 研修計画の内容等を確認し、道、市長会、町村会、北海道農業会議、JA 北海道中央会で

構成する事業審査会において研修計画の承認を得た後に、地域担い手育成センターを通じ

て申請者に計画承認を通知します。 

また、承認通知に併せて資金の交付申請を依頼しますが、交付申請書の取りまとめや金

融機関との交付手続きを行う必要があることから、資金交付までは承認通知から約２か月

の時間を要することとなり、例年は 10 月および３月に資金交付しています。 

 

ＱＱ  どどののよよううなな研研修修機機関関でで研研修修をを受受けけれればば資資金金のの交交付付対対象象ににななるるののかか。。  

Ａ 道が認めた研修機関（農大等の教育機関、指導農業士、先進農家等）において研修する

のであれば資金の交付対象になります。 

また、一般の農業者であっても、道に先進農家等経営概要書を添付した研修教育機関等

認定申請書（道別紙様式第 22 号）を提出し、研修機関として適当であると道が認めるこ

とで認定研修機関となれます。 

ただし、過去に研修先と雇用契約を結んでいた場合や、経営主が研修生の親族（三親等

以内）の場合は対象にはなりません。 

 

ＱＱ  どどののよよううなな研研修修計計画画ででああれればば資資金金のの交交付付対対象象ににななるるののかか。。  

Ａ おおむね１年かつおおむね年間 1,200 時間以上の研修期間において、就農に必要な技術

や知識を研修できる計画が必要となります。 

このため、年間を通じて継続的な研修を行う必要があることから、冬期間の実質的な技

術研修が困難な耕種部門であっても、座学を含めた経営管理等に関する研修などにより、 

 ひと月の研修日数・時間を最低でも 15 日以上かつ 60 時間以上となるよう、研修計画に則

った研修を実施してください。 

なお、上記の座学研修のほか、研修先農場内の除雪作業や農業機械の整備、青年等就農

計画作成のための準備作業なども研修として認められております（自習は認められません）

ので、就農までの貴重な時間を有効に活用してください。 

 

ＱＱ  以以前前、、果果樹樹農農家家でで勤勤務務経経験験ののああっったた者者がが、、今今年年度度かからら酪酪農農のの研研修修をを行行ううここととととななっったたがが、、

準準備備型型等等のの対対象象ととななるるかか。。  

Ａ 過去の営農類型と研修内容が大きく異なる場合は対象になりますが、過去に準備型等を

受給している場合は対象になりません。 

 

 

● 公社への申請、報告及び各種届に関する確認
□ 研修計画（研修計画が変更となる場合は、計画の変更申請が必須）
□ 研修状況報告（研修中、研修開始日を始期とした半年ごと、１か月以内に提出）
□ 中止届（研修中止後に提出）
□ 休止届及び研修再開届（研修休止後及び研修再開後１か月以内に提出）

継続研修計画（研修期間終了後１か月以内に継続研修を開始することが必須のため、研修期間が
終了する２か月前までに提出）

□ 継続研修届（継続研修計画の承認後１か月以内に提出）
□ 住所等変更届（交付期間終了後６年間、住所等を変更した場合、変更後１か月以内に提出）
□ 就農遅延届（研修終了後１年以内に提出）
□ 就農届（就農後及び就農形態等の変更後１か月以内に提出）

就農状況報告（研修終了後６年間、毎年２回、７月末までに１～６月分を、１月末までに７～12
月分を提出）※ 就農していない又は中断している者も期日までに提出しなければならないこと

□ 就農中断届及び就農再開届（就農中断後及び就農再開後１か月以内に提出）
□ 離農届（交付期間終了後６年間、離農後１か月以内に提出）
□ 上記提出期限は厳守のうえ、期限を守れなかった場合は交付金返還となることを理解すること

● その他
□ 交付金は「雑所得」扱いとなるため、自らが税務申告を行わなければならないこと

※ 研修計画（別添資料含む。）及び本票（重要事項説明書）については、原本を公社へ提出し、写しを
申請者及び申請者との面談実施機関でそれぞれ所有するものとする。

年 月 日

団　体　名：
担当者氏名：

氏 名：
※ 申請者は、自署すること

申 請 者

□

□

申請者との
面談実施者
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ＱＱ  研研修修期期間間中中ににアアルルババイイトトををししててもも構構わわなないいかか。。  

Ａ 常勤（週 35 時間以上で継続して労働するもの）する場合は資金の交付対象にはできま

せんが、おおむね年間 1,200 時間以上の研修に支障のない範囲での短時間のパートやアル

バイトなど従事しても構いません。 

 

ＱＱ  研研修修先先のの農農家家がが研研修修生生にに「「研研修修手手当当」」をを支支払払ううここととがが可可能能かか。。ままたた、、市市町町村村ややＪＪＡＡがが独独

自自にに支支援援すするるここととはは可可能能かか。。  

Ａ 研修先の農家と研修生との取り決めにより、「研修手当」を支払うことは可能ですが、

研修と労働との線引きが不明確にならないよう注意する必要があります。 

また、市町村等が独自に支援することも可能です。 

  

ＱＱ  新新たたにに交交付付対対象象者者ににななるる要要件件ととししてて、、前前年年のの世世帯帯全全体体のの所所得得がが 660000 万万円円以以下下ででああるる者者

ととななっってていいるるがが、、事事業業取取扱扱要要領領第第２２条条のの９９ににおおいいてて、、660000 万万円円をを超超過過すするる場場合合ででああっっててもも、、

生生活活費費のの確確保保のの観観点点かからら支支援援対対象象ととすすべべきき切切実実なな事事情情ががああるるここととをを交交付付主主体体がが認認めめるる場場

合合はは採採択択をを可可能能ととすするるととああるるがが、、どどののよよううなな場場合合がが想想定定さされれるるかか。。  

Ａ 前年の世帯全体（本人のほか同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当）

の所得が 600 万円を超えているにもかかわらず、交付が必要な場合として、前職を離職し

て収入がない場合や、同一世帯人数が多く生活費に余裕がない場合等、生活費確保の観点

から支援対象とすべき切実な事情について、理由書及び当該理由を証明できる書類（別添

7－1）を添付願います。 

  提出された書類をもとに、審査会において切実な事情に該当するか否かを判断します。 

 

ＱＱ  傷傷害害保保険険のの契契約約者者はは、、研研修修先先ででももよよいいかか。。  

Ａ 研修者が保障される内容であればかまいません。 

  

ＱＱ  令令和和７７年年度度以以降降のの交交付付対対象象者者はは、、交交付付期期間間内内にに農農業業経経営営人人材材育育成成研研修修ププロロググララムム（（農農水水

省省作作製製ののオオンンラライインン研研修修ププロロググララムム））をを受受講講しし、、修修了了すするるがが義義務務づづけけらられれてていいるるがが、、未未受受

講講のの場場合合ははどどううななるるかか。。  

Ａ 交付要件の一つに位置付けられていることから、満たさなかった場合、事業取扱要領第

11 条（２）のケのとおり、虚偽の申請に該当し、全額返還となります。 

  そのため、交付対象者ごとに交付期間内に本研修を修了し、修了証書を提出願います。 

  また、令和７年度以前からの継続者については、要綱上の強制力はないものの、当該規

定は交付対象者の経営力向上を図ることを目的としたものであることから、特段の事情が

ない限り受講願います。 

  

ＱＱ  就就農農状状況況確確認認期期間間ととはは何何かか。。  

Ａ 就農後、資金交付期間の 1.5 倍又は２年間のいずれか長い期間（就農中断した場合は実

際に就農していた通算期間で判断）を就農状況確認期間といい、この期間において就農を

継続しない、就農状況報告等の各種報告を行わないなどの場合は交付金の返還となります。 
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ＱＱ  就就農農状状況況報報告告はは研研修修終終了了後後いいつつままでで提提出出がが必必要要かか。。  

Ａ 就農状況報告は研修終了後、６年間の報告が必要です。年に２回の提出が必要となって

おり、１～６月分を７月末までに、７～12 月分を翌年１月末までに提出することとなっ

ています。 

  研修終了後すぐに就農しない場合であっても、提出が必要です。 

 【就農状況報告（提出例）】 

・令和８年３月末に研修終了、同年５月に就農した場合は、令和 14 年３月分までの 

提出が必要となります。 

１回目：R8.4～6 月分、２回目：R8.7～12 月分、…11 回目：R13.1～6 月分、 

12 回目：R13.7～12 月分、13 回目：R14.1～3 月分 

 

ＱＱ  独独立立・・自自営営就就農農のの要要件件ととはは具具体体的的にに何何かか。。  

Ａ 次の要件を全て満たすことが必要です。 

❶農地の所有権又は利用権を有していること。 

❷主要な農業機械・施設を所有している、又は借りていること。 

❸生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。 

❹農産物等の売上や経費の支出など、経営収支が交付対象者名義の通帳又は帳簿で 

管理すること。 

❺農業経営に関する主宰権を有していること。 

❻就農後５年以内に農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けること。 

 

ＱＱ  雇雇用用就就農農ににつついいててのの留留意意点点はは何何かか。。  

Ａ 雇用期間の定めのない正社員としての雇用を基本としています。就農報告に契約書の写

しを添付していただき、契約内容の確認をしています。 

また、雇用先を退職し、次の雇用先に就農するまでに時間がかかる場合、就農中断届を

提出していただきます。就農中断期間は中断した日から原則１年以内とされていますので、

注意が必要です。就農を再開する場合は、就農再開届を提出してください。 

 

ＱＱ  親親元元就就農農ににつついいててのの留留意意点点はは何何かか。。  

Ａ 就農後５年以内に❶親の経営の全体を継承、❷法人の（共同）経営、❸親の農業経営と

は別部門を開始、のいずれかを実施することとされており、実施できなかった場合は、資

金を全額返還となります。 

 

ＱＱ  研研修修終終了了後後１１年年以以内内にに就就農農すするるここととがが要要件件ととななっってていいるるがが、、貸貸借借予予定定のの農農地地所所有有者者のの

事事情情等等にによよりり就就農農ででききなないい場場合合はは、、ややむむをを得得なないい理理由由ととししてて就就農農遅遅延延すするるここととはは可可能能かか。。  

Ａ 原則として就農遅延届を承認できるやむを得ない理由には該当しませんが、就農を遅延

する事情が就農期限の直前に発生する場合については、やむを得ない理由として承認する

ことがあります。 

 

ＱＱ  研研修修計計画画（（別別紙紙様様式式第第１１号号））のの就就農農形形態態ににつついいてて、、研研修修当当初初はは独独立立・・自自営営就就農農をを計計画画しし

てていいたたがが、、就就農農時時ににおおけけるる農農地地のの確確保保がが難難ししくくななるるここととがが見見込込ままれれるるたためめ、、雇雇用用就就農農にに変変

更更すするるここととはは可可能能かか。。  

Ａ 研修期間中における研修計画の変更は可能ですので、変更後の研修計画を申請願います。

なお、研修期間終了後における研修計画の変更は、原則できません。 

ＱＱ  研研修修期期間間中中ににアアルルババイイトトををししててもも構構わわなないいかか。。  

Ａ 常勤（週 35 時間以上で継続して労働するもの）する場合は資金の交付対象にはできま

せんが、おおむね年間 1,200 時間以上の研修に支障のない範囲での短時間のパートやアル

バイトなど従事しても構いません。 

 

ＱＱ  研研修修先先のの農農家家がが研研修修生生にに「「研研修修手手当当」」をを支支払払ううここととがが可可能能かか。。ままたた、、市市町町村村ややＪＪＡＡがが独独

自自にに支支援援すするるここととはは可可能能かか。。  

Ａ 研修先の農家と研修生との取り決めにより、「研修手当」を支払うことは可能ですが、

研修と労働との線引きが不明確にならないよう注意する必要があります。 

また、市町村等が独自に支援することも可能です。 

  

ＱＱ  新新たたにに交交付付対対象象者者ににななるる要要件件ととししてて、、前前年年のの世世帯帯全全体体のの所所得得がが 660000 万万円円以以下下ででああるる者者

ととななっってていいるるがが、、事事業業取取扱扱要要領領第第２２条条のの９９ににおおいいてて、、660000 万万円円をを超超過過すするる場場合合ででああっっててもも、、

生生活活費費のの確確保保のの観観点点かからら支支援援対対象象ととすすべべきき切切実実なな事事情情ががああるるここととをを交交付付主主体体がが認認めめるる場場

合合はは採採択択をを可可能能ととすするるととああるるがが、、どどののよよううなな場場合合がが想想定定さされれるるかか。。  

Ａ 前年の世帯全体（本人のほか同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当）

の所得が 600 万円を超えているにもかかわらず、交付が必要な場合として、前職を離職し

て収入がない場合や、同一世帯人数が多く生活費に余裕がない場合等、生活費確保の観点

から支援対象とすべき切実な事情について、理由書及び当該理由を証明できる書類（別添

7－1）を添付願います。 

  提出された書類をもとに、審査会において切実な事情に該当するか否かを判断します。 

 

ＱＱ  傷傷害害保保険険のの契契約約者者はは、、研研修修先先ででももよよいいかか。。  

Ａ 研修者が保障される内容であればかまいません。 

  

ＱＱ  令令和和７７年年度度以以降降のの交交付付対対象象者者はは、、交交付付期期間間内内にに農農業業経経営営人人材材育育成成研研修修ププロロググララムム（（農農水水

省省作作製製ののオオンンラライインン研研修修ププロロググララムム））をを受受講講しし、、修修了了すするるがが義義務務づづけけらられれてていいるるがが、、未未受受

講講のの場場合合ははどどううななるるかか。。  

Ａ 交付要件の一つに位置付けられていることから、満たさなかった場合、事業取扱要領第

11 条（２）のケのとおり、虚偽の申請に該当し、全額返還となります。 

  そのため、交付対象者ごとに交付期間内に本研修を修了し、修了証書を提出願います。 

  また、令和７年度以前からの継続者については、要綱上の強制力はないものの、当該規

定は交付対象者の経営力向上を図ることを目的としたものであることから、特段の事情が

ない限り受講願います。 

  

ＱＱ  就就農農状状況況確確認認期期間間ととはは何何かか。。  

Ａ 就農後、資金交付期間の 1.5 倍又は２年間のいずれか長い期間（就農中断した場合は実

際に就農していた通算期間で判断）を就農状況確認期間といい、この期間において就農を

継続しない、就農状況報告等の各種報告を行わないなどの場合は交付金の返還となります。 
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ＱＱ  継継続続研研修修のの考考ええ方方はは。。  

Ａ 継続研修は準備型受給終了後、引き続き就農に向けてより高度な技術、知識等を習得す

るための研修等を行う場合に、継続研修計画（別紙様式第 10 号）を申請し、公社は事業

審査会での承認を得て認可することとなります。 

  なお、継続研修は準備型受給終了後、原則１か月以内に開始するものとし、その期間は

原則４年以内となります。 

 

ＱＱ  夫夫婦婦でで準準備備型型のの交交付付をを受受けけ、、研研修修終終了了後後にに夫夫婦婦でで独独立立・・自自営営就就農農ししたた場場合合、、経経営営主主ののパパ

ーートトナナーーのの扱扱いいははどどううななるるののかか。。  

Ａ 準備型の交付を受けていた者が夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合は返還

の対象にはなりません。 

  ❶夫婦が共同経営者であることが規定されている家族経営協定を締結していること。 

❷主要な経営資産を夫婦で共に所有又は借りていること。 

❸当該農業経営から生じる損益が夫婦それぞれに帰属すること。 

 

ＱＱ  農農業業法法人人にに就就職職ししたたがが、、農農業業部部門門以以外外にに配配属属さされれたた場場合合はは返返還還のの対対象象ににななるるののかか。。ままたた、、

雇雇用用就就農農のの場場合合、、就就職職先先はは農農業業法法人人ののみみがが対対象象ななののかか。。  

Ａ 法人で生産した農畜産物を使った加工品製造、直接販売、レストラン等、農業に従事し

ていれば返還の必要はありません。 

また、就職先は個人農家も対象となるほか、酪農ヘルパー組合やコントラクター組織等

の農業サービス事業体であっても、年間を通じて農業生産活動を行う事業体に就職して頂

ければ問題ありません。しかし、人工授精師は仕事内容が限定的であり、農業生産活動を

行っているとは言えないため、認められません。 

 

ＱＱ  毎毎年年国国のの実実施施要要綱綱がが改改正正さされれてていいるるがが、、様様式式等等はは最最新新ののももののをを使使ううののかか。。  

Ａ 研修生が採択された年度の実施要綱等を適用するため、採択年度の様式等を使用するこ

ととなりますが、新しい様式等の方が情報量も多く、また実務上の都合から新しい様式で

の提出があった場合でも受理することとしています。 

 

ＱＱ  資資金金をを返返還還すするる場場合合、、どどののよよううなな手手続続ききがが必必要要かか。。  

Ａ 返還申請書を公社に提出して下さい。その後、公社から市町村段階を経由して対象者に

返還額、支払期日、支払口座を記載した返還決定通知書を送付いたしますので、通知書に

記載された期日までに支払うよう指導をお願いいたします。 

  なお、雇用就農した方が離農した場合については、公社が直接対応する場合もあります。 

 

ＱＱ  交交付付対対象象者者がが研研修修期期間間ももししくくはは就就農農状状況況確確認認期期間間ににおおいいてて、、病病気気やや災災害害等等にによよりり研研修修

中中止止やや離離農農ししたた場場合合のの資資金金返返還還ははどどううななるるかか？？  

Ａ 事業取扱要領第 12 条にあるとおり、病気、災害等のやむを得ない事情に該当する場合

は、返還免除申請書（別紙様式 18 号）および診断書、罹災証明書などの関連資料を添付

の上、提出願います。 

  提出された書類等をもとに返還免除に該当するかどうかを公社で判断いたします。 
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ＱＱ  継継続続研研修修のの考考ええ方方はは。。  

Ａ 継続研修は準備型受給終了後、引き続き就農に向けてより高度な技術、知識等を習得す

るための研修等を行う場合に、継続研修計画（別紙様式第 10 号）を申請し、公社は事業

審査会での承認を得て認可することとなります。 

  なお、継続研修は準備型受給終了後、原則１か月以内に開始するものとし、その期間は

原則４年以内となります。 

 

ＱＱ  夫夫婦婦でで準準備備型型のの交交付付をを受受けけ、、研研修修終終了了後後にに夫夫婦婦でで独独立立・・自自営営就就農農ししたた場場合合、、経経営営主主ののパパ

ーートトナナーーのの扱扱いいははどどううななるるののかか。。  

Ａ 準備型の交付を受けていた者が夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合は返還

の対象にはなりません。 

  ❶夫婦が共同経営者であることが規定されている家族経営協定を締結していること。 

❷主要な経営資産を夫婦で共に所有又は借りていること。 

❸当該農業経営から生じる損益が夫婦それぞれに帰属すること。 

 

ＱＱ  農農業業法法人人にに就就職職ししたたがが、、農農業業部部門門以以外外にに配配属属さされれたた場場合合はは返返還還のの対対象象ににななるるののかか。。ままたた、、

雇雇用用就就農農のの場場合合、、就就職職先先はは農農業業法法人人ののみみがが対対象象ななののかか。。  

Ａ 法人で生産した農畜産物を使った加工品製造、直接販売、レストラン等、農業に従事し

ていれば返還の必要はありません。 

また、就職先は個人農家も対象となるほか、酪農ヘルパー組合やコントラクター組織等

の農業サービス事業体であっても、年間を通じて農業生産活動を行う事業体に就職して頂

ければ問題ありません。しかし、人工授精師は仕事内容が限定的であり、農業生産活動を

行っているとは言えないため、認められません。 

 

ＱＱ  毎毎年年国国のの実実施施要要綱綱がが改改正正さされれてていいるるがが、、様様式式等等はは最最新新ののももののをを使使ううののかか。。  

Ａ 研修生が採択された年度の実施要綱等を適用するため、採択年度の様式等を使用するこ

ととなりますが、新しい様式等の方が情報量も多く、また実務上の都合から新しい様式で

の提出があった場合でも受理することとしています。 

 

ＱＱ  資資金金をを返返還還すするる場場合合、、どどののよよううなな手手続続ききがが必必要要かか。。  

Ａ 返還申請書を公社に提出して下さい。その後、公社から市町村段階を経由して対象者に

返還額、支払期日、支払口座を記載した返還決定通知書を送付いたしますので、通知書に

記載された期日までに支払うよう指導をお願いいたします。 

  なお、雇用就農した方が離農した場合については、公社が直接対応する場合もあります。 

 

ＱＱ  交交付付対対象象者者がが研研修修期期間間ももししくくはは就就農農状状況況確確認認期期間間ににおおいいてて、、病病気気やや災災害害等等にによよりり研研修修

中中止止やや離離農農ししたた場場合合のの資資金金返返還還ははどどううななるるかか？？  

Ａ 事業取扱要領第 12 条にあるとおり、病気、災害等のやむを得ない事情に該当する場合

は、返還免除申請書（別紙様式 18 号）および診断書、罹災証明書などの関連資料を添付

の上、提出願います。 

  提出された書類等をもとに返還免除に該当するかどうかを公社で判断いたします。 

農業経営相談室資料
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令
和
７
年
度

農
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経
営
相
談
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状
況
に
つ
い
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８
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７
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５
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①
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%
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上
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令
和
７
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③
経
営
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別
の
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況
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%

11
% 個個
人人
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)
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遣
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個
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支
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よ
り
、
地
域
農
業
の
課
題
解
決
を
支
援
し
ま
す
。
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北北海海道道６６次次産産業業化化ササポポーートト事事業業のの推推進進ににつついいてて  

  

１１  ササポポーートトセセンンタターーのの開開設設  

      令令和和３３年年度度よよりり道道かからら「「北北海海道道６６次次産産業業化化ササポポーートト事事業業」」をを受受託託しし、、付付加加

価価値値のの増増加加にに取取りり組組むむ道道内内農農業業者者等等にに対対しし、、窓窓口口相相談談やや現現地地指指導導にによよるる支支

援援をを行行っってていいまますす。。  

  

      今今年年度度はは、、すすででにに『『北北海海道道６６次次産産業業化化ササポポーートトセセンンタターー』』をを４４月月１１５５日日かか

らら開開設設ししてておおりり、、農農業業者者等等かかららのの相相談談・・質質問問等等にに対対しし専専門門家家のの「「企企画画推推進進

員員」」がが対対応応ししてておおりりまますすののでで、、おお気気軽軽にに連連絡絡（（電電話話・・メメーールル・・FFAAXX 等等））ししてて

くくだだささいい。。  

【【→→  別別添添１１】】  

      

２２  支支援援対対象象候候補補者者のの公公募募  

      特特にに、、商商品品のの生生産産とと販販売売をを具具体体化化ししよよううととすするる農農業業者者等等にに対対ししててはは、、支支

援援対対象象候候補補者者のの公公募募をを行行いい、、応応募募者者のの中中かからら審審査査をを経経てて「「支支援援対対象象者者」」ととしし

てて選選定定ししまますす。。  

  

          ◎◎公公募募期期間間：：55 月月 2288 日日（（木木））～～８８月月４４日日（（火火））午午後後 55 時時ままでで  

  

      選選定定さされれたた支支援援対対象象者者のの方方々々ににはは、、企企画画推推進進員員がが作作成成すするる支支援援計計画画ののもも

とと、、生生産産・・加加工工技技術術やや流流通通販販売売等等のの専専門門的的知知識識・・技技能能をを有有すするる「「地地域域ププラランン

ナナーー」」をを現現地地にに派派遣遣すするるななどど、、計計画画のの実実現現をを支支援援ししてていいまますす。。  

      ななおお、、支支援援対対象象者者のの方方々々ににおおいいててはは、、そそううししたた現現地地派派遣遣にに伴伴うう費費用用負負担担

ははあありりまませせんん。。  

【【→→  別別添添２２】】  

  

３３  連連  絡絡  先先  

      北北海海道道６６次次産産業業化化ササポポーートトセセンンタターー（（北北海海道道農農業業公公社社担担いい手手本本部部内内））  

                      事事務務局局：：  坂坂  上上      電電話話（（００１１１１））５５２２２２－－５５６６７７１１                                                        

                                        FFAAXX（（００１１１１））２２７７１１－－３３７７７７６６                                                                            

                                    EE--mmaaiill：：rrookkuussaappoo@@aaddhhookkkkaaiiddoo..oorr..jjpp  

      ﾎﾎｰーﾑﾑﾍﾍﾟ゚ｰーｼｼﾞ゙：：hhttttppss::////wwwwww..aaddhhookkkkaaiiddoo..oorr..jjpp//ttoorriikkuummii//nniinnaaiittee//ssoouuddaann//  
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北海道６次産業化サポート事業支援対象候補者公募要領 

 

公益財団法人北海道農業公社 

 

公益財団法人北海道農業公社（以下「公社」という。）は、令和8年度北海道６次産業化サポート事

業の実施により、生産・加工技術やマーケティング等に精通した地域プランナーを派遣することで、６

次産業化等に取り組む農業者等の経営改善を支援するため、次のとおり支援希望者を募集します。 

 

記 

 

１ 支援の目的 

農業を主体とする６次産業化等に取り組む農業者等の経営全体の付加価値額（経常利益＋人件費＋減

価償却費の合計金額をいう。）を増加するための経営や組織運営の改善方策等（以下「経営改善戦略」

という。）の作成及び実行を支援します。 

 

２ 支援対象候補者の資格要件 

本事業による支援の対象者は、６次産業化等に取り組む農業者等であって、次に掲げる全ての要件を

満たす者とします 

(1) 支援実施後自ら定めた期間（支援開始から3～5年まで）の経営改善目標を自ら掲げる者。ただし、

募集段階では、定性的な目標でも可能とする。 

(2) 支援実施年度の翌年度以降自ら定めた期間の間毎年、経営状況報告書（別記様式第３－１号）及び

経営改善状況調書（別記様式第３－２号）を作成し、北海道６次産業化サポートセンター（以下「サ

ポートセンター」という。）に提出することにあらかじめ同意する者であること。 

(3) 対象者は、法人事業者及び付加価値額を算出することが可能な会計を実施している個人事業者とす

る。 

(4) 支援に必要な財務諸表等の経営資料の提供が可能であること。 

 

３  支援対象者への支援内容 

サポートセンターの企画推進員がコーディネートを行い、様々な分野の専門的な知識、経験を有する

６次産業化地域プランナー等が、６次産業化等に取り組む農業者等に対し助言、指導等を行うととも

に、以下の必要項目をまとめた経営改善戦略の作成及び実行を支援します。 

 

(1) 現状の課題整理及び６次産業化等の取組に向けたビジョン策定 

(2) ６次産業化等の取組に係る生産性向上のための改善 

(3) ６次産業化等に係るマーケティング戦略分野の課題 

(4) 人材育成、知的財産管理、食品衛生管理等の各種専門分野の課題 

(5) 経営改善戦略のための自ら定めた期間の年次計画 

 

４ 経費負担 

農業者等の支援対象者においては、地域プランナー等の派遣に係る経費負担はありません。 

 

５ 申請方法 

(1)提出を要する申請書類 

以下の申請書類をサポートセンターへ郵送により提出してください。 

➀ 北海道６次産業化サポート事業支援申請書 （別記様式第１－１号） 

② 申込者調書（別記様式第１－２号） 

③ 宣誓書（別記様式第２－１号） 

④ 承諾書（別記様式第２－２号） 

⑤ 添付資料 

ア 農業経営等を行う法人の場合 

（ア）履歴事項全部証明書 

（イ）直近３期分の決算報告書（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表。以下 

同じ。）の写し 

イ 農業経営等を行う個人の場合 

（ア）直近３年分の所得税の確定申告書の写し 

ウ 農業者等が組織する団体の場合 

（ア）直近の通常総会議案書等 

（イ）履歴事項全部証明書 

（ウ）構成員に課税されている場合には、直近３年分の各構成員の所得税の確定申告書の写し。団 

体に課税されている場合には、直近３期分の決算報告書の写し 

（２）申請書類の提出に当たっての注意事項 

① 申請書類は、様式に沿って作成してください。 

② 申請書類の作成及び提出に要する費用は、申請者の負担となります。 

③ 提出後の申請書類については、決定、不決定に関わらず返却はいたしませんので、了承願 

います。 

④ 提出された申請書類については、秘密保持には十分配慮するものとし、審査以外には無断 

で使用いたしません。 

 

６ 募集期間 

令和8年5月28日（木）から令和8年8月4日（火）午後5時まで 

 

７ 締め切り 

   第1次 令和8年6月19日（金） 

   第2次 令和8年7月10日（金） 

   第3次 令和8年8月4日 （火） 

 

８ 選定方法 

(1) 書類確認等 

➀ 期限までに提出された申請書類については、受付機関において記載内容及び必要書類につ 

いて確認します。 

② サポートセンターの企画推進員が、提出された書類について詳細な内容を確認するため、 

申請者に対し面談等による調査を実施します。 

③ 別紙様式第１－２号については、上記の面談等により、内容を補足します。 

(2) 審査 

センターが別に定めるところにより設置する地域支援検証委員会（以下「地域委員会」とい 

う。）を開催し、支援対象候補者の審査を行い、支援対象者を選定します。 

(3) 支援対象予定者数 

9者程度  予定者数に達した場合、以後の募集は停止することとしております。 

(4) 審査の主な基準 

次に掲げる事項について総合的に判断し、支援対象者に決定します。 
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北海道６次産業化サポート事業支援対象候補者公募要領 

 

公益財団法人北海道農業公社 

 

公益財団法人北海道農業公社（以下「公社」という。）は、令和8年度北海道６次産業化サポート事

業の実施により、生産・加工技術やマーケティング等に精通した地域プランナーを派遣することで、６

次産業化等に取り組む農業者等の経営改善を支援するため、次のとおり支援希望者を募集します。 

 

記 

 

１ 支援の目的 

農業を主体とする６次産業化等に取り組む農業者等の経営全体の付加価値額（経常利益＋人件費＋減

価償却費の合計金額をいう。）を増加するための経営や組織運営の改善方策等（以下「経営改善戦略」

という。）の作成及び実行を支援します。 

 

２ 支援対象候補者の資格要件 

本事業による支援の対象者は、６次産業化等に取り組む農業者等であって、次に掲げる全ての要件を

満たす者とします 

(1) 支援実施後自ら定めた期間（支援開始から3～5年まで）の経営改善目標を自ら掲げる者。ただし、

募集段階では、定性的な目標でも可能とする。 

(2) 支援実施年度の翌年度以降自ら定めた期間の間毎年、経営状況報告書（別記様式第３－１号）及び

経営改善状況調書（別記様式第３－２号）を作成し、北海道６次産業化サポートセンター（以下「サ

ポートセンター」という。）に提出することにあらかじめ同意する者であること。 

(3) 対象者は、法人事業者及び付加価値額を算出することが可能な会計を実施している個人事業者とす

る。 

(4) 支援に必要な財務諸表等の経営資料の提供が可能であること。 

 

３  支援対象者への支援内容 

サポートセンターの企画推進員がコーディネートを行い、様々な分野の専門的な知識、経験を有する

６次産業化地域プランナー等が、６次産業化等に取り組む農業者等に対し助言、指導等を行うととも

に、以下の必要項目をまとめた経営改善戦略の作成及び実行を支援します。 

 

(1) 現状の課題整理及び６次産業化等の取組に向けたビジョン策定 

(2) ６次産業化等の取組に係る生産性向上のための改善 

(3) ６次産業化等に係るマーケティング戦略分野の課題 

(4) 人材育成、知的財産管理、食品衛生管理等の各種専門分野の課題 

(5) 経営改善戦略のための自ら定めた期間の年次計画 

 

４ 経費負担 

農業者等の支援対象者においては、地域プランナー等の派遣に係る経費負担はありません。 

 

５ 申請方法 

(1)提出を要する申請書類 

以下の申請書類をサポートセンターへ郵送により提出してください。 

➀ 北海道６次産業化サポート事業支援申請書 （別記様式第１－１号） 

② 申込者調書（別記様式第１－２号） 

③ 宣誓書（別記様式第２－１号） 

④ 承諾書（別記様式第２－２号） 

⑤ 添付資料 

ア 農業経営等を行う法人の場合 

（ア）履歴事項全部証明書 

（イ）直近３期分の決算報告書（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表。以下 

同じ。）の写し 

イ 農業経営等を行う個人の場合 

（ア）直近３年分の所得税の確定申告書の写し 

ウ 農業者等が組織する団体の場合 

（ア）直近の通常総会議案書等 

（イ）履歴事項全部証明書 

（ウ）構成員に課税されている場合には、直近３年分の各構成員の所得税の確定申告書の写し。団 

体に課税されている場合には、直近３期分の決算報告書の写し 

（２）申請書類の提出に当たっての注意事項 

① 申請書類は、様式に沿って作成してください。 

② 申請書類の作成及び提出に要する費用は、申請者の負担となります。 

③ 提出後の申請書類については、決定、不決定に関わらず返却はいたしませんので、了承願 

います。 

④ 提出された申請書類については、秘密保持には十分配慮するものとし、審査以外には無断 

で使用いたしません。 

 

６ 募集期間 

令和8年5月28日（木）から令和8年8月4日（火）午後5時まで 

 

７ 締め切り 

   第1次 令和8年6月19日（金） 

   第2次 令和8年7月10日（金） 

   第3次 令和8年8月4日 （火） 

 

８ 選定方法 

(1) 書類確認等 

➀ 期限までに提出された申請書類については、受付機関において記載内容及び必要書類につ 

いて確認します。 

② サポートセンターの企画推進員が、提出された書類について詳細な内容を確認するため、 

申請者に対し面談等による調査を実施します。 

③ 別紙様式第１－２号については、上記の面談等により、内容を補足します。 

(2) 審査 

センターが別に定めるところにより設置する地域支援検証委員会（以下「地域委員会」とい 

う。）を開催し、支援対象候補者の審査を行い、支援対象者を選定します。 

(3) 支援対象予定者数 

9者程度  予定者数に達した場合、以後の募集は停止することとしております。 

(4) 審査の主な基準 

次に掲げる事項について総合的に判断し、支援対象者に決定します。 
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(5) 審査結果 

支援対象候補者の審査後 、申請者全員に対して、速やかに決定又は不決定の結果を通知しま 

す。 

 

９ 申請書類の郵送先、問い合わせ先 

〒０６０－０００５ 札幌市中央区北５条西６丁目１-２３  

  公益財団法人北海道農業公社 担い手本部農業経営相談室 坂上 行 

 

    ＴＥＬ：０１１－５２２－５６７１    ＦＡＸ：０１１－２７１－３７７６ 

 

 

 

※ 上記の各様式については、この公募要領とともに農業公社ホームページに掲載しております。  

    https://www.adhokkaido.or.jp/torikumi/ninaite/soudan/6jisangyo_shientaisho.html 

 

 

 

評価項目 評価事項 

ア 事業実施の確実性 ☞ 事業構想の遂行に十分な意欲や能力があるか。 

☞ 財務状況等は、事業遂行に当たって問題ないか。 

☞ 事業実施における課題認識、対応、時間軸が明確か。 

☞ 団体又は他の事業者との連携により事業を実施する場合、

役割分担は妥当か。 

イ 事業構想内容の妥当性 

 

☞ 事業の内容・目的がある程度具体性があるか 。 

☞ 経営規模に見合った事業規模となっているか。 

ウ 事業の収益性 ☞ 事業構想上、付加価値額の増加が見込めるか。 
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円
以
下
で
あ
る
こと

①
適
切
な
研
修
を
行
って

い
な
い
場
合
等
は
、交

付
停
止
とな

りま
す
。

②
以
下
の
場
合
は
返
還
とな

りま
す
。

・研
修
終
了
後
１
年
以
内
に
49
歳
以
下
で
就
農
しな

か
った

場
合

・就
農
後
、交

付
期
間
の
1.
5倍

（
最
低
2年

間
）
の
期
間
、農

業
を
継
続
しな

い
場
合

等

①
以
下
の
場
合
は
、交

付
停
止
とな

りま
す
。

・原
則
、前

年
の
世
帯
所
得
が
60
0万

円
を
超
え
た
場
合

・適
切
な
経
営
を
行
って

い
な
い
場
合

等
②

交
付
期
間
終
了
後
、交

付
期
間
と同

期
間
以
上
、同

程
度
の
営
農
を
継
続
しな

か
った

場
合
等
は
、返

還
とな

りま
す
。

令
和
８
年
度
予
算
額

10
,4
27
百
万
円
（
前
年
度
10
,7
48
百
万
円
）
の
内
数
）

〔令
和
７
年
度
補
正
予
算
額

5,
41
6百

万
円
の
内
数
〕
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＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

＜
事
業
の
内
容
＞

新
規
就
農
者
育
成
総
合
対
策
の
うち

経
営
発
展
支
援
事
業

＜
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
＞

新
規
就
農
者
に
対
す
る
経
営
発
展
の
た
め
の
機
械
・施

設
の
導
入
等
を
都
道
府
県
と連

携
し
て
親
元
就
農
も
含
め
て
支
援
しま

す
。

＜
事
業
目
標
＞

農
業
分
野
に
お
け
る
生
産
年
齢
人
口
の
うち

49
歳
以
下
の
シ
ェア
を
全
産
業
並
み
に
引
上
げ

［
お
問
い
合
わ
せ
先
］
経
営
局
就
農
・女

性
課
（
03
-3
50
2-
64
69
）

主
な
交
付
要
件
:

＜
通
常
枠
＞

１
独
立
・自

営
就
農
す
る
認
定
新
規
就
農
者
で
あ
る
こと
（
令
和
７
年
度
以
降
が
対
象
）

２
経
営
開
始
５
年
目
ま
で
に
農
業
で
生
計
が
成
り立

つ
実
現
可
能
な
計
画
で
あ
る
こと

※
親
元
就
農
者
の
場
合
は
、継

承
す
る
農
業
経
営
に
従
事
し
て
か
ら
５
年
以
内
に

継
承
し、
継
承
す
る
経
営
を
発
展
させ

る
計
画
（
売
上
１
割
増
等
）
で
あ
る
こと

３
目
標
地
図
に
位
置
付
け
られ

、若
しく
は
位
置
付
け
られ

る
こと
が
確
実
と見

込
ま
れ
る
こと
、又

は
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら農

地
を
借
り受

け
て
い
る
こと

４
機
械
・施

設
の
取
得
費
用
等
(本

人
負
担
分
)に
つ
い
て
、金

融
機
関
か
ら融

資
を
受
け
て
い
る
こと

＜
特
別
枠
（
地
域
計
画
早
期
実
現
支
援
枠
）
＞

１
将
来
像
が
明
確
化
さ
れ
た
地
域
計
画
※
若
しく
は
目
標
集
積
率
が
現
状
集
積
率
を
上
回
って

い
る
地
域
計
画
に
位
置
付
け
られ

、又
は
位
置
付
け
られ

る
こと
が
確
実
と見

込
ま
れ
る
こと

※
地
域
計
画
に
掲
げ
られ

た
農
地
の
目
標
集
積
率
が
高
い
(８

割
以
上
等
)地

域
２

令
和
５
年
度
以
降
に
農
業
経
営
を
開
始
した

個
人
・法

人
で
あ
る
こと

３
青
色
申
告
を
行
うこ
と

４
機
械
・施

設
の
取
得
費
用
等
(本

人
負
担
分
)に
つ
い
て
、金

融
機
関
か
ら融

資
を
受
け
て
い
る
こと

５
経
営
開
始
資
金
との

併
用
は
不
可

国

新
規
就
農
者都
道
府
県

新
規
就
農
者
の
確
保
目
標
や
サ
ポ
ー
ト内

容
等
を
定
め
た
方
針
を
作
成

市
町
村
（
取
組
主
体
）

事
業
計
画
の
作
成
へ
の
助
言
及
び
指
導
、助

成
金
の
交
付

等

都
道
府
県
支
援
分
＋

国
支
援
分

＜
事
業
の
流
れ
＞

国
全
国
農
業
委
員
会

ネ
ット
ワ
ー
ク機

構
都
道
府
県

定
額

新
規
就
農
者

都
道
府
県
支
援
分
＋

国
支
援
分

市
町
村

都
道
府
県
支
援
分
の

２
倍
を
国
が
支
援

就
農
後
の
経
営
発
展
の
た
め
に
、都

道
府
県
が
新
規
就
農
者
の
初
期
投
資
の
取
組
に

対
して

支
援
す
る
場
合
、都

道
府
県
支
援
分
の
２
倍
を
国
が
支
援
しま

す
。

※
取
組
計
画
に
応
じた

事
業
採
択
方
式

＜
通
常
枠
＞

対
象
者
:
49
歳
以
下
の
認
定
新
規
就
農
者

支
援
内
容
:
機
械
・施

設
等
の
導
入
（
機
械
・施

設
、家

畜
導
入
、果

樹
・茶

の
新

植
・改

植
、機

械
リー
ス
等
が
対
象
）

支
援
額
:
国
費
上
限
50
0万

円
（
経
営
開
始
資
金
の
交
付
対
象
者
は
上
限
25
0万

円
）

補
助
率
:
国
の
補
助
上
限
1/
2

※
都
道
府
県
支
援
分
の
２
倍
を
国
が
支
援

＜
特
別
枠
（
地
域
計
画
早
期
実
現
支
援
枠
）
＞

対
象
者
:
49
歳
以
下
の
認
定
新
規
就
農
者
、認

定
農
業
者

支
援
内
容
:
①

機
械
・施

設
等
の
修
繕
・移

設
・撤

去
等
の
経
営
資
源
の
有
効

利
用
や
、法

人
化
、専

門
家
活
用
等
の
円
滑
な
経
営
移
譲
に
向
け

た
取
組

②
機
械
・施

設
等
の
導
入

支
援
額
:
国
費
上
限
60
0万

円
（
①
と②

の
合
計
）

補
助
率
:
①
国
の
補
助
上
限
1/
3

②
国
の
補
助
上
限
1/
2

※
都
道
府
県
支
援
分
の
２
倍
を
国
が
支
援

令
和
８
年
度
予
算
額

10
,4
27
百
万
円
（
前
年
度
10
,7
48
百
万
円
）
の
内
数
）

〔令
和
７
年
度
補
正
予
算
額

5,
41
6百

万
円
の
内
数
〕
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＜
事
業
の
内
容
＞

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

早
期
の
経
営
発
展
を目

指
し、
意
欲
的
に
取
り組

む
新
規
就
農
者
に
対
し、
農
業
用
機
械
・施

設
の
導
入
等
の
取
組
を
支
援
しま
す
。

＜
主
な
要
件
＞

〇
青
年
等
就
農
計
画
の
認
定
を受

け
て
い
る
こと

〇
地
域
計
画
の
うち
目
標
地
図
に
位
置
付
け
られ
、又

は
位
置
付
け
られ
る
こと
が
確
実
と見

込
ま

れ
る
こと

〇
導
入
す
る
農
業
用
機
械
等
に
つ
い
て
、園

芸
施
設
共
済
、農

機
具
共
済
の
加
入
等
を行

うこ
と

〇
経
営
開
始
資
金
との
同
時
受
給
は
不
可
（
資
金
受
給
終
了
後
は
活
用
可
能
）

＜
成
果
目
標
（
事
業
実
施
年
度
の
翌
々
年
度
の
目
標
）
＞

以
下
の
うち
、い
ず
れ
か
１
つ
の
成
果
目
標
を
選
択
して
取
り組

む
必
要
が
あ
りま
す
。

〇
経
営
面
積
の
３
割
以
上
の
拡
大

〇
付
加
価
値
額
１
割
以
上
の
拡
大
（
付
加
価
値
額

 =
 収
入
総
額

 –
費
用
総
額

 +
 人
件
費
）

〇
労
働
生
産
性
３
％
以
上
の
向
上
（
労
働
生
産
性

 =
 付
加
価
値
額

 ÷
総
労
働
時
間
（
又
は
労
働
人
数
）
）

地
域
農
業
構
造
転
換
支
援
対
策
の
うち

 新
規
就
農
者
チ
ャレ
ン
ジ
事
業

＜
対
策
の
ポ
イ
ン
ト＞

地
域
農
業
の
構
造
転
換
に
向
け
て
、新

規
就
農
者
が
早
期
に
経
営
発
展
す
る
た
め
に
必
要
な
農
業
用
機
械
・施

設
の
導
入
等
の
取
組
を
支
援
しま
す
。

＜
事
業
目
標
＞
［

20
30
年
まで
］

○
担
い
手
へ
の
農
地
集
積
率

 ７
割

○
販
売
金
額
に
占
め
る
担
い
手
の
シ
ェア

 ９
割

国
全
国
農
業
委
員
会

ネ
ット
ワ
ー
ク機

構
都
道
府
県

3/
10
、定

額

＜
事
業
の
流
れ
＞

市
町
村

新
規
就
農
者

定
額

定
額

定
額

【対
象
者
】

認
定
新
規
就
農
者
（
独
立
・自

営
就
農
時
の
年
齢
が

65
歳
未
満
）

【対
象
とな

る
取
組
】

○
農
業
用
機
械
・施
設
の
改
良
又
は
取
得
（
中
古
含
む
）

○
農
業
用
機
械
・施
設
等
の
修
繕
・移
設
・撤
去

○
家
畜
の
導
入

○
果
樹
・茶
の
新
植
・改
植

○
農
業
用
機
械
の
リー
ス
導
入

な
ど

【支
援
額
】

国
費
上
限
：
個
人

1,
50

0万
円

法
人

3,
00

0万
円

【補
助
率
】

購
入
：

3/
10
以
内

リー
ス
：
定
額
（
取
得
額
相
当
の

3/
7）

機
械
・施
設
、家

畜
、苗

木
等
の
購
入
費

機
械
・施

設
等
の
導
入

機
械
・施
設
等
の
修
繕
・移
設
・撤
去
費

経
営
資
源
の
有
効
利
用

農
業
用
機
械
の
リー
ス
費

農
業
用
機
械
の
リー

ス

（
対
象
地
区
）

営
農
地
が
属
す
る
地
域
計
画
が
、以

下
の
①
若
しく
は
②
の
要
件
を満

た
して
い
る
、又

は
、地

域
計
画
の
ブラ
ッシ
ュア
ップ
を行

い
、事

業
実
施
年
度
の
翌
年
度
ま
で
に
要
件
を満

た
す
こと
が

確
実
で
あ
る
必
要
が
あ
りま
す
。

①
地
域
計
画
の
目
標
集
積
率
が
６
割
以
上
（
都
府
県
の
中
山
間
地
域
は
５
割
以
上
）

②
目
標
集
積
率
が
現
状
集
積
率
よ
り1

0ポ
イ
ン
ト以

上
増
加
す
る

【令
和
８
年
度
予
算
額

 2
,9

20
百
万
円
の
内
数
】

〔令
和
７
年
度
補
正
予
算
額

12
,8

56
百
万
円
の
内
数
〕

−96−



＜
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
＞

地
域
計
画
の
策
定
に
よ
り明

らか
に
な
った

受
け
手
の
い
な
い
農
地
に
円
滑
に
新
規
就
農
者
を
誘
致
す
る
た
め
、関

連
事
業
と連

携
し、
地
域
の
関
係
機
関
に
よ
る
誘
致
体
制
の
整

備
や
、技

術
習
得
の
た
め
の
研
修
農
場
の
整
備
、就

農
前
後
の
方
に
対
す
る
ト
ー
タ
ル
サ
ポ
ー
ト
活
動
、就

農
に
適
し
た
農
地
の
整
備
等
を
一
体
的
に
支
援
しま

す
。

＜
事
業
目
標
＞

農
業
分
野
に
お
け
る
生
産
年
齢
人
口
の
うち

49
歳
以
下
の
シ
ェア
を
全
産
業
並
み
に
引
上
げ

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

＜
事
業
の
内
容
＞

１
．
新
規
就
農
者
の
誘
致
体
制
の
整
備

複
数
機
関
の
協
働
に
よ
る
効
果
的
な
誘
致
・支

援
体
制
の
構
築
、誘

致
の
実
践
、就

農
前
後

の
方
々
に
対
す
る
トー

タル
サ
ポ
ー
ト活

動
を
支
援
しま

す
。

研
修
農
場
の
整
備
又
は
農
地
整
備
等
関
連
事
業
と併

せ
て
実
施
す
る
場
合
:定

額
、上

限
30
0万

円
/地

区
上
記
以
外
の
場
合
:
定
額
、上

限
20
0万

円
/地

区
）

２
．
研
修
農
場
の
整
備

就
農
希
望
者
が
実
践
的
な
研
修
を
行
う研

修
農
場
に
必
要
な
農
業
用
機
械
・設

備
の
導
入
、

施
設
整
備
等
を
支
援
しま

す
。（

1/
2以

内
）

(農
地
整
備
等
関
連
事
業
)

•
遊
休
農
地
解
消
対
策
事
業

目
標
地
図
に
お
い
て
受
け
手
が
位
置
付
け
ら
れ
て
い
な
い
遊
休
農
地
に
つ
い
て
、農

地
バ
ン
ク

等
に
よ
る
簡
易
な
整
備
を
支
援

•
基
盤
整
備
事
業
（
農
地
耕
作
条
件
改
善
事
業
等
）

畦
畔
除
去
に
よ
る
区
画
拡
大
や
暗
渠
排
水
等
の
き
め
細
か
な
耕
作
条
件
の
改
善
へ
の
支
援
等

3.
（
関
連
事
業
）
【令

和
７
年
度
補
正
予
算
】

地
域
農
業
構
造
転
換
支
援
対
策
の
うち

ス
マ
ー
ト
農
業
研
修
教
育
環
境
整
備
事
業

〇
ス
マ
ー
ト農

業
技
術
を
導
入
した

実
践
的
な
研
修
農
場
の
整
備
や
そ
の
た
め
の
体
制
整
備
を
支
援

【補
助
率
:
体
制
整
備

定
額
（
上
限
30
0万

円
／
地
区
）
、研

修
農
場
の
整
備
1/
2以

内
】

〇
就
農
直
後
か
ら雇

用
に
よ
り農

業
経
営
を
発
展
させ

る
意
欲
と能

力
の
あ
る
経
営
体
モ
デ
ル
の
創
出
を

支
援

【補
助
率
:
定
額
（
補
助
上
限
7,
00
0万

円
／
地
区
）
】

＜
事
業
の
流
れ
＞

国
全
国
農
業
委
員
会

ネ
ット
ワ
ー
ク機

構
市
町
村
、

協
議
会
、

農
業
法
人
、J
A等

都
道

府
県

定
額
、1
/2

定
額
、1
/2

定
額
、1
/2

新
規
就
農
者
の
誘
致
体
制
の
整
備

新
規
就
農
者
育
成
総
合
対
策
の
うち

農
地
の
受
け
手
確
保
に
向
け
た
新
規
就
農
者
誘
致
環
境
整
備
事
業

［
お
問
い
合
わ
せ
先
］
経
営
局
就
農
・女

性
課
（
03
-6
74
4-
21
62
）

（
複
数
機
関
の
協
働
に
よ
る
効
果
的
な
誘
致
・支

援
体
制
の
構
築

強
化
）

コー
デ
ィネ
ー
タ設

置
、検

討
会
開
催
、先

進
地
視
察
、

マ
ニ
ュア

ル
整
備
等

（
誘
致
の
実
践
）

地
域
農
業
の
Ｐ
Ｒ
コン

テ
ン
ツ 作

成
、現

地
見
学
会
開
催

等

研
修
農
場
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用
に
供
す
る
農
地
又
は
就
農
に
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た
農
地
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整
備

遊
休
農
地
解
消
対
策
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業

／
基
盤
整
備
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業
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農
地
耕
作
条
件
改
善
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業
等
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新
規
就
農
者
参
入
促
進
計
画
」
を
作
成

・
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域
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進
体
制
や
、
新
規
就
農
者
の
現
状
と
目
標
、
農
地
の
状
況
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記
載

い
ず
れ
も
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施
す
る
場
合
は
優
先
的
に
採
択

農
業
用
機
械
・設

備
の
導
入
、農

業
用
ハ
ウ
ス
等
の
整
備

相
談
対
応
・指

導
・短

期
農
業
研
修
の
実
施

・就
農
相
談
員
の
設
置
又
は
地
域
の
先
輩
農
業
者
へ
の

依
頼
に
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り、
就
農
前
後
の
者
に
対
す
る
農
地
確
保
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資
金
調
達
、生

活
面
、技

術
面
等
に
つ
い
て
の

相
談
対
応
・指

導
等
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実
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（
就
農
前
後
の
者
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対
す
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ー
タ
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ポ
ー
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の
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施
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研
修
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場
の
整
備

令
和
８
年
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算
額
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,4
27
百
万
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前
年
度
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,7
48
百
万
円
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内
数
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令
和
７
年
度
補
正
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ス
マ
ー
ト農

業
技
術
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導
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研
修
農
場

の
整
備
や
、そ

の
た
め
の
体
制
整
備
を
支
援
。

市
町
村

農
業
者
・

農
業
法
人

都
道
府
県

普
及
組
織

JA

農
業
振
興

公
社

農
地
バ
ン
ク

農
業
委
員
会
・土

地
改
良
区
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令
和
７
年
度

北
海
道
農
業
次
世
代
人
材
投
資
事
業
等
交
付
実
績

１
準
備
型

準
備
型
交
付
対
象
者
の
研
修
先
は
、
北
海
道
立
農

業
大
学
校
が
1
2
％
、
各
地
域
で
研
修
を
行
っ
て
い
る

者
が
8
8
％
で
、
交
付
金
額
は
前
年
度
比
4
0
％
増
と

な
っ
て
い
ま
す
。
交
付
実
績
は
、
上
川
と
十
勝
管
内

で
全
体
の
3
9
％
を
占
め
て
い
ま
す
。

２
経
営
開
始
型

経
営
開
始
型
の
交
付
金
額
は
前
年
度
比
1
5
％
減

と
な
っ
て
い
ま
す
。
交
付
実
績
は
、
上
川
、
後
志
、
日

高
及
び
胆
振
管
内
で
全
体
の
5
2
％
を
占
め
て
い
ま

す
。

３
経
営
発
展
支
援
事
業

経
営
発
展
支
援
事
業
の
交
付
金
額
は
前
年
度
比

3
2
％
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。
交
付
実
績
は
、
上
川
と
石

狩
管
内
で
全
体
の
2
8
％
を
占
め
て
い
ま
す
。

事
業
内
容
は
作
業
機
械
の
導
入
が
大
半
を
占
め

て
い
ま
す
が
、
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
の
整
備
や
乳
用
牛

の
導
入
に
も
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
単
位
：
人
・
千
円
）

振
興
局
別
等

交
付
人
数

交
付
金
額

交
付
人
数

交
付
金
額

交
付
人
数

交
付
金
額

空
知

15
20
,6
25

41
53
,2
25

10
32
,9
73

石
狩

12
16
,8
75

38
46
,9
88

13
40
,8
33

後
志

9
11
,0
00

63
64
,1
25

15
35
,0
34

胆
振

9
12
,3
75

50
61
,2
00

12
30
,0
03

日
高

13
20
,2
50

60
62
,8
00

4
13
,1
22

渡
島

1
1,
50
0

21
23
,6
13

1
3,
75
0

檜
山

2
3,
00
0

8
8,
40
0

5
17
,4
12

上
川

22
31
,7
50

85
10
3,
82
5

14
46
,4
14

留
萌

0
0

6
6,
90
0

0
0

宗
谷

7
8,
75
0

12
12
,7
50

6
16
,1
25

オ
ホ
ー
ツ
ク

11
13
,6
25

26
33
,0
80

6
26
,9
05

十
勝

26
38
,1
25

46
49
,1
85

10
34
,4
02

釧
路

1
1,
50
0
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21
,9
00

2
4,
61
1

根
室

0
0

6
9,
75
0

2
7,
50
0

合
計

12
8

17
9,
37
5

48
0

55
7,
74
0

10
0

30
9,
08
4

準
備
型
等

経
営
開
始
型
等

北
海
道
農
業
次
世
代
人
材
投
資
事
業

北
海
道
経
営
発
展

支
援
事
業

事 務 連 絡

令和６年８月３０日

一般社団法人全国農業会議所農政・経営対策部

地方農政局経営・事業支援部経営支援課

北海道農政部生産振興局技術普及課

内閣府沖縄総合事務局農林水産部経営課

就農準備資金等事業担当者 殿

農林水産省経営局就農・女性課

経営専門官（就農支援グループ）

就農準備資金・経営開始資金における実施要綱に基づく手続きの徹底及び

交付情報等の登録について

日頃より新規就農の推進に御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金（農業次世代人材投資事

業等を含む。以下同じ。）においては、交付対象者は、定められた期限までに研修状況報

告や就農状況報告等の各種報告を行うこととされており、これを行わなかった場合、資

金の一部又は全部を返還しなければならないとされているところです。

しかしながら、今般、農業次世代人材投資事業において、研修状況報告や就農状況報

告等が実施要綱上定められた期限までに提出されず、全額返還となる事案が確認されま

した。（実施要綱第６の１（７）に規定する報告は、定められた期限までに提出しない場

合、原則全額返還となります。）

つきましては、就農準備資金・経営開始資金の交付主体及び交付対象者において、各

種報告の期限までの提出等、実施要綱に基づく手続きを徹底していただくよう、改めて

周知いただくとともに、交付主体においては、以下の対応をとっていただくようお願い

いたします。

１ 交付対象者の手続き状況の把握・管理

交付対象者が必要な手続きを実施しているか、確実に把握・管理するようお願いし

ます。なお、この度、交付主体における手続き状況の把握・管理に資するよう、別添

「就農準備資金・経営開始資金交付対象者の手続きチェックリスト」を新たに作成し

ましたので、ご活用ください。
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２ データベースへの交付情報等の登録

実施要綱において、交付主体は、交付対象者に係る交付情報等（就農状況報告や離

農報告等の各種手続きに係る情報等）を「就農準備資金・経営開始資金交付対象者デ

ータベース」に速やかに登録することとしています。当該データベースに登録された

交付情報等は、交付対象者の営農状況のフォローアップや資金の交付状況等の確認、

事業の検証等を行う上で極めて重要な情報です。交付主体におかれては、必要な情報

が登録されているか今一度確認するとともに、交付対象者から報告を受けた情報につ

いては速やかに登録するようお願いいたします。

北海道、地方農政局及び内閣府沖縄総合事務局の担当者の皆様におかれては、本件に

ついて、管内都府県及び市町村に対し、ご連絡いただきますようよろしくお願いしま

す。

【参考】新規就農者育成総合対策実施要綱（令和４年３月 日付け ３経営第 号

農林水産事務次官依命通知）（別記２）就農準備資金・経営開始資金 抜粋

第５ 就農準備資金及び経営開始資金の交付要件等

１ 就農準備資金

（３）次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、交付主体は就農準備資金の交付

を停止する。

エ 第６の１の（４）の研修状況報告を定められた期間内に行わなかった場合

（４）次に掲げる事項に該当する場合は交付対象者は就農準備資金の一部又は全部を

返還しなければならない。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情があると交

付主体が認めた場合（イの（ク）に該当する場合は除く。）はこの限りでない。

ア 一部返還

イ （３）のエに該当した場合は、当該報告に係る対象期間の就農準備資金を

返還する。

イ 全額返還

（キ）就農後、交付期間の 倍又は２年間のいずれか長い期間以内（第６の１

の（７）のオによる手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除

いた就農期間の合計が交付対象となる研修期間の 倍又は２年間のいずれ

か長い期間以内）に第６の１の（７）の報告を定められた期間内に行わなか

った場合。

第６ 交付対象者の手続

１ 就農準備資金

（４）研修状況報告

就農準備資金の交付を受けた者（以下「準備資金交付対象者」という。）は、研

修状況報告書（別紙様式第４号）を交付主体に提出する。提出は半年ごととし、

半年経過後、１か月以内に行う。

（７）研修終了後の報告

ア 就農状況報告

準備資金交付対象者は、研修終了後６年間、毎年７月末及び１月末までにその

直前の６か月間の就農状況報告（別紙様式第９号）を交付主体に提出する。ただ

し、・・・（以下、略）

イ 住所等変更報告

準備資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後６年間に氏名、居住地、

電話番号等を変更した場合は、変更後１か月以内に住所等変更届（別紙様式第

号）を交付主体に提出する。

ウ 就農遅延報告

準備資金交付対象者は、やむを得ない理由により研修終了後１年以内に、独立・
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自営就農、雇用就農又は親元就農が困難な場合は、交付主体に就農遅延届（別紙

様式第 号）を提出する。なお、就農遅延期間は研修終了後から原則２年以内

とする。

エ 就農報告

準備資金交付対象者は、研修終了後、独立・自営就農、雇用就農又は親元就農

した場合は、就農後１か月以内に就農届（別紙様式第 号）を交付主体に提出

する。

オ 就農中断報告

準備資金交付対象者は、研修終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由によ

り就農を中断する場合は、中断後１か月以内までに交付主体に就農中断届（別紙

様式第 号）を提出する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則１

年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届（別紙様式第 号）を提出する。

カ 離農報告

準備資金交付対象者は、交付期間終了後６年の間に離農した場合は、離農後１

か月以内に離農届（別紙様式第 号）を交付主体に提出する。

２ 経営開始資金

（６）就農状況報告等

ア 就農状況報告

開始資金交付対象者は、交付期間中、毎年７月末及び１月末までにその直前の

６か月の就農状況報告（別紙様式第９号）を交付主体に提出する。

また、交付期間終了後５年間（ウの手続を行い、就農を中断した場合は、就農

中断期間を除いて５年間とする。以下同じ。）、毎年７月末及び１月末までにその

直近６か月の作業日誌（別紙様式第９－１号－１）を交付主体に提出する。

イ 住所等変更報告

開始資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後５年間に氏名、居住地

や電話番号等を変更した場合は、変更後１か月以内に住所等変更届（別紙様式第

号）を交付主体に提出する。

ウ 就農中断報告

開始資金交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由によ

り就農を中断する場合は、中断後１か月以内までに交付主体に就農中断届（別紙

様式第 号）を提出する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則１

年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届（別紙様式第 号）を提出する。

エ 離農報告

開始資金交付対象者は、交付期間終了後５年の間に農業経営を中止し、離農し

た場合は、離農後１か月以内に離農届（別紙様式第 号）を交付主体に提出す

る。

第７ 交付主体の手続等

１ 就農準備資金

（ ）交付情報等の登録

交付主体は、研修計画、交付申請書等の提出があった場合、就農準備資金・経

営開始資金交付対象者データベース（以下「データベース」という。）に交付情報

等を速やかに登録するものとする。

２ 経営開始資金

（ ）交付情報等の登録

交付主体は、青年等就農計画等や交付申請書等の提出があった場合、データベ

ースに交付情報等を速やかに登録するものとする。
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自営就農、雇用就農又は親元就農が困難な場合は、交付主体に就農遅延届（別紙

様式第 号）を提出する。なお、就農遅延期間は研修終了後から原則２年以内

とする。

エ 就農報告

準備資金交付対象者は、研修終了後、独立・自営就農、雇用就農又は親元就農

した場合は、就農後１か月以内に就農届（別紙様式第 号）を交付主体に提出

する。

オ 就農中断報告

準備資金交付対象者は、研修終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由によ

り就農を中断する場合は、中断後１か月以内までに交付主体に就農中断届（別紙

様式第 号）を提出する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則１

年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届（別紙様式第 号）を提出する。

カ 離農報告

準備資金交付対象者は、交付期間終了後６年の間に離農した場合は、離農後１

か月以内に離農届（別紙様式第 号）を交付主体に提出する。

２ 経営開始資金

（６）就農状況報告等

ア 就農状況報告

開始資金交付対象者は、交付期間中、毎年７月末及び１月末までにその直前の

６か月の就農状況報告（別紙様式第９号）を交付主体に提出する。

また、交付期間終了後５年間（ウの手続を行い、就農を中断した場合は、就農

中断期間を除いて５年間とする。以下同じ。）、毎年７月末及び１月末までにその

直近６か月の作業日誌（別紙様式第９－１号－１）を交付主体に提出する。

イ 住所等変更報告

開始資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後５年間に氏名、居住地

や電話番号等を変更した場合は、変更後１か月以内に住所等変更届（別紙様式第

号）を交付主体に提出する。

ウ 就農中断報告

開始資金交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由によ

り就農を中断する場合は、中断後１か月以内までに交付主体に就農中断届（別紙

様式第 号）を提出する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則１

年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届（別紙様式第 号）を提出する。

エ 離農報告

開始資金交付対象者は、交付期間終了後５年の間に農業経営を中止し、離農し

た場合は、離農後１か月以内に離農届（別紙様式第 号）を交付主体に提出す

る。

第７ 交付主体の手続等

１ 就農準備資金

（ ）交付情報等の登録

交付主体は、研修計画、交付申請書等の提出があった場合、就農準備資金・経

営開始資金交付対象者データベース（以下「データベース」という。）に交付情報

等を速やかに登録するものとする。

２ 経営開始資金

（ ）交付情報等の登録

交付主体は、青年等就農計画等や交付申請書等の提出があった場合、データベ

ースに交付情報等を速やかに登録するものとする。
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○ 全ての項目の実施状況（「実施」又は「該当なし」）を確認して✓をすること

No. 項目 実施 該当なし

1
【共通】
研修状況報告をしている ー

2 中止届を提出している

3-1 休止届を提出している

3-2 研修再開届を提出している

4 住所等変更報告をしている

・ 平成24年度〜令和３年度の準備型及び補正予算での採択者を含む。
・ 【共通】の項目は全ての交付対象者が実施すること。それ以外の項目は必要に応じて実施すること。
・ 未実施の項目がある場合、交付主体は必要に応じて、交付対象者に返還免除申請の意思を確認すること。

チェック日：    年  月  日

就農準備資金手続きチェックシート（交付期間中）

・ 氏名、居住地、電話番号等を変更した場合、変更後
 １か月以内に実施

交付対象者名：

ポイント

・ 交付対象となる研修期間の半年ごとに実施
・ 上記の期間経過後、１か月以内に実施
注意：定められた期間内に報告しなかった場合、一部返
   還に該当します。
・ 資金の受給を中止する場合に実施
注意：中止する時点が既に交付された資金の対象期間中
   である場合、一部返還に該当します。
・ 病気などのやむを得ない理由により研修を休止する
 場合に実施
注意：休止する期間が既に交付された資金の対象期間中
   である場合、一部返還に該当します。
・ 休止届を提出した者が研修を再開する場合に実施
注意：休止期間は原則１年以内（妊娠・出産の場合は
   ３年以内）

交付期間：  年  月  日 〜  年  月  日

交付主体名：

チェック担当者名：
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○ 全ての項目の実施状況（「実施」又は「該当なし」）を確認して✓をすること

No. 項目 実施 該当なし

1
【共通】
就農状況報告をしている ー

2
【共通】
就農報告をしている ー

3 継続研修届を提出している

4 就農遅延報告をしている

5-1 就農中断報告をしている

5-2 就農再開届を提出している

6 住所等変更報告をしている

7 離農報告をしている

8
親元就農の確約内容を実施している
（親元就農した者）

9
農業経営改善計画又は⻘年等就農計
画の認定を受けている
（独立・自営就農した者）

10
農地の所有権移転が完了している
（平成30年度以前の採択者）

・ 平成24年度〜令和３年度及び補正予算での準備型の採択者を含む。
・ 【共通】の項目は全ての交付対象者が実施すること。それ以外の項目は必要に応じて実施すること。
・ 未実施の項目がある場合、交付主体は必要に応じて、交付対象者に返還免除申請の意思を確認すること。
※１ 項目No.1については、平成28年度以前の採択者は、研修終了後に親元就農する場合又は親族から貸借した農地が主で
  独立・自営就農する場合を除き、研修終了後５年間実施すること。

チェック日：    年  月  日

就農準備資金手続きチェックシート（交付終了後）

交付対象者名：

・ 研修終了後６年間、毎年７月末及び１月末までに
 実施
注意：就農後、交付期間の1.5倍又は２年間のいずれか
   ⻑い期間以内に報告しなかった場合、全額返還に
   該当します。
・ 研修終了後１年以内、就農後１か月以内に実施
 （就農遅延報告をした場合は、研修終了後原則２年以
 内に延⻑）
注意：研修終了後１年以内に就農していないことが確認
   された場合、全額返還に該当します。

交付期間：  年  月  日 〜  年  月  日
交付主体名：
チェック担当者名：

・ 研修終了後に親族から貸借した農地が主で独立・自
 営就農した者のみ実施
・ 就農後５年以内に実施
・ 項目No.1の就農状況報告で報告
注意：未実施の場合は全額返還に該当します。
   親元就農した者が親元の経営を継承する場合も、
   農地の所有権移転が必要です。

ポイント

・ やむを得ない理由により就農を中断する場合、中断
 後１か月以内に実施
・ 就農中断報告をした者が就農を再開する場合に実施
・ 就農中断期間は原則１年以内

・ 継続研修開始後１か月以内に実施
・ 継続研修を行う場合は交付期間終了後、原則１か月
 以内に開始すること
・ 事前に継続研修計画を作成し、交付主体に申請する
 こと
・ やむを得ない理由により研修終了後１年以内に就農
 が困難な場合、速やかに実施

・ 交付期間終了後６年間に氏名、居住地、電話番号等
 を変更した場合、変更後１か月以内に実施

・ 就農後５年以内に実施
・ 項目No.1の就農状況報告で報告
注意：未実施の場合、全額返還に該当します。

・ 交付期間終了後６年間に離農した場合、離農後１か
 月以内

・ 就農後５年以内に実施
・ 項目No.1の就農状況報告で報告
注意：未実施の場合、全額返還に該当します。

その他の主な項目
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○ 全ての項目の実施状況（「実施」又は「該当なし」）を確認して✓をすること

No. 項目 実施 該当なし

1
【共通】
就農状況報告をしている ー

2 中止届を提出している

3-1 休止届を提出している

3-2 経営再開届を提出している

4 住所等変更報告をしている

5
農地の所有権移転が完了している
（平成30年度以前の採択者）

・ 平成24年度〜令和３年度の経営開始型の採択者を含む。
・ 【共通】の項目は全ての交付対象者が実施すること。それ以外の項目は必要に応じて実施すること。
・ 未実施の項目がある場合、交付主体は必要に応じて、交付対象者に返還免除申請の意思を確認すること。

・ 親族から貸借した農地が主で独立・自営就農した者
 のみ実施
・ 交付期間中に実施
注意：未実施の場合、全額返還に該当します。

交付対象者名：

チェック日：    年  月  日

経営開始資金手続き等チェックシート（交付期間中）

・ 毎年７月末及び１月末までに実施
注意：定められた期間内に報告しなかった場合、一部返
   還に該当します。
・ 資金の受給を中止する場合に実施
注意：中止する時点が既に交付された資金の対象期間中
   である場合、一部返還に該当します。
・ 病気などのやむを得ない理由により就農を休止する
 場合に実施
注意：休止する期間が既に交付された資金の対象期間中
   である場合、一部返還に該当します。
・ 休止届を提出した者が就農を再開する場合に実施
・ 休止期間は原則１年以内（妊娠・出産の場合は３年
 以内）
・ 氏名、居住地、電話番号等を変更した場合、変更後
 １か月以内に実施

ポイント

交付期間：  年  月  日 〜  年  月  日

交付主体名：

チェック担当者名：

その他の主な項目
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○ 全ての項目の実施状況（「実施」又は「該当なし」）を確認して✓をすること

No. 項目 実施 該当なし

1
【共通】
就農状況報告をしている ー

2-1 就農中断報告をしている

2-2 就農再開届を提出している

3 住所等変更報告をしている

4 離農報告をしている

・ 平成24年度〜令和３年度の経営開始型の採択者を含む。
・ 【共通】の項目は全ての交付対象者が実施すること。それ以外の項目は必要に応じて実施すること。
・ 未実施の項目がある場合、交付主体は必要に応じて、交付対象者に返還免除申請の意思を確認すること。
※１ 項目No.1については、平成28年度以前の採択者は、交付期間終了後３年間実施すること。

交付対象者名：

交付主体名：

チェック担当者名：

チェック日：    年  月  日

経営開始資金手続きチェックシート（交付終了後）

交付期間：  年  月  日 〜  年  月  日

・ 就農中断報告をした者が就農を再開する場合に実施
・ 就農中断期間は原則１年以内
・ 交付期間終了後５年間に氏名、居住地、電話番号等
 を変更した場合、変更後１か月以内に実施
・ 交付期間終了後５年間に離農した場合、離農後１か
 月以内

ポイント

・ 毎年７月末及び１月末までに実施
注意：交付期間と同期間、同程度の営農継続が確認でき
   ない場合、一部返還に該当します。
・ やむを得ない理由により就農を中断する場合、中断
 後１か月以内に実施
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６ ６
月月
１１
日日
～～
翌翌
年年
１１
月月
末末

[体
験
期
間
]

２ ２
泊泊
３３
日日
程程
度度

[受
入
先
事
業
者
申
込
]

右 右
記記
のの
QQ
RR
ココ
ーー
ドド
かか
らら

おお
申申
込込
みみ
くく
だだ
ささ
いい

独独
立立
・・
自自
営営
就就
農農
希希
望望
者者
向向
けけ
のの
就就
農農
相相
談談
イイ
ベベ
ンン
トト
でで
すす
。。
全全
道道
のの
自自
治治
体体
なな
どど
がが

ブブ
ーー
スス
出出
展展
しし
、、
担担
当当
者者
やや
先先
輩輩
就就
農農
者者
とと
面面
談談
しし
てて
、、
直直
接接
質質
問問
すす
るる
ここ
とと
がが
出出
来来
まま
すす
。。

なな
おお
、、
フフ
ェェ
アア
でで
はは
、、
先先
輩輩
新新
規規
就就
農農
者者
をを
おお
招招
きき
しし
農農
業業
をを
始始
めめ
たた
きき
っっ
かか
けけ
なな
どど
がが

聞聞
けけ
るる
トト
ーー
クク
セセ
ッッ
シシ
ョョ
ンン
もも
予予
定定
しし
てて
いい
まま
すす
。。

農農
業業
法法
人人
等等
へへ
のの
就就
職職
・・
転転
職職
希希
望望
者者
をを
対対
象象
とと
しし
たた
就就
職職
相相
談談
イイ
ベベ
ンン
トト
でで
すす
。。
一一
般般

企企
業業
出出
展展
イイ
ベベ
ンン
トト
とと
合合
同同
開開
催催
しし
、、
今今
まま
でで
アア
ププ
ロロ
ーー
チチ
出出
来来
てて
いい
なな
かか
っっ
たた
求求
職職
者者
とと

農農
業業
法法
人人
等等
とと
のの
ママ
ッッ
チチ
ンン
ググ
のの
機機
会会
のの
創創
出出
にに
取取
組組
むむ
フフ
ェェ
アア
でで
すす
。。

農
業
法
人
で
じ
っ
く
り
働
き
た
い
方
へ
北
海
道
雇
用
就
農
フ
ェ
ア

【【
ごご
注注
意意
】】
各各
出出
展展
ブブ
ーー
スス
にに
はは
限限
りり
がが
ごご
ざざ
いい
まま
すす
。。
定定
員員
をを
超超
ええ
たた
際際
はは
抽抽
選選
とと
なな
りり
まま
すす
。。

詳詳
細細
がが
決決
まま
りり
次次
第第
おお
知知
らら
せせ

しし
まま
すす
。。

詳詳
細細
がが
決決
まま
りり
次次
第第
おお
知知
らら
せせ

しし
まま
すす
。。

[問
い
合
わ
せ
先
]

北
海
道
雇
用
就
農
サ
ポ
ー
ト
事
務
局
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・
企
業
・
自
治
体
推
薦
（
新
設
）
や
各
種
研
修
な
ど
、
農
大
を

活
用
し
て
地
域
農
業
の
担
い
手
を
育
成
し
ま
せ
ん
か
？

・
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
の
ほ
か
、
視
察
・
見
学
は
随
時
受
入

し
て
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

1

令
和
８
年
６
月

道
立
農
業
大
学
校
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広
大
な
キ
ャ
ン
パ
ス
で
、
自
ら
課
題
設
定
し
た
実
習
に
取
り
組
み
、
農
業
経
営
者
と
し
て
の
力
を
養
成
し
ま
す
！

課課
程程

学学
科科

部部
門門
・・
専専
攻攻

定定
員員

修修
業業
年年
数数

受受
験験
資資
格格

養養
成成
課課
程程

畜畜
産産
経経
営営
学学
科科

乳乳
牛牛
・・
肉肉
牛牛

66
00
名名

（（
各各
学学
科科

概概
ねね
33
00
名名
））

22
年年

高高
等等
学学
校校
若若
しし
くく
はは
ここ
れれ
にに
準準
ずず
るる
学学
校校
若若
しし
くく
はは
中中
等等
教教
育育
学学

校校
卒卒
業業
者者
（（
見見
込込
みみ
をを
含含
むむ
））

畑畑
作作
園園
芸芸
経経
営営
学学
科科

畑畑
作作
・・
野野
菜菜

稲稲
作作
経経
営営
学学
科科

稲稲
作作

11
00
名名

22
年年

研研
究究
課課
程程

農農
業業
経経
営営
研研
究究
科科

畜畜
産産
専専
攻攻

畑畑
園園
専専
攻攻

11
00
名名

22
年年

農農
大大
養養
成成
課課
程程
、、
短短
期期
大大
学学
等等
卒卒
業業
者者
（（
見見
込込
みみ
をを
含含
むむ
））

畜
産
経
営
学
科

乳
牛
や
肉
牛
、
飼
料
作
物
管
理
に
つ
い
て
学
び
ま
す
。
農
場
で
は
約

80
頭
の
乳
牛
・
肉
牛
を

飼
育
し
、
家
畜
の
飼
養
管
理
、
衛
生
管
理
、
繁
殖
技
術
、
飼
料
作
物
の
栽
培
や
経
営
管
理
を

学
び
ま
す
。

畑
作
園
芸
経
営
学
科

作
物
栽
培
技
術
、
機
械
操
作
、
生
産
管
理
に
つ
い
て
生
産
か
ら
販
売
ま
で
を
体
系
立
て
て
学

び
ま
す
。
１
年
生
は
作
物
栽
培
を
総
括
的
に
、
２
年
生
は
自
ら
立
案
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
応
じ

て
農
場
運
営
を
行
い
ま
す
。

稲
作
経
営
学
科

令
和
８
年
４
月
開
設

令
和
８
年
度
新
設
。
水
稲
に
加
え
、
畑
作
物
・
園
芸
作
物
を
含
め
た
複
合
的
な
水
田
農
業
経

営
を
学
び
ま
す
。
来
年
度
か
ら
校
内
で
水
稲
の
学
習
を
開
始
す
る
た
め
、
現
在
水
田
の
整
備

を
進
め
て
い
ま
す
。

農
業
経
営
研
究
科

農
業
経
営
者
と
し
て
の
手
腕
を
高
め
る
専
攻
ゼ
ミ
制
に
よ
り
、
研
究
テ
ー
マ
に
応
じ
て
先
進
農

家
や
研
究
機
関
な
ど
で
ス
キ
ル
を
高
め
ま
す
。

2
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畜
産
経
営
学
科

畑
作
園
芸
経
営
学
科

稲
作
経
営
専
攻
コ
ー
ス
※

農
業
経
営
研
究
科

合
計

1
学
年

1
9

2
6

5
4

5
4

2
学
年

2
2

1
8

1
0

3
5
3

合
計

4
1

4
4

1
5

7
1
0
7

女
子

1
8

6
2

2
2
8

普
通
科
高
校
や
工
業
高
校
な
ど
の
出
身
者
も
多
数
在
籍
。
農
業
の
知
識
が
な
く
て
も
大
丈
夫
！

就就
農農

60
%

就 就
職職

14
%

進 進
学学

26
%

男男
子子

74
%

女女
子子

26
%

農農
業業
系系

56
%

普 普
通通
科科

28
%

そそ
のの
他他

16
%

道道
内内

74
%

道 道
外外

26
%

【
２
０
２
５
年
度
の
状
況
】

※
稲
作
経
営
専
攻
コ
ー
ス
は
今
年
度
入
校
生
か
ら
稲
作
経
営
学
科
に
移
行

帯
広
畜
産
大

学
編
入
等

Ｊ
Ａ
、
酪
農
ヘ
ル
パ
ー
等

＜
資
格
取
得
＞

講講
習習
費費
用用
のの
追追
加加
徴徴
収収
はは
ああ
りり
まま
せせ
んん
!

・
家
畜
人
工
授
精
師
（
牛
）

・
２
級
認
定
牛
削
蹄
師

・
ガ
ス
溶
接
／
ア
ー
ク
溶
接

・
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト

・
車
両
系
建
設
機
械
（
整
地
等
）

・
玉
掛
け

等

＜
年
間
費
用
（
想
定
）
＞

１
年
次
：
１
１
６
万
円
、
２
年
次
：
１
４
０
万
円

（
授
業
料
、
寮
光
熱
費
、
教
材
費
、
資
格
取
得
費
用
、
食
費
等
込
）

→
就
農
準
備
資
金
（
年

16
5万
円
）
を
活
用
し
て
い
る
学
生
多
数
（
要
件
あ
り
）

3
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・
企
業
や
自
治
体
が
受
験
者
を
推
薦
す
る
制
度
を
創
設
。
農
業
法
人
の
社
員
や
新
規
参
入
候
補
者
等
が
本
校
で
農
業
の
ス
キ

ル
を
習
得
し
、
地
域
農
業
を
支
え
る
人
材
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

・
推
薦
を
受
け
た
方
の
入
学
試
験
は
、
書
類
選
考
と
面
接
の
み
で
す
。

市 町 村

農 大

農
業
ス
キ
ル
を
習

得
し
て
農
場
長
と

し
て
活
躍

※
既
婚
者
の
寮
生
活
に
つ
い
て
は
個
別
に
相
談
に
応
じ
ま
す

企 業

地
域
農
業
を
支
え
る
人
材
と
し
て
育
成

詳
し
く
は
、
「
北
海
道
農
大
受
験
生
の
皆
さ
ん
へ
」
で
検
索

社
員
の
ほ
か
、
企
業
か
ら
奨
学
金

な
ど
の
経
済
的
支
援
を
受
け
る
者

も
対
象
と
な
り
ま
す

農
業
ス
キ
ル
を
習

得
し
て
地
元
農
家

で
研
修
・
独
立新
規
参
入
候
補
者
の
ほ
か
、
農

家
後
継
者
、
雇
用
就
農
予
定
者
も

対
象
と
な
り
ま
す

農農 業業 法法 人人

新新 規規 参参 入入 企企 業業

4
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新
規
就
農
者
・
若
手
農
業
者
の
経
営
ス
キ
ル
の
習
得
を
支
援
！

詳
し
く
は
、
「
北
海
道

農
大

研
修
」
で
検
索

令
和
８
年
４
月
１
日
現
在

研研
修修
名名

期期
間間

研研
修修
対対
象象
者者

研研
修修
のの
特特
徴徴

経経
費費
((研研
修修
当当
日日

かか
らら
研研
修修
宿宿
泊泊

施施
設設
をを
利利
用用
すす
るる

場場
合合
))

一一 般般 研研 修修

新新
規規
参参
入入
者者
研研
修修

44
日日
間間
・・
年年
22回回

((11
00
//
11
33
--11
66、、
11
//11
22
--11
55
))
「「
農農
業業
にに
従従
事事
しし
よよ
うう
とと
すす
るる
者者
」」

就就
農農
にに
向向
けけ
てて
のの
経経
営営
計計
画画
及及
びび
経経
営営

戦戦
略略
にに
つつ
いい
てて
習習
得得

77
,,77
11
00
円円

農
業
簿
記
通
信
講
座

ｽ
ｸ
ｰ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ年
2
回
（
2日
間
）

＋
通
信
講
座

【 【
ＲＲ
８８
受受
付付
終終
了了
】】

「
農
業
者
」
又
は
農
業
研
修
中
の
「
農
業
に
従
事
し

よ
う
と
す
る
者
」

通
信
講
座
は
場
所
･時
間
が
自
由

ス
ク
ー
リ
ン
グ
で
は
基
礎
か
ら
実
務
処
理

を
演
習

4
,4
5
0
円

農農
業業

経経
営営
者者

育育
成成

研研
修修

栽
培
経
営

基
礎
コ
ー
ス

7
日
間
・
年
2
回

【 【
ＲＲ
８８
受受
付付
終終
了了
】】

農
業
に
従
事
し
て
概
ね
3
年
未
満
の
「
農
業
者
」

農
業
者
と
し
て
必
要
な
基
礎
的
農
業
知

識
・
技
術
及
び
経
営
管
理
能
力
を
習
得

1
3
,7
9
0
円

農
業
経
営

分
析
コ
ー
ス

8
日
間
・
年
1
回

【 【
ＲＲ
８８
受受
付付
終終
了了
】】

農
業
に
従
事
し
て
概
ね
3
年
以
上
で
、
自
家
の
経

営
内
容
を
把
握
し
て
い
る
「
農
業
者
」

自
家
等
の
経
営
実
態
を
把
握
・
分
析
し
、

経
営
計
画
（
5
か
年
）
を
策
定
し
な
が
ら
、

農
業
経
営
に
関
す
る
知
識
や
技
術
を
習

得

1
4
,9
8
0
円

農農
業業
経経
営営

実実
践践
ココ
ーー
スス

44
日日
間間
・・
年年
11回回

11
期期
目目
::11
11//
2255
--
22
66

22
期期
目目
::11
22
//
99
--11
00

就就
農農
後後
５５
～～
１１
００
年年
前前
後後
のの
農農
業業
者者
並並
びび
にに
法法
人人

経経
営営
のの
中中
核核
的的
なな
従従
業業
員員
等等

経経
営営
理理
念念
のの
醸醸
成成
とと
経経
営営
理理
念念
をを
実実
現現

すす
るる
たた
めめ
のの
ビビ
ジジ
ネネ
スス
戦戦
略略
のの
作作
成成
及及

びび
財財
務務
分分
析析
・・
キキ
ャャ
ッッ
シシ
ュュ
フフ
ロロ
ーー
分分
析析

方方
法法
をを
習習
得得

受受
講講
無無
料料

（（
札札
幌幌
市市
内内
でで
のの

開開
催催
にに
つつ
きき
宿宿

泊泊
料料
等等
はは
各各
自自

負負
担担
））

宿
泊
施
設
完
備

5
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令
和
８
年
４
月
１
日
現
在

詳
し
く
は
、
ht
tp
s:
//
w
w
w
.p
re
f.h

ok
ka
id
o.
lg
.jp

/n
s/
ng

d/
tr
ai
ni
ng

-0
2.
ht
m
l
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
４
　
農
業
大
学
校
の
農
業
機
械
研
修

研研
修修
名名

期期
間間

研研
修修
対対
象象
者者

研研
修修
のの
特特
徴徴

経経
費費
((研研
修修
当当

日日
かか
らら
研研
修修
宿宿

泊泊
施施
設設
をを
利利
用用

すす
るる
場場
合合
))

農農 業業 機機 械械 研研 修修

農農
業業

機機
械械

研研
修修

ト
ラ
ク
タ
基
本
操
作

3
日
間
・
年
3
回

【 【
RR
88
受受
付付
修修
了了
】】

農
業
機
械
の
作
業
の
経
験
が
お
お
む
ね
1
年
未
満
の

「
農
業
者
」
「
農
業
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
者
」
又
は
「
指
導

機
関
・
団
体
等
職
員
」

農
作
業
安
全
や
ト
ラ
ク
タ
の
構
造
に
関
す

る
基
礎
知
識
、
ト
ラ
ク
タ
の
基
本
的
な
操

作
方
法

5
,7
5
0
円

ス
キ
ル
ア
ッ
プ

3
日
間
・
年
2
回

【 【
RR
88
受受
付付
終終
了了
】】

農
業
機
械
作
業
の
経
験
が
お
お
む
ね
1
年
以
上
あ
る
「
農

業
者
」
、
「
農
業
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
者
」
又
は
「
指
導
機

関
・
団
体
等
職
員
」

農
作
業
安
全
管
理
や
ス
マ
ー
ト
農
業
に

関
す
る
知
識
、
作
業
機
の
着
脱
・
耕
起
作

業
の
実
践

5
,7
5
0
円

プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

3
日
間
・
年
2
回

【 【
RR
88
受受
付付
終終
了了
】】

農
業
機
械
の
作
業
体
系
及
び
利
用
状
況
を
把
握
し
て
い

る
「
農
業
者
」
、
「
農
業
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
者
」
又
は

「
指
導
機
関
・
団
体
等
職
員
」

土
地
利
用
型
農
業
に
お
け
る
、
農
業
機

械
化
体
系
の
改
善
及
び
機
械
導
入
計
画

の
作
成

4
,9
5
0
円

技 技
能能

講講
習習

車
両
系
建
設
機
械
運
転

技
能
講
習
（
整
地
等
）

3
日
間
・
年
2
回

【 【
RR
88
受受
付付
終終
了了
】】

大大
型型
特特
殊殊
自自
動動
車車
免免
許許
（（
農農
耕耕
車車
、、
カカ
タタ
ピピ
ララ
等等
のの
限限
定定

のの
なな
いい
もも
のの
にに
限限
るる
））
をを
有有
すす
るる
「「
農農
業業
者者
」」
、、
「「
農農
業業
にに
従従

事事
しし
よよ
うう
とと
すす
るる
者者
」」
又又
はは
「「
指指
導導
機機
関関
・・
団団
体体
等等
職職
員員
」」

各各
種種
技技
能能
講講
習習
修修
了了
証証
（（
作作
業業
免免
許許
））
のの

取取
得得

1
0
,9
2
0
円

フ フ
ォォ
ーー
クク
リリ
フフ
トト

運運
転転
技技
能能
講講
習習

22
日日
間間
・・
年年
22回回

88
,,11
33
00
円円

玉玉
掛掛
けけ
技技
能能
講講
習習

33
日日
間間
・・年年
22
回回

「「
農農
業業
者者
」」
、、
「「
農農
業業
にに
従従
事事
しし
よよ
うう
とと
すす
るる
者者
」」
又又
はは
「「
指指

導導
機機
関関
・・
団団
体体
等等
職職
員員
」」

11
00
,,99
0000
円円

小小
型型
移移
動動
式式
クク
レレ
ーー

ンン
運運
転転
技技
能能
講講
習習

3日日
間間
・・
年年
1回回

【【
締締
切切
間間
近近
7/
31
】】

「「
玉玉
掛掛
けけ
技技
能能
講講
習習
」」
のの
資資
格格
をを
有有
すす
るる
「「
農農
業業
者者
」」
、、

「「
農農
業業
にに
従従
事事
しし
よよ
うう
とと
すす
るる
者者
」」
又又
はは
「「
指指
導導
機機
関関
・・
団団

体体
等等
職職
員員
」」

11
00
,,99
0000
円円

ガガ
スス
溶溶
接接

技技
能能
講講
習習

22
日日
間間
・・
年年
44回回

「「
農農
業業
者者
」」
、、
「「
農農
業業
にに
従従
事事
しし
よよ
うう
とと
すす
るる
者者
」」
又又
はは
「「
指指

導導
機機
関関
・・
団団
体体
等等
職職
員員
」」

77
,,00
55
00円円

アア
ーー
クク
溶溶
接接
特特
別別
教教

育育
33
日日
間間
・・
年年
44回回

11
00
,,11
66
00
円円

一
人
一
人
の
理
解
度
に
応
じ
丁
寧
に
指
導
し
ま
す

詳
し
く
は
、
「
北
海
道

農
大

研
修
」
で
検
索

宿
泊
施
設
完
備

6
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（
１
）
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
等
の
開
催

（
２
）
２
０
２
６
年
度
入
校
試
験
の
日
程

（
３
）
農
業
大
学
校
の
情
報
発
信

農農
大大
のの
情情
報報
をを
発発
信信
しし
てて
いい
まま
すす
!!!!

見見
学学
・・
入入
校校
等等
のの
おお
問問
いい
合合
わわ
せせ

○○
教教
務務
部部
教教
務務
課課
教教
務務
係係

００
１１
５５
６６
－－
２２
４４
－－
２２
１１
２２
２２

課課
程程

学学
科科

定定
員員

修修
業業

年年
数数

推推
薦薦
入入
校校
試試
験験

一一
般般
入入
校校
試試
験験

願願
書書
受受
付付

試試
験験
日日

願願
書書
受受
付付

試試
験験
日日

養養
成成
課課
程程

畜畜
産産
経経
営営
学学
科科

66
00
名名

（（
各各
学学
科科

概概
ねね
33
00名名
））

22
年年

99
//
７７
((月月
))

～～
99
//
11
８８
（（
金金
))

東東
京京
会会
場場

11
00
//
55((
月月
))

名名
古古
屋屋
会会
場場

11
00
//
66（（
火火
））

大大
阪阪
会会
場場

11
00
//
77（（
水水
））

本本
校校
・・
札札
幌幌

11
00
//
88（（
木木
））

＜＜
ⅠⅠ
期期
＞＞

99
//
77
((月月
))

～～
99
//
11
88（（
金金
))

＜＜
ⅡⅡ
期期
＞＞

11
//
22
00((
水水
))

～～
11
//
22
88（（
木木
))

＜＜
ⅠⅠ
期期
＞＞

11
00
//
2277
((火火
))

本本
校校

＜＜
ⅡⅡ
期期
＞＞

22
//
11
00((
水水
))

本本
校校

畑畑
作作
園園
芸芸
経経
営営
学学
科科

稲稲
作作
経経
営営
学学
科科

11
00
名名

22
年年

研研
究究
課課
程程

農農
業業
経経
営営
研研
究究
科科

11
00
名名

22
年年

--
--

第第
１１
回回

66//
2200
（（
土土
））

第第
２２
回回

77//
2244
（（
金金
））

第第
３３
回回

88//
  11
（（
土土
））

申
込
は
こ
ち
ら
‼
‼

・学
校
説
明
会

・農
大
生
ト
ー
ク
セ
ッシ
ョン

・体
験
授
業

・施
設
見
学

・個
別
相
談

・帯
広
駅
前
か
ら
本
校
ま
で
の
無
料
送
迎
バ
ス
運
行
（
要
申
込
）

・家
族
や
同
行
者
も
昼
食
の
試
食
が
無
料

北
海
道
立
農
業
大
学
校
は
北
海
道
で
農
業
を
志
す
人
の
た
め
の
学
校
で
す
。

※
視
察
・
見
学
は
上
記
に
限
ら
ず
対
応
し
ま
す
。
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

7
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農業研究本部　花・野菜技術センター資料
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滝
川
市
街
よ
り
東
北
東
に
約
8k

m
。

滝
川
市
の
東
端
に
近
い
。

滝
川

札
幌

新
千
歳
空
港

道
央
自
動
車
道

J R 滝 川 駅

滝
川

I.C

バ
ス
停

至
芦
別・
富
良
野

国
道

38
号

至 旭 川 国 道 12 号

道 央 自 動 車 道

花
・
野
菜

技
術
セ
ン
タ
ー

花
・
野
菜
技
術
セ
ン
タ
ー

〒
07
3-
00
26
 北
海
道
滝
川
市
東
滝
川
73
5番
地

01
25
-2
8-
22
11

01
25
-2
8-
22
99

ht
tp
s:
//
w
w
w.
hr
o.
or
.jp
/a
gr
ic
ul
tu
ra
l/r
es
ea
rc
h/
ha
na
ya
sa
i/

or
ga
ni
za
tio
n/
00
fu
ky
u_
gr
o/
03
00
ke
ns
yu
_g
ro
.h
tm
l

T
E
L

U
R
L

住
所

F
A
X

地
方
独
立
行
政
法
人
　
北
海
道
立
総
合
研
究
機
構
　
農
業
研
究
本
部J R 札 幌 駅 札 幌 I ・ C

滝 川 I ・ C

J R 滝 川 駅

バ ス 停

JR
特
急

道
央
自
動
車
道

中
央
バ
ス

（
芦
別
方
面
）

徒
歩

約
60
分

約
20
分

15
分

（
1k

m
）

約
60
分

（
約
81

km
）

約
5分

（
約
4k

m
）

国
道
38
号

（
芦
別
・
富
良
野
方
面
）

花 ・ 野 菜

技 術 セ ン タ ー

車
利
用

ほ
場
・
温
室
・ハ
ウ
ス

研
修
寮

花
・
野
菜
技
術
セ
ン
タ
ー
の

位
置
お
よ
び
ア
ク
セ
ス

JR
・バ
ス
利
用

部
屋（
全
室
個
室
）

食
堂

北
海
道
花
き
・
野
菜
技
術
研
修
で
は
、
研
修
の
効
果
的
な
実
施
に
向
け
、

快
適
な
研
修
生
活
を
過
ご
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、

研
修
専
用
の「
ほ
場
」「
温
室
」「
ハ
ウ
ス
」や
「
研
修
寮
」を
整
備
し
て
い
ま
す
。

バ
ス
停「
花
・
野
菜
技
術

セ
ン
タ
ー
入
口
」下
車

花
・
野
菜
技
術
セ
ン
タ
ー

地
方
独
立
行
政
法
人

北
海
道
立
総
合
研
究
機
構

農
業
研
究
本
部

研
修
生
募
集

北
海
道
花
き
・
野
菜
技
術
研
修

花
・
野
菜

育
て
る
チ
カ
ラ
を
育
て
ま
す

花
・
野
菜

育
て
る
チ
カ
ラ
を
育
て
ま
す

令
和
8年
度

令
和
8年
2月
末
締
切

研
修
費
用
無
料

研
修
寮
完
全
個
室

（
宿
泊
費
用
無
料
）
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全
国
各
地
の
消
費
者
に
届
け
ら
れ
る
道
産
の
花
き
や
野
菜
は
、
本
道
農

業
の
戦
略
作
目
と
し
て
一
層
の
発
展
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

花
・
野
菜
技
術
セ
ン
タ
ー
で
は
、本
道
の
気
候
や
土
壌
に
あ
っ
た「
品
種
」

や「
生
産
技
術
」の
開
発
を
行
う
と
と
も
に
、「
開
か
れ
た
農
業
試
験
場
」

と
し
て
、
成
果
の
迅
速
な
普
及
定
着
や
生
産
を
担
う
人
材
の
育
成
を
目
的

に「
北
海
道
花
き
・
野
菜
技
術
研
修
」を
行
っ
て
い
ま
す
。

研
修
の
目
的

花・
野
菜
技
術
セ
ン
タ
ー

花
き
・
野
菜
生
産
に
関
す
る
高
度
な
専
門
技
術
を
有
す
る
生
産
者
や
指
導
者
の
養
成
を
目
的
に
、

研
究
員
な
ど
に
よ
る
濃
密
な
個
別
指
導
を
通
じ
て
、
課
題
解
決
や
各
種
技
術
習
得
を
図
り
ま
す
。

✤
1年
以
内
の
期
間
で
、
学
び
た
い
項
目
や
指
導
体
制
を
考
慮
し
、
開
始
時
期
や
期
間
を
決
定
し
ま
す
。

✤
花
き・
野
菜
生
産
を
目
指
す
農
業
後
継
者（

U
タ
ー
ン
、新
規
学
卒
者
）

✤
新
規
就
農（
予
定
）者

　（
認
定
就
農
者
の
手
続
中
の
方
や
農
家
研
修
前
の
方
を
含
む
）

✤
既
に
営
農
さ
れ
て
お
り
、今
後
、新
た
な
品
目・
品
種
の
導
入
を
検
討
さ
れ
て
い
る
生
産
者

✤
地
域
農
業
技
術
セ
ン
タ
ー
や
農
協
等
で
技
術
指
導
を
さ
れ
て
い
る
方

✤
大
学
や
専
門
学
校
等
で
農
業
を
専
攻
さ
れ
た
農
業
後
継
者

項
  目

開
講
式

講
 義

実
 習 ・ 演
 習

視
察
研
修

自
主
栽
培

※

※
研
修
生
自
ら
が
選
定
し
た
作
物
を
栽
培
し
課
題
研
究
を
行
い
ま
す

修
了
式

各
品
目
、

土
壌
肥
料
、

病
害
虫
、資
材
、

経
営
等
の
基
礎

卸
売
市
場
、

集
出
荷
施
設
、

生
産
農
家
等

計
画
立
案
、

栽
培
・

収
穫
調
査

報
告
書
・

発
表
資
料
作
成
、

報
告
会
実
施

播
種
・
育
苗

定
植
作
業

栽
培
管
理

収
穫
・
調
査

そ
の
他
演
習

報
告
書
作
成

基
本
的
に
期
間
前
半
に
実
施
し
ま
す
が
、

内
容
等
に
応
じ
て
適
期
に
実
施
し
ま
す
。

品
目
に
よ
り
苗
作
り
後
定
植
す
る
も
の
、

畑
に
直
接
播
種
す
る
も
の
等
様
々
で
す
。

品
目
に
よ
っ
て
は
移
植
機
も
使
用
し
ま
す
。

自
分
た
ち
で
進
行
管
理
し
な
が
ら
進
め
ま
す
。

各
品
目
に
応
じ
適
期
収
穫
、調
査
を
実
施
。

土
壌
分
析
、パ
イ
プ
ハ
ウ
ス
組
立
等
。

調
査
結
果
を
ま
と
め
、報
告
書
を
作
成
し
ま
す
。

2～
3回
程
度
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

計
画
立
案
か
ら
栽
培
・

収
穫
調
査
ま
で
自
主
的
に
行
い
ま
す
。

報
告
書
作
成
と
合
わ
せ
、

ま
と
め
た
成
果
を
報
告
会
に
て

発
表
し
ま
す
。

備
　
考

内
  容

4月
5月

6月
7月

8月
9月

10
月

総 合 技 術 研 修 の 実 施 ス ケ ジ ュ ー ル （ 一 例 ）

こ
ん
な
方
に

お
勧
め
で
す
！

総
合
技
術
研
修

花
き・
野
菜
の
栽
培
技
術
を
じ
っ
くり
学
び
た
い
方
を
支
援
し
ま
す
。

特
 長

主
要
作
物
の
栽
培
技
術
、
土
壌
肥
料
、
病
害
虫
防
除
、

花
き
・
野
菜
の
鮮
度
保
持
、
経
営
管
理
、
営
農
に
必
要
な
各
種
制
度
な
ど

両
コ
ー
ス
合
わ
せ
て

10
名

募
集
人
数

受
講
コ
ー
ス

✤
花
き
コ
ー
ス
　

✤
野
菜
コ
ー
ス

専
用
の
ほ
場
・
温
室
を
使
っ
て
、
栽
培
か
ら
収
穫
ま
で
実
践
的
に
学
べ
ま
す
。

6か
月
間
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
、
講
義
・
実
習
・
演
習
・
視
察
研
修
に
よ
り
段
階
的
に
基
礎
理
論
か
ら
実

践
技
術
ま
で
習
得
で
き
ま
す
。

経
験
豊
富
な
当
セ
ン
タ
ー
研
究
員
を
は
じ
め
、
第
一
線
で
活
躍
中
の
技
術
指
導
者
が
講
師
を
担
当
。

基
礎
か
ら
最
新
の
技
術
ま
で
幅
広
く
学
べ
ま
す
。
少
人
数
制
な
の
で
、き
め
細
か
く
丁
寧
な
指
導
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

特
 長

20
26
年

4月
～

20
26
年

10
月

研
修
期
間

※
希
望
品
目
の
試
験
栽
培
が
可
能
で
す

※
経
験
・
資
格
は
不
要
で
す

※
ご
相
談
に
応
じ
て
研
修
期
間
の
変
更
も
可
能
で
す

研
修
の
主
な
内
容

講
 義

ほ
場
・
ハ
ウ
ス
等
で
の
作
物
栽
培
、パ
イ
プ
ハ
ウ
ス
組
立
な
ど

実
 習

主
要
作
物
の
栽
培
技
術
、
土
壌
分
析
調
査
、
病
害
虫
診
断
、
雑
草
防
除
な
ど

演
 習

卸
売
市
場
、
花
き
・
野
菜
集
出
荷
施
設
、
特
徴
的
な
取
組
を
行
う
農
業
者
な
ど

視
察
研
修

こ
ん
な
方
に

お
勧
め
で
す
！

専
門
技
術
研
修

花
き・
野
菜
生
産
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
づ
くり
を
支
援
し
ま
す
。
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北海道農業協同組合中央会資料
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令
和
８
年
度
北
農

5
連
Ｊ
Ａ
営
農
サ
ポ
ー
ト
協
議
会

「第
３
者
継
承
支
援
事
業
」に
つ
い
て

Ｊ
Ａ
北
海
道
中
央
会

Ｊ
Ａ
支
援
部
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1

✓
道
内
で
は
、
担
い
手
が
経
営
規
模
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り
経
営
中
止
者
の
農
地
を
引
き
受
け
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
後

継
者
が
確
保
で
き
て
い
な
い
農
業
者
が
多
く
、
今
後
、
規
模
拡
大
が
限
界
に
達
し
た
場
合
、
地
域
に
よ
っ
て
は
農
地
を
確
保

で
き
な
く
な
る
懸
念
が
あ
る
。

✓
将
来
に
向
け
て
地
域
の
農
地
を
維
持
・
確
保
し
て
い
く
た
め
に
は
、
土
地
利
用
型
農
業
の
担
い
手
確
保
対
策
が
重
要
と

な
っ
て
い
る
が
、
土
地
利
用
型
農
業
に
お
い
て
は
、
新
規
参
入
時
の
投
資
額
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

１
．
こ
れ
ま
で
の
経
過

☛
 経
営
中
止
者
の
農
地
は
周
辺
農
業
者
の
規
模
拡
大
で
確
保
し
て
き
た
が
限
界
が
近
い

☛
 後
継
者
不
足
に
よ
り
今
後
農
地
の
維
持
・確
保
が
困
難
と
な
る
地
域
が
あ
る

☛
 農
地
以
外
の
資
源
保
全
・
地
域
農
業
維
持
の
た
め
新
規
参
入
も
必
要

土
地
利
用
農
業
を
め
ぐ
る
情
勢
と
課
題

☛
 十
分
な
所
得
確
保
に
は
ま
と
ま
っ
た
農
地
取
得
が
必
須

☛
 離
農
跡
地
の
一
括
購
入
は
経
済
負
担
が
大
き
く
リ
ス
ク

も
高
い

☛
 資
金
調
達
も
容
易
で
は
な
い

新
規
参
入
の
課
題
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2

✓
Ｊ
Ａ
グ
ル
ー
プ
北
海
道
で
は
、
第

3
1
回
Ｊ
Ａ
北
海
道
大
会
に
お
い
て
、
担
い
手
育
成
・確
保
・定
着
体
制
の
強
化
を
図
る
こ
と

を
決
定
し
た
。

✓
酪
農
畜
産
分
野
で
は
、
J
A
畜
産
経
営
継
承
支
援
事
業
に
よ
り
、
全
国
的
に
継
承
を
支
援
し
て
い
る
。
北
海
道
で
は
令
和

7
年
ま
で
に
延
べ

2
5

5
件
の
継
承
を
実
現
し
た
も
の
の
、
土
地
利
用
型
農
業
の
支
援
は
十
分
な
規
模
と
な
っ
て
い
な
い
状

況
に
あ
る
。

✓
こ
の
こ
と
か
ら
、
北
農
５
連
Ｊ
Ａ
営
農
サ
ポ
ー
ト
協
議
会
で
は
、
初
期
投
資
の
大
き
い
土
地
利
用
型
農
業
・酪
農
を
対
象
に
、

第
３
者
継
承
の
環
境
整
備
へ
取
り
組
む
Ｊ
Ａ
を
支
援
し
、
取
り
組
み
事
例
の
横
展
開
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
令
和
７
年
度
よ

り
新
規
に
「第
３
者
継
承
支
援
事
業
」の
立
ち
上
げ
を
行
っ
た
。

１
．
こ
れ
ま
で
の
経
過

☛
 全
国
段
階
の
「J

A
畜
産
継
承
支
援
事
業
」を
参
考

に
る
新
規
参
入
支
援
を
強
化

☛
 土
地
利
用
型
農
業
・酪
農
の
第

3
者
継
承
の
環
境

整
備
に
取
り
組
む

J
A
を
支
援

☛
 事
例
の
横
展
開
に
よ
り
農
地
確
保
と
適
正
利
用
を

促
進

J
A
グ
ル
ー
プ
北
海
道
の
対
応
方
向
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3

２
．
第
３
者
継
承
支
援
事
業
（令
和
８
年
度
事
業
の
概
要
①
）

項
目

概
要

事
業
名

第
３
者
継
承
支
援
事
業

事
業
目
的

初
期
投
資
の
大
き
い
土
地
利
用
型
農
業
、
お
よ
び
酪
農
業
に
お
い
て
、
経
営
継
承
す
る
新
規
参
入
者
が

円
滑
に
継
承
す
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
整
備
へ
取
り
組
む
Ｊ
Ａ
を
支
援
す
る
。

支
援
を
通
じ
て
取
り
組
み
事
例
の
横
展
開
を
図
り
、
「
農
地
の
確
保
と
適
正
利
用
の
強
化
に
よ
る
農
業

生
産
の
展
開
」
を
目
指
す
。

事
業
規
模

５
，
０
０
０
万
円
（
予
算
上
限
）

実
施
主
体

以
下
の
要
件
を
満
た
す
Ｊ
Ａ

①
経
営
継
承
者
が
円
滑
に
継
承
す
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
整
備
へ
取
り
組
む
こ
と

②
推
進
指
導
体
制
が
あ
る
こ
と

③
自
治
体
と
連
携
し
、
地
元
独
自
の
支
援
を
本
事
業
と
同
等
程
度
の
支
援
に
向
け
努
め
る
こ
と

事
業
内
容

経
営
継
承
者
の
初
期
投
資
負
担
の
軽
減
等
に
向
け
た

①
 機
械
・
器
具
の
購
入
お
よ
び
修
繕
、
借
り
上
げ
に
要
す
る
経
費
の
一
部
助
成

②
 経
営
中
止
・
縮
小
者
か
ら
買
い
入
れ
ま
た
は
借
り
入
れ
た
施
設
の
補
改
修
・
増
築
・
新
築
の
経
費
の

一
部
助
成

③
 経
営
継
承
者
に
貸
付
お
よ
び
譲
渡
す
る
搾
乳
目
的
の
乳
用
雌
牛
の
購
入
価
格
等
の
一
部
助
成

（
補
助
率
：
２
分
の
１
以
内
、
１
案
件
あ
た
り
上
限

1
,0

0
0
万
円
）

✓
令
和
８
年
度
に
お
い
て
も
、
引
き
続
き
第

3
者
継
承
支
援
事
業
を
Ｊ
Ａ
グ
ル
ー
プ
北
海
道
独
自
の
支
援
策
と
し
て
継
続
す
る
。
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4

２
．
第
３
者
継
承
支
援
事
業
（令
和
８
年
度
事
業
の
概
要
②
）

項
目

概
要

経
営
中
止
者

の
要
件

（
耕
種
）

Ｊ
Ａ
の
組
合
員
で
、
原
則
と
し
て
、
経
営
を
中
止
若
し
く
は
縮
小
し
、
土
地
、
施
設
や
機
械
等
を
売
却
処
分

す
る
等
の
経
営
移
譲
を
行
っ
た
経
営

（
畜
種
）

Ｊ
Ａ
の
組
合
員
で
、
原
則
と
し
て
、
経
営
の
中
止
に
伴
い
、
全
て
の
家
畜
や
土
地
、
畜
舎
・
施
設
、
機
械
等

を
売
却
処
分
す
る
等
の
精
算
処
理
を
行
っ
た
経
営
を
い
う
。

経
営
継
承
者

の
要
件

①
 Ｊ
Ａ
の
組
合
員
で
あ
る
個
人

②
 経
営
中
止
者
と
第
３
者
（
４
親
等
以
上
）
の
関
係
に
あ
る
こ
と

③
 耕
種
に
お
い
て
経
営
規
模
が
畑
作
（
2

0
h

a
以
上
）
、
稲
作
、
露
地
野
菜
（
1
0

h
a
以
上
）
で
あ
る
こ
と

ま
た
、
酪
農
経
営
も
対
象
と
す
る
（
耕
種
を
優
先
）

備
考

酪
農
の
第
３
者
継
承
に
つ
い
て
は
、
「
Ｊ
Ａ
畜
産
経
営
継
承
支
援
事
業
」
へ
申
請
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、

耕
種
を
優
先
採
択
し
た
上
で
予
算
残
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
Ｊ
Ａ
畜
産
経
営
継
承
支
援
事
業
へ
申
請
し

た
案
件
の
う
ち
、
本
年
度
採
択
で
き
な
か
っ
た
も
の
な
ど
へ
の
活
用
を
行
う
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5

２
．
第
3
者
継
承
支
援
事
業
（支
援
の
イ
メ
ー
ジ
）

経
営

中
止

・
縮

小
者

経
営

継
承

者

農
地

住
宅

・
倉

庫
・
ハ

ウ
ス

（
継

承
資

産
)

ト
ラ

ク
タ

ー
等

国

就
農

準
備

資
金

、
経

営
開

始
資

金
青

年
等

就
農

資
金

等

地
元

市
町

村

新
規

参
入

支
援

、
農

地
借

上
料

支
援

固
定

資
産

税
助

成
等

北
農

5
連

ＪＡ
営

農
ｻﾎ゚

ﾄー協
議

会
第

3
者

継
承

支
援

事
業

予
算

総
額

 5
,0

0
0

万
円

（前
年

同
額

）

以
下

の
経

費
を

JA
に

助
成

す
る

①
Ｊ
Ａ

が
経

営
継

承
者

の
た

め
に

購
入

し
た

農
機

具
や

家
畜

等
②

 経
営

継
承

者
が

継
承

し
た

施
設

の
補

改
修

、
増

築
、
新

築
※

 施
設

自
体

の
取

得
費

は
対

象
外

（
追

加
購

入
）

作
業

機

修
繕

等
１
案

件
あ

た
り

最
大

1
,0

0
0
万

円
（1

/2
以

内
)

が
支

援
対

象
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6

２
．
第
3
者
継
承
支
援
事
業
（
助
成
計
算
期
間
）

✓
助
成
計
算
期
間
は
、
事
業
年
度
を
含
む
２
年
間
と
し
、
こ
の
期
間
内
の
経
営
継
承
に
関
わ
る
対
象
経
費
を
助
成
対
象
と
す

る
。
そ
の
中
で
、
以
下
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、
事
業
の
対
象
と
な
る
、

■
 助
成
計
算
期
間

事
業
年
度
を
含
む
２
年
間
（
令
和
６
年
１
１
月
～
令
和
８
年
１
０
月
）

■
 事
業
対
象
と
な
る
要
件

（
１
）
 
助
成
計
算
期
間
内
に
経
営
継
承
が
完
了
し
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
経
営
継
承
基
準
日
が
助
成
計
算
期
間
内
で
あ
る
こ
と
。

（
２
）
 ま
た
経
営
継
承
基
準
日
は
経
営
継
承
開
始
日
か
ら
原
則
と
し
て
２
年
以
内
で
あ
る
こ
と

【
令
和

8
年
度

 第
3
者
継
承
支
援
事
業
に
お
け
る
継
承
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
例
】

②
経
営
継
承
基
準
日
は

経
営
継
承
開
始
日
か
ら

２
年
以
内

経
営
継
承
開
始
日

R
7

.4
.1

経
営
を
継
承
さ
せ
る
計
画

が
決
ま
っ
た
日

経
営
中
止
・
縮
小
日

R
8

.4
.1

（耕
種
）農
地
の
利
用
権
を
移
し
た
日

（畜
種
）家
畜
を
全
頭
処
分
し
た
日

経
営
継
承
終
了
日

継
承
者
の
経
営
が
ほ
ぼ
軌
道
に

乗
っ
た
と
Ｊ
Ａ
が
判
断
し
た
日

経
営
継
承
基
準
日

R
8

.4
.1

（耕
種
）農
地
の
利
用
権
を
移
さ
れ
た
日

（畜
種
）家
畜
導
入
し
た
し
た
日

令
和
８
年
度
助
成
計
算
期
間
：

R
6

.1
1
.0

1
～

R
8

.1
0

.3
1

本
件
対
象
期
間
：
R

7
.4

.1
～

R
8

.1
0

.3
1

①
経
営
継
承
基
準
日
が

計
算
期
間
内
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7

２
．
第
3
者
継
承
支
援
事
業
（申
請
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
）

✓
J
A
が
本
事
業
を
活
用
す
る
場
合
、
J
A
は
中
央
会
支
所
を
通
じ
て
事
業
実
施
計
画
を
令
和
８
年
８
月
末
ま
で
に
北
農
５
連

J
A
営
農
サ
ポ
ー
ト
協
議
会
に
提
出
す
る
。
計
画
承
認
後
、
J
A
は
中
央
会
支
所
を
通
じ
て
事
業
実
施
報
告
書
を
令
和
８
年
１

２
月
末
ま
で
に
北
農
５
連

J
A
営
農
サ
ポ
ー
ト
協
議
会
に
提
出
す
る
。

Ｊ
Ａ

北
農
５
連
Ｊ
Ａ
営
農
サ
ポ
ー
ト
協
議
会

計
画
審
査
（
1
0
月
）

実
績
審
査
（
２
月
）

様
式
１

計
画
申
請

８
月
末
ま
で

様
式
３

実
績
報
告

1
2
月
末
ま
で

様
式
４

助
成
金
確
定

２
月

※
助
成
金
交
付

は
３
月

中
央
会
支
所

中
央
会
支
所

様
式
２

承
認
通
知

1
1
月
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募集回 募集期間 支援対象となる
新規雇用就農者の採用日（勤務開始日） 助成対象期間

第１回 2026年 ３月４日〜４月７日 2025年 ６月１日〜2026年 ２月１日 2026年 ６月１日〜2030年 ５月31日

第２回 2026年 ６月18日〜７月22日 2025年 10月１日〜2026年 ６月１日 2026年 10月１日〜2030年 ９月30日

第３回 2026年 10月22日〜11月25日 2026年 ２月１日〜2026年 10月１日 2027年 ２月１日〜2031年 １月31日

※募集期間は応募の状況により変更することがありますことをご了承ください。

全国農業会議所は、50歳未満の就農希望者を新たに雇用全国農業会議所は、50歳未満の就農希望者を新たに雇用
する農業法人等する農業法人等（個人・コントラクター等の農業支援サービス事業者（個人・コントラクター等の農業支援サービス事業者
を含む）を含む）に対して資金を助成する「雇用就農資金」を実施 に対して資金を助成する「雇用就農資金」を実施 
します。します。

全国で

約　　　　　　  の
経営体が活用！！

農林水産省補助事業令和８年度版

◦助成内容

◦募集期間等

農業法人等が就農希望者を雇用し、農業�
就業又は独立就農に必要な実践研修を
実施する場合に資金を助成します。

※１  新規雇用就農者が多様な人材（障がい者等）の場合は年間 15 万円が加算されます
※２ 事業実施期間が３ヶ月未満の場合は助成金は交付されません
※３  事業実施期間中に要件を満たさなくなった場合には、速やかに中止届を提出して

ください
※ 4  雇用就農者育成・独立支援タイプは、１経営体当たり新規採択人数は年間５人まで

かつ 3 人目以降の助成額は年間 20 万円（多様な人材の場合、年間 15 万円の加算）

240万円※

４年間

助成
金額

助成
期間

雇用就農資金

雇用就農資金
「雇用就農者育成・独立支援タイプ」のご案内

（年間  60万円×4年間）

農業者の
みなさまへ

4,000

まずはお住まいの地域の窓口へご相談を
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事業実施にあたっての主な要件 必ず募集要領で
詳細をご確認ください！

事
業
申
請（
募
集
）

▶
書
類
審
査
▶

審
査
結
果
通
知

▶
支
援
開
始
▶

原
則
支
援
開
始
後

１
ヶ
月
以
内

事
業
説
明
会
等

▶

原
則
支
援
開
始
後

２
ヶ
月
以
内

以
降
、
原
則
１
年

ご
と
に
実
施

初
回
の
現
地
確
認

▶

※
研
修
後
の
振
込
と
な
り
ま
す

（
原
則
６
ヶ
月
ご
と
）

助
成
金
交
付
申
請

▶

就
農
状
況
調
査

支
援
終
了

▶

就
農
状
況
調
査

１
年
後

1  おおむね年間を通じて農業を営む事業体（農業法人、農業者、農業支援サービス事業者等）
であること。

2  十分な指導を行うことのできる指導者（当該農業法人等の役員又は従業員で、５年以上の
農業経験を有する者等）を確保できること。

3  新規雇用就農者との間で正社員として期間の定めのない雇用契約を締結すること（独立が
前提の場合は、期間の定めのある雇用契約で可）。

4  働きやすい職場環境整備に係る項目（年間総労働時間 2,445 時間以内と規定・休憩所の整
備等）の 2 つ以上に既に取り組んでいるか、新たに取り組むこと。

5  雇用保険及び労災保険に加入させること（法人の場合は厚生年金保険 
及び健康保険にも加入）。

6  原則１週間の所定労働時間が年間平均 35 時間以上であること 
（新規雇用就農者が障がい者の場合は 20 時間以上で可）。

7   過去５年間に本事業、農の雇用事業等の対象となった新規雇用就農者が２名以上いる場合、
当該就農者の農業への定着率が２分の１以上であること。

8  原則地域計画に農業を担う者として位置づけられた者又は位置づけられることが見込まれる
者であること。

1  支援終了後も就農を継続又は独立する強い意欲を有する 50 歳未満（採用時点）の者である
こと。

2  支援開始時点で、採用（勤務開始）されてから４ヶ月以上 12 ヶ月未満であること。
3  過去の農業就業期間が５年以内であること。
4  原則として農業法人等の代表者の３親等以内の親族でないこと。
5  過去に就農準備資金、農業次世代人材投資資金（準備型）等で同

様の研修を受けていないこと。（但し、道府県農業大学校等は除く）

農業法人等の要件

新規雇用就農者の要件

◦応募～採択後の流れ

35 時間未満でも、 
フルタイム勤務の場合等は
ご相談ください
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　 農業法人等が職員等を次世代の経営者として育成する
ため、先進的な農業法人や異業種の法人に派遣して研修
を行う際の派遣研修経費及び代替職員の人件費を助成

　　　　　　　　　　 月額最大 10 万円 
最短３ヶ月～最長２年間

　　　　　　　　　　 2027 年１月 29 日まで随時募集

　 農業法人等が、新たな農業法人を設立して独立就農することを目指す就農希望者を一定期間
雇用し、独立就農に必要な技術・経営ノウハウ等を習得させるための研修を実施する場合に
資金を助成

　　　　　　　　　　 �１～２年目 年間 120 万円　３～４年目 年間 60 万円 
（多様な人材の場合は、年間 15 万円が加算されます）

　　　　　　　　　　「雇用就農者育成・独立支援タイプ」と同じ

違う支援タイプもあります

応募方法（雇用就農者育成・独立支援タイプの場合）

▪新法人設立支援タイプ

▪次世代経営者育成タイプ

助 成 内 容

助 成 内 容

助成額・期間

助成額・期間

募 集 期 間

募 集 期 間

応募は、以下 HP からの申請となります。

申請方法 提出書類

https://www.be-farmer.jp/farmer/
employment_fund/original/�▶

雇用就農資金の
ホームページ URL

要件の詳細や応募に必要な申請内容については、雇用就農資金のホームページにある「▶募集要領・
チェクリスト・事業申請書」をご確認ください。
なお、募集要領に掲載している申請様式にあらかじめご記入のうえ、応募フォームへ入力いただくと、
スムーズに応募申請を行うことができます。

◦事業申請書
◦新規雇用就農者の履歴書

◦研修指導者の履歴書
◦耕作証明書等の写し
◦就業規則の写し
◦�「みどりチェック」チェックシート

等

1  必ず提出が必要な書類

2��該当する場合に提出が必要な書類

雇用就農資金のホームページの応募申請フォーム
から申請してください。
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一般社団法人全国農業会議所
〒102-0084　東京都千代田区二番町9-8 中央労働基準協会ビル　（TEL：03-6265-6891）

農業会議等 〒 住   所 電話番号 メールアドレス
北海道 060-0005 札幌市中央区北 5条西 6-1-23　北海道通信ビル 5階 011-281-6761（直）koyo@hca.or.jp
青森県 030-0802 青森市本町 2-6-19　青森県土地改良会館 4階 017-774-8580（直）a02kaigi003@beach.ocn.ne.jp
岩手県 020-0884 盛岡市神明町 7-5　パルソビル 4階 019-626-8545（直）info@iwate-ca.or.jp
宮城県 981-0914 仙台市青葉区堤通雨宮町 4-17　宮城県仙台合同庁舎 9階 022-275-9164（直）04agri-miyagi@nca.or.jp
秋田県 010-0951 秋田市山王 4-1-2　秋田地方総合庁舎内 018-823-2785（直）05akita001@nca.or.jp
山形県 990-0041 山形市緑町 1-9-30　緑町会館 6階 023-622-8716（直）nounokoyou@yca.or.jp
福島県 960-8043 福島市中町 8-2　県自治会館 8階 024-524-1201（直）koyou@fnkaigi.com
茨城県 310-0852 水戸市笠原町 978-26　県市町村会館内 029-301-1236（直）nounokoyou@ibanou.com
栃木県 320-0047 宇都宮市一の沢 2-2-13　とちぎアグリプラザ 2階 028-648-7270（直）tochikaigi@tochikaigi.or.jp
群馬県 379-2147 前橋市亀里町 1310　群馬県農協ビル 027-280-6171（直）gn-koyou@nca.or.jp
埼玉県 330-0063 さいたま市浦和区高砂 3-12-9　埼玉県農林会舘内 048-829-3481（直）saiagri@sai-agri.com
千葉県 260-0855 千葉市中央区市場町 1-1　県庁南庁舎 9階 043-223-4480（直）chibakoyou@sirius.ocn.ne.jp
東京都 151-0053 渋谷区代々木3丁目25-3　あいおいニッセイ同和損保新宿ビル10階 03-3370-7146（直）tonokog@tokaigi.com
神奈川県 231-0023 横浜市中区山下町 2番地　産業貿易センタービル 10階 045-201-0895（直）koyoshuno@k-nk.or.jp
山梨県 400-0034 甲府市宝 1-21-20　県農業共済会館内 055-228-6811（直）sannougi@carrot.ocn.ne.jp
岐阜県 500-8384 岐阜市薮田南 5-14-12　岐阜県シンクタンク庁舎 2階 058-268-2527（直）gifu-koyou@nca.or.jp
静岡県 420-0884 静岡市葵区大岩本町 15-21 054-294-8321（直）17koyou@nca.or.jp
愛知県 460-0001 名古屋市中区三の丸二丁目 6番 1号　愛知県三の丸庁舎 8階 052-962-2841（直）koyoshuno@nougyoukaigi.or.jp
三重県 514-0004 津市栄町 1-891　三重県合同ビル 2階 059-213-2022（代）mieagri@juno.ocn.ne.jp
新潟県 951-8116 新潟市中央区東中通一番町86番地51　新潟東中通ビル4階 025-223-2186（直）koyou@niikaigi.or.jp
富山県 930-0096 富山市舟橋北町 4-19　富山県森林水産会館 6階 076-441-8961（代）tominou7@movie.ocn.ne.jp
石川県 920-0362 金沢市古府 1-217　農業管理センター内 076-240-0540（直）koyou@noukai.net
福井県 910-8555 福井市松本 3-16-10　福井合同庁舎 2階 0776-21-8234（直）info@f-kaigi.jp
長野県 380-0826 長野市大字南長野北石堂町 1177-3　JA長野県ビル 11階 026-217-0291（直）24nounokoyo-nagano@nca.or.jp
滋賀県 520-0807 大津市松本 1-2-20　滋賀県農業教育情報センター 2階 077-523-2439（直）shiganou@nca.or.jp
京都府 602-8054 京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2　京都府庁西別館3階 075-417-6848（直）koyou@agr-k.or.jp
大阪府 540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-33　JAバンク大阪信連事務センター3階 06-6941-2701（直）27koyou@nca.or.jp
兵庫県※1 650-0011 神戸市中央区下山手通 4-15-3　兵庫県農業共済会館 3階 078-391-1222（直）koyou@forest-hyogo.jp
奈良県 630-8501 奈良市登大路町 30　県庁分庁舎５階 0742-27-7419（直）nokaigi@silver.ocn.ne.jp
和歌山県 640-8263 和歌山市茶屋ノ丁 2-1　和歌山県自治会館 6階 073-428-4165（直）koyou@wnk.or.jp
鳥取県※2 680-0011 鳥取市東町 1-271　県庁第 2庁舎 8階 0857-26-8337（直）tnk@t-agri.com
島根県 690-0876 松江市黒田町 432番地 1　島根県土地改良会館３階 0852-22-4471（直）webmaster@shimane-21.gr.jp
岡山県 703-8282 岡山市中区平井 7-9-23 086-234-1093（直）okanogyo@orange.ocn.ne.jp
広島県 730-0051 広島市中区大手町 4-2-16　農業共済会館 2階 082-545-4146（直）koyou@h-kaigi.jp
山口県 753-0072 山口市大手町 9-11　山口県自治会館 2階 083-923-2102（直）koyoshuno.yamaguchi@hyper.ocn.ne.jp
徳島県 770-0011 徳島市北佐古一番町 5-12　徳島県 JA会館 8階 088-678-5611（直）36koyoshuno@tokukaigi.or.jp
香川県 761-8078 高松市仏生山町甲 263-1　3階 087-813-7751（直）kk37006@kgwagri.or.jp
愛媛県 790-0067 松山市大手町一丁目 7-3　松山大手町ビル 3階 089-943-2800（直）enk@themis.ocn.ne.jp
高知県 780-0850 高知市丸ノ内 1-7-52　県庁西庁舎 3階 088-824-8555（直）39nounokoyou@nca.or.jp
福岡県 810-0001 福岡市中央区天神 4-10-12　JA福岡県会館 2階 092-711-5070（直）n9faca@bronze.ocn.ne.jp
佐賀県 849-0925 佐賀市八丁畷町８番１号　佐賀総合庁舎 4階 0952-20-1810（直）sanoukai@sanoukai.jp
長崎県 850-0035 長崎市元船町 17-1　長崎県大波止ビル 3階 095-822-9647（直）nca05@bronze.ocn.ne.jp
熊本県 862-8570 熊本市中央区水前寺 6-18-1　熊本県庁本館 9階 096-384-3333（直）43koyousyuunou@nca.or.jp
大分県 870-0044 大分市舞鶴町 1-3-30　STビル 701号 097-532-4385（直）n-koyou@agri-oita.net
宮崎県 880-0913 宮崎市恒久 1-7-14　 0985-73-9211（直）mnk32@miyazaki-nk.net
鹿児島県 890-8577 鹿児島市鴨池新町 10-1　県庁 11階 099-286-5815（直）noukoyo46@po.minc.ne.jp
沖縄県 901-1112 島尻郡南風原町字本部 453-3　土地改良会館 3階 098-889-6027（直）nougyou@opca.or.jp

※１兵庫県は兵庫県農業会議ではなく、（公社）ひょうご農林機構です。※２鳥取県は鳥取県農業会議ではなく、（公財）鳥取農業農村担い手育成機構です。

書類の申請については、所在地の都道府県農業会議等へお願いいたします 2026年 3月現在

まずはお住まいの地域の窓口へ ご相談を
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令令和和８８年年度度のの主主なな変変更更点点ににつついいてて  

ⅠⅠ  応応募募申申請請ににおおけけるる変変更更点点  

1 助成対象期間が４年間に固定 

2 所所定定労労働働時時間間はは週週3355時時間間をを「「原原則則」」ととすするる  

※就業規則で規定されたフルタイムと同等であれば、

要件適合とする

3 従業員10人未満の経営体は就業規則の提出を原則不要 

4 研修時間300時間の基準の廃止 

※助成金交付申請書において「年間を通じて研修して

いるか」を確認し、時間数は問わない

※既採択者は2026年2月研修分から適用

ⅡⅡ  助助成成期期間間ににおおけけるる要要件件のの変変更更点点  

1 助成金の交付 

（１）週週3355時時間間→→週週3355時時間間（（原原則則））

（２）研修指導者の出勤簿の提出不要

2 研修 

年間300時間→おおむね年間を通じて実施 
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11　　今今のの仕仕事事にに求求めめてていいるるここととやや将将来来ににつついいてて、、現現時時点点ののおお考考ええをを教教ええててくくだだささいい。。

その他の具体的内容 その他の具体的内容

22　　今今のの就就職職先先((会会社社・・農農家家))  ををどどううややっってて探探ししままししたたかか。。就就職職のの決決めめ手手はは何何でですすかか。。

33　　ああななたたがが受受けけ取取りりたたいい年年間間給給与与をを想想像像ししてて下下ささいい。。
雇用就農者の希望給与 (参考)経営体の支払い想定給与

-- 雇用就農者希望の平均値 -- 経営体想定の平均値

-- 雇用就農者希望の中央値 -- 経営体想定の中央値

令和4年度第3回募集～令和7年度第3回募集 令和4年度第3回募集～令和7年度第3回募集
サンプル数 168 サンプル数 125

(最大値は5,000)

雇用就農資金研修生 ・ 雇用就農者 レポート集計結果

職場環境、経験、知識、技術の修得、スキルアップ、適切な労務管
理
怒鳴ることやミスに対する叱責の是正、労働安全保持の実施

独立とともに会社にも所属
新規就農まで転々として経験を積みたい
待遇次第

インディード、アグレ、マイナビ
リクナビ、アグリナビ、Bokujob
北海道DE農業をはじめる
Engage、Farm Agent、タイミー
シゴトガイド、ファームエージェ
ント
高卒就職情報Web提供サービ

農場見学、農場のウェブサイト
東京農業人ﾌｪｱ、新規就農ﾌｪｱ
企業合同説明会、社長の声掛け
市役所の就農研修、客として利用
会社からの学校訪問、SNS
学生時代のバイト先、夫の実家

2026年4月1日

職場環境、福利厚生
冬季特別休暇　休日
数
農業に興味があった
移住希望地域にあっ
た
職場の雰囲気

職場の雰囲気
経営者の人柄
成り行き　労働時間
独立就農までのプラン
独立を支援して貰える

地元から遠い、能力給
6次産業への興味
就農予定地が近い
通年雇用、自由度
ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄとのバランス

求人サイトの具体例 その他の具体的内容 その他の具体的内容

今今のの会会社社でで働働

きき続続けけたたいい, 
35%

独独立立・・親親元元 新新

規規就就農農ををししたた

いい, 25%

将将来来ののここととはは

わわかかららなないい,
30%

いつかは辞め

ようと思ってい

る, 9%

その他, 2%

現時点、どのようなお考えか

給給料料, 30%

仕仕事事内内容容, 
33%

休み, 17%

自然や仲間な

どの生活環

境, 16%

その他, 4%

今の仕事に求めること

求求人人ササイイトト, 
37%

インターン

シップ, 7%

人人にによよるる紹紹介介, 
32%

ハロー

ワーク,
8%

その他, 
15%

どうやって今の就職先を見つけたか

給料, 
15%

仕仕事事内内容容, 
46%実家から近い・子

育て等の生活環

境, 9%

経営者の考

え・理念に

共感, 19%

その他, 
11%

就職することへの決め手
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（万円）
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件
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移
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数

線
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(研
修
生
数

)
線
形

(経
営
対
数

)

H2
8社

会
保
険

加
入
を
義
務
化

雇
用
就
農
資
金

R4
従
業
員
数
に
よ
る

採
択
数
上
限
を
撤
廃

H3
1従

業
員
数
に
よ
る

採
択
数
上
限
を
設
定

H3
0定

着
率
50
%

R7
採
択
数
上
限
設
定

3人
目
か
ら
金
額
減
少

R2
有
給
休
暇
付
与
等

労
働
環
境
整
備
要
件

第 二 回 と 第 三 回 を 、

前 年 度 と 同 数 と 仮 定
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修
生
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)
線
形

(経
営
対
数

)

R7
採
択
数
上
限
設
定

3人
目
か
ら
金
額
減
少

雇
用
就
農
資
金

R4
従
業
員
数
に
よ
る

採
択
数
上
限
を
撤
廃

R2
有
給
休
暇
付
与
等

労
働
環
境
整
備
要
件

H3
1従

業
員
数
に
よ
る

採
択
数
上
限
を
設
定

H3
0定

着
率
50
%

H2
8社

会
保
険

加
入
を
義
務
化

第 二 回 と 第 三 回 を 、

前 年 度 と 同 数 と 仮 定
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北海道信用農業協同組合連合会資料
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20
22
.0
4

農
業
資
金
の
ご
相
談
は
、お
近
く
の
JA
の『
担
い
手
金
融
リ
ー
ダ
ー
』ま
で

JA
新
規
就
農

応
援
資
金

JA
新
規
就
農

応
援
資
金

JA
新

規
就

農
応

援
資

金
の

 ポ
イ

ン
ト

！

新
規
就
農
者
の

資
金
ニ
ー
ズ
に
対
応

新
規
就
農
者
が
農
業
経
営
に
必
要
と
な
る

設
備
資
金
や
運
転
資
金
に
幅
広
く
対
応
い

た
し
ま
す
。

J
A
バ
ン
ク
独
自
の
低
利
対
応

J
A
バ
ン
ク
独
自
の
取
組
と
し
て
、J
A
に
利

子
補
給
を
行
い
、低
金
利
で
の
対
応
に
努

め
て
い
ま
す
。

※
生
活
資
金
や
既
往
負
債
の
借
換
え
は
除
き
ま
す
。

た
だ
し
、前
所
有
者
の
経
営
を
継
承
す
る
場
合
の

居
抜
き
住
宅
は
対
象
と
な
り
ま
す
。

新
規

就
農

者
の

方
の

設
備

資
金

や
  運

転
資

金
な

ど
に

。 ©
よ
り
ぞ
う
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『 Ｊ Ａ 新 規 就 農 応 援 資 金 』 は

新 規 就 農 者 の 方 の 設 備 資 金 や 運 転 資 金 で 、

農 業 経 営 の 開 始 及 び 就 農 定 着 を ご 支 援 し ま す 。

制
度
資
金
の

補
完
資
金
に

農
業
経
営
に

必
要
な

設
備
資
金
に

前
所
有
者
の
経
営
を

居
抜
き
住
宅
付
き
で

継
承
す
る
場
合
に

家
畜
や
飼
料
の

購
入
に

〔
JA
新
規
就
農
応
援
資
金
〕商
品
概
要

ご
用
意
い
た
だ
く
書
類

ご
融
資
ま
で
の
流
れ

□
注
文
書
又
は
見
積
書
等

□
事
業
計
画
書（
就
農
計
画
書
）

□
登
記
事
項
証
明
書
及
び
定
款
等（
法
人
の
場
合
）

□
ご
印
鑑

□
そ
の
他
J
A
が
必
要
と
す
る
書
類

ご
不
明
な
点
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、お
近
く
の
J
A
の

「
担
い
手
金
融
リ
ー
ダ
ー
」ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
審
査
の
結
果
、ご
希
望
に
添
い
か
ね
る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

予
め
ご
了
承
願
い
ま
す
。

St
ep
1

St
ep
2

St
ep
3

St
ep
4

St
ep
5

St
ep
6

⬆ ⬆ ⬆ ⬆ ⬆

必
要
な
書
類
を
ご
用
意

お
申
込
み

J
A
で
審
査

貸
付
の
決
定

ご
融
資
に
係
る
関
係
書
類
の
作
成

ご
　
融
　
資

©
よ
り
ぞ
う

ご
利
用

い
た
だ
け
る
方

原
則
5
5
歳
未
満
で
就
農
開
始
5
年
目
ま
で
の

新
規
就
農
者

（
当
J
A
の
正
組
合
員
に
限
り
ま
す
。）

お
使
い
み
ち

（
1
）�農
業
経
営
に
必
要
な
設
備
資
金
�
�

農
業
経
営
用
施
設
・
機
械
の
取
得
・
改
良
・

造
成
等
（
前
所
有
者
の
経
営
を
継
承
す
る

場
合
の
居
抜
き
住
宅
を
含
む
）

※
�制
度
資
金
の
補
完
資
金
と
な
り
ま
す
。

（
2
）�農
業
経
営
に
必
要
な
運
転
資
金
�
�

肥
料
・
農
薬
・
飼
料
・
各
種
負
担
金
等
の
農
業

経
営
費
等

ご
融
資
金
額

1
,0
0
0
万
円
以
内
と
し
ま
す
。

ご
融
資
の
利
率

当
J
A
の
定
め
る
利
率
と
し
ま
す
。（
※
）

※
�J
A
バ
ン
ク
独
自
の
取
組
と
し
て
、
J
A
に
利

子
補
給
を
行
い
、低
金
利
で
の
対
応
に
努
め

て
い
ま
す
。

ご
返
済
期
間

最
長
1
7
年
以
内
と
し
ま
す
。

（
う
ち
最
長
据
置
5
年
以
内
）

ご
返
済
方
法

長
期
資
金
は
元
利
均
等
償
還
、
元
金
均
等
償
還

の
い
ず
れ
か
、
短
期
資
金
は
期
日
一
括
返
済
と

し
ま
す
。

※
�返
済
サ
イ
ク
ル
は
ご
相
談
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

担
保
・
保
証
人

当
J
A
の
定
め
る
基
準
に
よ
り
ま
す
。

借
入
者
が
法
人
の
場
合
は
、
原
則
と
し
て
代
表

者
を
連
帯
保
証
人
と
し
ま
す
。
但
し
、
経
営
者

保
証
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
連
帯
保
証
人

を
必
要
と
し
な
い
可
能
性
を
検
討
し
ま
す
。
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JA
北
海
道
信
連

新
規
就
農
者
資
⾦

■
信
連

新
規
就
農
者
資
⾦
の
商
品
概
要

 
食

の
「
安

全
」
「
安

心
」
へ
の
意

識
の

高
ま
り
や
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
・
価
値

観
の

多
様
化

な
ど
か
ら
、
農

業
へ
の

関
心

の
高

ま
り
、
職

業
と
し
て
農

業
を
開

始
さ
れ
る
方

も
多

く
お
ら
れ
ま
す
が

、
農
業

経
営

の
開
始

に
あ
た
っ
て
は
、
経

営
の
基

盤
と
な
る
農

地
や
機

械
等

を
揃
え
る
た
め
に
多

額
な
資

金
が

必

要
と
な
り
ま
す
。

 
J
A
北

海
道

信
連

で
は
、
こ
の

よ
う
な
新
た
に
農
業

を
始

め
る
方

々
の

農
地
・
施

設
・
機

械
の

購
入
、
経

営
資

金
、
住

宅
の

購
入
な
ど
の

資
金
の

調
達
に
あ

た
り
、
新

規
就

農
者

向
け
の

補
助
事

業
や
制

度
資

金
で
対

応
出

来
な
い

も
の

な
ど
を
新
規

就
農
者

資
金
で
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
ま
す
。

1.
ご
利
⽤
い
た
だ
け
る
⽅

 
認
定
就
農
者
の
方
で
、自

ら農
業
を
始
め
られ
る
方

 
認
定
就
農
者
の
方
で
、農

業
を始

め
られ
て
か
ら通

年
で
の
経
営
実
績
が

３
期
未
満
の
方

2.
お
使
い
み
ち

 
農
地
や
施
設
、農

機
具
取
得
な
どの
設
備
資
⾦
に

 
農
業
経
営
に
必
要
な
⻑
期
運
転
資
⾦
に

 
新
築
や
改
修
な
どの
住
宅
資
⾦
に

3.
ご
融
資
⾦
額

 
50
百
万
円
以
内
とし
ま
す
（
但
し、
運
転
資
⾦
は
5百

万
円
以
内
、住

宅
資
⾦
は
新
築
の
場
合
は
20
百
万
円
以
内
、中

古
住
宅
の
購
⼊
・修
繕
の

場
合
は
10
百
万
円
以
内
とし
ます
）

4.
ご
返
済
期
間

 
設
備
資
⾦
・住
宅
資
⾦
は
25
年
以
内
とし
ま
す

 
運
転
資
⾦
は
10
年
以
内
とし
ます

5.
ご
返
済
⽅
法

 
元
⾦
均
等
償
還
、元

⾦
不
均
等
償
還
の
い
ず
れ
か
とし
ます

6.
担
保
・保
証
人

 
借
⼊
者
の
状
況
や
事
業
内
容
等
に
よ
り異
な
りま
す
の
で
、お
問
い
合
わ
せ

くだ
さい
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参　考　資　料

（令和８年７月１５日現在）





Ⅰ 北海道農業公社担い手本部の設立及び変遷 
  
  近年、農家戸数の減少や農業従事者の高齢化が急速に進行する中、今後とも農業・農村の健全 

 な発展と活性化を図るためには意欲に溢れ優れた経営能力を有する青年等の就農促進が重要で

ある。 

  このため、国は平成７年２月「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」 

 （平成 26 年４月１日廃止）を制定し、就農支援資金の貸付をはじめとする就農促進に関する対 

 策を知事の指定する公益法人を通じて推進することとした。 

  これを受け本道においては、道、市町村、農業関係機関・団体が総力を結集して次代の北海道 

 農業を担う青年農業者等を育成・確保するため、共同で設置・運営する新たな農業の担い手育成 

 ・確保対策の推進機関として「社団法人北海道農業担い手育成センター」が平成７年９月に設立 

 された。                                            

センターでは、北海道で新たに農業を始めたいと考える青年等の様々な相談に専任相談員が対 

応するほか、農村での研修や体験実習の紹介、研修等に必要な資金の貸付など、北海道で就農を

志す青年等への総合的な支援を行っている。 

  一方、平成 21 年４月には｢人｣を担う農業担い手育成センターと、｢農地｣を担う財団法人北海

道農業開発公社（平成 24 年に公益財団法人の認定を受け、北海道農業公社に名称変更）との統

合による効率的な事業運営を行うことを目的に両団体は合併し、以降、センター事業は公社に担

い手本部担い手支援部を新設して行われることとなった。 

  また、国は平成 24 年度から青年等の就農を一層促進するため青年就農給付金事業を開始し、 

センターは研修段階での準備型事業給付金の給付主体となるほか、平成 25 年 12 月に「農業経営

基盤強化促進法」の一部改正を行い(平成 26 年４月１日施行)、就農希望者の就農計画認定を従 

来の知事から市町村長に移行するとともに、就農支援資金に代わる青年等就農資金（日本政策金

融公庫資金)を新たに措置し、青年等の就農の一層の促進を図ることとされた。 

  さらに令和２年度から担い手本部に「農業経営相談室」を設置し、新規就農などを含む地域の 

 農業者が抱える農業経営の法人化、規模拡大や円滑な経営継承等の課題に対して経営相談に対応 

 する専門家の派遣などを行う「北海道農業経営相談所」を、加えて令和３年度からは６次化に取

組む農業者等を支援するため、農業経営相談室内に「北海道６次産業化サポートセンター」を開

設した。 

令和５年４月には、農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、改定した基本方針の中で「青年農

業者等育成センター」に代わり、「北海道農業経営・就農支援センター」の業務を行う拠点とし

て公社は位置付けられており、経営⽀援業務は北海道農業経営相談所、就農⽀援業務は北海道農
業担い⼿育成センターが⾏い、それぞれ情報発信等を⾏うとともに、両業務の結びつきを強め、
関係機関と連携することにより、就農から定着、経営発展までの⼀貫した⽀援を⾏っている。 

  
  
Ⅱ 組織・業務体制 
 
１ 組  織  平成 ７年２月  青年就農促進法制定 

平成 ７年９月  同法に基づき、社団法人北海道農業担い手育成センター設立 

        平成 21 年４月  財団法人北海道農業開発公社と合併、担い手支援部を設置 

                平成 24 年４月  公益財団法人の認定を受けるとともに、公益財団法人北海道 

農業公社に名称を変更 

                平成 26 年４月   青年就農促進法が廃止、農業経営基盤強化促進法に組み込ま 

れ、北海道農業経営基盤強化促進基本方針の青年農業者等育 

成センターに公社を位置付け 

                令和 ２年４月  農業経営相談室を設置、北海道農業経営相談所を開設 

        令和 ３年６月  農業経営相談室内に、北海道６次産業化サポートセンター開設 

令和 ５年４月  基盤強化法の改正に伴い、農業経営・就農支援センターの業務を 

行う拠点として公社を位置付け（担い手センターの名称は存続） 

 

 

−163−



２ 名  称  担い手支援部（北海道農業担い手育成センター） 

        農業経営相談室（北海道農業経営相談所） 

 

３ 会 員 数  211 会員(174 市町村・10 関係機関団体・27 賛助団体)  

 

４ 執行体制  評議員（12 名） 

役 員（14 名）＜理事 12 名 監事２名＞うち常勤理事４名 

          理 事 長 小田原 輝 和  学識経験者 

副理事長 橋  本  弘 幸  佐呂間町農業協同組合会長理事 

常務理事 尾 居 清 一  学識経験者 

専門理事 大 高 秀 之  学識経験者 

 

担い手育成委員（８名）     

         委   員  萱 嶋 富 彦  北海道農政部農業経営局長 

           委   員 松 野   哲  岩見沢市長 

           委   員 石 塚   隆  新篠津村長 

委    員  小 椋 茂 敏  北海道農業協同組合中央会副会長理事 

           委   員 乾    泰 司   一般社団法人北海道農業会議専務理事 

            委   員 東  山      寛   北海道大学大学院農学研究院教授 

            委   員 千 葉 澄 子   北海道指導農業士協会顧問 

            委   員 橋  本  弘 幸   公益財団法人北海道農業公社副理事長 

 

５ 業務体制  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ★北海道農業担い手育成 

     センター業務所管 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ★北海道農業経営相談所 

       業務所管                       

 

 

 

○経営サポート事業 
経営相談、法人化等支援策の検討、専門家 

の派遣、経営相談会の企画・運営 
○６次産業化サポート事業 

経営改善や６次産業化の取組みの支援、専 
門家の設置や地域プランナーの派遣 

＜就農支援課＞ 

課   長 伊勢谷 巧 

副審議役  古舘 義則 
副考査役  腰越  聡 
嘱託職員（国際交流ｺｰ
ﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）  河井 久美 
臨時職員  安井 直美 

 

＜就農研修課＞ 

課   長  大岡 清司 
副審議役  宇野 和敏 
嘱託職員  鈴木  透 
嘱託職員  内田 秀一 

＜農業経営相談室＞ 

副審議役（経営相談ｺｰ
ﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）  多田 優彦 
副審議役  坂上  悟 
臨時職員  村上千代枝 

 

農業経営相談室 

室長 大塚 真一 

＜就農相談課＞ 
課   長  森田 晃弘 
職   員  山本 実莉 
嘱託職員（就農ｺｰﾃﾞｨﾈ
ｰﾀｰ）      山羽 法子 

秋松 祐子 
渡邉 和重 
伊與田まや 

 

◇本部の総括管理、企画調整 
○会費事業、協議会事務局等 
   担い手育成委員会、担い手育成センター事業
○就農啓発基金事業 

新規就農優良経営者表彰、調査・研究事業等 
○就農支援資金 
  就農支援資金の管理、償還免除事業等 
○海外派遣・国際交流研修 
  農業青年海外派遣等事業等 

○地域担い手育成センターとの連携活動 
  就農フェアの開催、就農相談、広報活動、農 
業体験会、グリーンパートナー活動、ＨＰ運営等 

○経営継承推進対策 
   第三者経営継承の推進等 
○新規参入希望者等への助成事業 
  家賃助成、研修受入農家支援、傷害保険掛金 
助成、大型特殊免許取得支援等 

○農業次世代人材投資事業 

  農業次世代人材投資(就農準備資金)事業 

 

 
担い手本部 

 
本部長 白旗 哲史 

担い手支援部 

部長 木村 一宇 
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Ⅲ 新規就農優良農業経営者表彰事業歴代受賞者 

○第 28 回［令和７年度表彰］-表彰式開催日 R７.11.18

表彰区分 振興局 市町村名 氏  名 年齢 就 農 年 経営形態 就農の区分

最優秀賞 十 勝 清水町 遠藤 耕作 42歳 平成25年 酪 農 新規参入（個人）

○第 27 回［令和６年度表彰］-表彰式開催日 R６.11.21

表彰区分 振興局 市町村名 氏  名 年齢 就 農 年 経営形態 就農の区分

最優秀賞 ｵﾎｰﾂｸ 美幌町 吉田 武薫 50歳 平成27年 畑 作 新規参入（個人）

○第 26 回［令和５年度表彰］-表彰式開催日 R５.11.15

表彰区分 振興局 市町村名 氏  名 年齢 就 農 年 経営形態 就農の区分

最優秀賞 石 狩 当別町 齊藤 義也 40歳 平成27年 花 き 新規参入（個人）

○第 25 回［令和４年度表彰］-表彰式開催日 R４.12.15

表彰区分 振興局 市町村名 氏  名 年齢 就 農 年 経営形態 就農の区分

最優秀賞
ｵﾎｰﾂｸ 遠軽町 江面 暁人 43歳 平成24年 畑 作 新規参入（個人）

石 狩 新篠津村 福尾 拓 41歳 平成26年 野 菜 新規参入（個人）

○第 24 回［令和３年度表彰］-コロナ禍により地元で表彰式開催 

表彰区分 振興局 市町村名 氏  名 年齢 就 農 年 経営形態 就農の区分

最優秀賞 胆 振 厚真町 安達 博司 50歳 平成26年 施設野菜(ﾎｳﾚﾝ草) 新規参入（個人）

○第 23 回［令和２年度表彰］-コロナ禍により地元で表彰式開催

表彰区分 振興局 市町村名 氏  名 年齢 就 農 年 経営形態 就農の区分

最優秀賞
十 勝 広尾町 成田 芳樹 45歳 平成23年 酪 農 新規参入（個人）

石 狩 千歳市 大川 聖士 41歳 平成23年 畑作・野菜 新規参入（個人）

○第 22 回［令和元年度表彰］-表彰式開催日 R１.11.20

表彰区分 振興局 市町村名 氏  名 年齢 就 農 年 経営形態 就農の区分

最優秀賞
上 川 士別市 中村 光昌 53歳 平成23年 畑 作 新規参入（個人）

上 川 下川町 吉田 公司 58歳 平成22年 施設野菜(ﾄﾏﾄ) 新規参入（個人）

○第 21 回［平成 30 年度表彰］-表彰式開催日 H30.11.13

表彰区分 振興局 市町村名 氏  名 年齢 就 農 年 経営形態 就農の区分

最優秀賞
十 勝 士幌町 小野寺 雅 36歳 平成20年 酪 農 新規参入（個人）

石 狩 千歳市 假屋 智博 40歳 平成22年 畑作・野菜 新規参入（個人）

優 秀 賞 十 勝 幕別町忠類 大石 幸男 42歳 平成24年 酪 農 新規参入（個人）

○第 20 回［平成 29 年度表彰］-表彰式開催日 H29.11.9

表彰区分 振興局 市町村名 氏  名 年齢 就 農 年 経営形態 就農の区分

最優秀賞 十 勝 広尾町 菊池 亮太 36歳 平成21年 酪 農 新規参入（個人）

優 秀 賞 後 志 余市町 廣岡  篤 46歳 平成21年 野菜・果樹 新規参入（個人）
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○第 19 回［平成 28 年度表彰］-表彰式開催日 H28.11.15

表彰区分 振興局 市町村名 氏  名 年齢 就 農 年 経営形態 就農の区分

最優秀賞
胆 振 安平町 髙 橋 康 二 47歳 平成18年 野菜･メロン専業 新規参入（個人）

上 川 下川町 中 田 豪之介 56歳 平成19年 畑作・施設野菜 新規参入（個人）

○第 18 回［平成 27 年度表彰］-表彰式開催日 H27.11.18

表彰区分 振興局 市町村名 氏  名 年齢 就 農 年 経営形態 就農の区分

最優秀賞 十 勝 大樹町 河 口 健 人 40歳 平成20年 酪農 新規参入（個人）

優 秀 賞
ｵﾎｰﾂｸ 美幌町 荒 木 千 夏 40歳 平成21年 露地・施設野菜 新規参入（個人）

根 室 中標津町 中 澤 憲 一 43歳 平成23年 酪農 新規参入（個人）

○第 17 回［平成 26 年度表彰］-表彰式開催日 H26.11.19

表彰区分 振興局 市町村名 氏  名 年齢 就 農 年 経営形態 就農の区分

最優秀賞 ｵﾎｰﾂｸ 美幌町 新 庄 正 明 47歳 平成19年 畑作・野菜 新規参入（個人）

優 秀 賞
日 高 平取町 渡 邉 邦 衡 47歳 平成20年 施設野菜 新規参入（個人）

根 室 羅臼町 稗 田 徹 也 31歳 平成21年 酪農 新規参入（個人）

○第 16回［平成 25年度表彰］-表彰式開催日 H25.11.13

表彰区分 振興局 市町村名 氏  名 年齢 就 農 年 経営形態 就農の区分

最優秀賞
上 川 下川町 鈴 木 和 夫 52歳 平成13年 酪農 新規参入(個人)

後 志 真狩村 小 林 昌 男 46歳 平成14年 畑作・野菜 新規参入(個人)

優 秀 賞

上 川 下川町 本 田 政 久 63歳 平成13年 畑作・野菜 新規参入(個人)

ｵﾎｰﾂｸ 美幌町 中 原 伯 樹 39歳 平成19年 畑作・野菜 新規参入(個人)

根 室 別海町 大 仲 孝 昌 38歳 平成17年 酪農 新規参入(個人)

空 知 雨竜町 長谷部 朋 36歳 平成19年 水稲・畑作 新規参入(個人)

上 川 旭川市 守 屋 大 輔 33歳 平成18年 畑作・野菜 新規参入(個人)

○第 15 回［平成 24 年度表彰］-表彰式開催日 H24.11.14

表彰区分 振興局 市町村名 氏  名 年齢 就 農 年 経営形態 就農の区分

最優秀賞 ｵﾎｰﾂｸ 津別町 小 林 正 弘 42歳 平成15年 酪農 新規参入（個人）

優 秀 賞
ｵﾎｰﾂｸ 美幌町 本 庄 孝 之 51歳 平成16年 畑作・野菜 新規参入（個人）

空 知 長沼町 押 谷 行 彦 42歳 平成13年 露地・施設野菜 新規参入（個人）

○第 14 回［平成 23 年度表彰］-表彰式開催日 H23.11.16

表彰区分 振興局 市町村名 氏  名 年齢 就 農 年 経営形態 就農の区分

最優秀賞 日 高 新ひだか町 宮 田 直 希 27歳 平成16年 施設花卉 新規参入（個人）

優 秀 賞
上 川 旭川市 森 山 博 明 46歳 平成12年 花卉 新規参入（個人）

ｵﾎｰﾂｸ 美幌町 井 口 康 夫 38歳 平成15年 畑作・野菜 新規参入（個人）
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○第 19 回［平成 28 年度表彰］-表彰式開催日 H28.11.15

表彰区分 振興局 市町村名 氏  名 年齢 就 農 年 経営形態 就農の区分

最優秀賞
胆 振 安平町 髙 橋 康 二 47歳 平成18年 野菜･メロン専業 新規参入（個人）

上 川 下川町 中 田 豪之介 56歳 平成19年 畑作・施設野菜 新規参入（個人）

○第 18 回［平成 27 年度表彰］-表彰式開催日 H27.11.18

表彰区分 振興局 市町村名 氏  名 年齢 就 農 年 経営形態 就農の区分

最優秀賞 十 勝 大樹町 河 口 健 人 40歳 平成20年 酪農 新規参入（個人）

優 秀 賞
ｵﾎｰﾂｸ 美幌町 荒 木 千 夏 40歳 平成21年 露地・施設野菜 新規参入（個人）

根 室 中標津町 中 澤 憲 一 43歳 平成23年 酪農 新規参入（個人）

○第 17 回［平成 26 年度表彰］-表彰式開催日 H26.11.19

表彰区分 振興局 市町村名 氏  名 年齢 就 農 年 経営形態 就農の区分

最優秀賞 ｵﾎｰﾂｸ 美幌町 新 庄 正 明 47歳 平成19年 畑作・野菜 新規参入（個人）

優 秀 賞
日 高 平取町 渡 邉 邦 衡 47歳 平成20年 施設野菜 新規参入（個人）

根 室 羅臼町 稗 田 徹 也 31歳 平成21年 酪農 新規参入（個人）

○第 16回［平成 25年度表彰］-表彰式開催日 H25.11.13

表彰区分 振興局 市町村名 氏  名 年齢 就 農 年 経営形態 就農の区分

最優秀賞
上 川 下川町 鈴 木 和 夫 52歳 平成13年 酪農 新規参入(個人)

後 志 真狩村 小 林 昌 男 46歳 平成14年 畑作・野菜 新規参入(個人)

優 秀 賞

上 川 下川町 本 田 政 久 63歳 平成13年 畑作・野菜 新規参入(個人)

ｵﾎｰﾂｸ 美幌町 中 原 伯 樹 39歳 平成19年 畑作・野菜 新規参入(個人)

根 室 別海町 大 仲 孝 昌 38歳 平成17年 酪農 新規参入(個人)

空 知 雨竜町 長谷部 朋 36歳 平成19年 水稲・畑作 新規参入(個人)

上 川 旭川市 守 屋 大 輔 33歳 平成18年 畑作・野菜 新規参入(個人)

○第 15 回［平成 24 年度表彰］-表彰式開催日 H24.11.14

表彰区分 振興局 市町村名 氏  名 年齢 就 農 年 経営形態 就農の区分

最優秀賞 ｵﾎｰﾂｸ 津別町 小 林 正 弘 42歳 平成15年 酪農 新規参入（個人）

優 秀 賞
ｵﾎｰﾂｸ 美幌町 本 庄 孝 之 51歳 平成16年 畑作・野菜 新規参入（個人）

空 知 長沼町 押 谷 行 彦 42歳 平成13年 露地・施設野菜 新規参入（個人）

○第 14 回［平成 23 年度表彰］-表彰式開催日 H23.11.16

表彰区分 振興局 市町村名 氏  名 年齢 就 農 年 経営形態 就農の区分

最優秀賞 日 高 新ひだか町 宮 田 直 希 27歳 平成16年 施設花卉 新規参入（個人）

優 秀 賞
上 川 旭川市 森 山 博 明 46歳 平成12年 花卉 新規参入（個人）

ｵﾎｰﾂｸ 美幌町 井 口 康 夫 38歳 平成15年 畑作・野菜 新規参入（個人）

○第 13 回［平成 22 年度表彰］-表彰式開催日 H22.11.24 

表彰区分 振興局 市町村名 氏  名 年齢 就 農 年 経営形態 就農の区分

最優秀賞 北 見 北見市 髙 松 正 忠 39歳 平成13年 酪農・畑作 新規参入（個人）

優 秀 賞
上 川 旭川市 小 原 隆 50歳 平成11年 施設野菜 新規参入（個人）

日 高 平取町 香 田 文 雄 47歳 平成14年 施設野菜 新規参入（個人）

○第 12 回［平成 21 年度表彰］-表彰式開催日 H21.12.11 

表彰区分 支庁名 市町村名 氏  名 年 齢 就 農 年 経営形態 就農の区分 

最優秀賞 十 勝 清水町 棚 田 利 次 48歳 平成10年 酪農専業 新規参入（個人）

優 秀 賞
石 狩 千歳市 三 浦 賢 悟 41歳 平成13年 野菜・養鶏 新規参入（個人）

後 志 ニセコ町 多 田 勉 45歳 平成15年 畑作・野菜 新規参入（個人）

奨 励 賞 留 萌 天塩町 中 村 康 宏 29歳 平成15年 酪農専業 農家後継(個人)・Uターン

○第 11 回［平成 20 年度表彰］-表彰式開催日 H20.5.26

表彰区分 支庁名 市町村名 氏  名 年 齢 就 農 年 経営形態 就農の区分 

最優秀賞
石 狩 恵庭市 濱 田 誠 33歳 平成14年 畑作・野菜 新規参入（個人）

十 勝 足寄町 吉 川 友 二 43歳 平成13年 酪農専業 新規参入（個人）

優 秀 賞

渡 島 知内町 北 島 道 男 37歳 平成９年 園芸・畑作 農家後継（個人）

上 川 下川町 及 川 幸 雄 49歳 平成７年 野菜専業 新規参入（個人）

十 勝 帯広市 薮 田 秀 行 51歳 平成14年 野菜専業 新規参入（個人）

根 室 別海町 玉 置 健 三 50歳 平成14年 酪農専業 新規参入（個人）

奨 励 賞

空 知 雨竜町 遠 藤 淳 史 43歳 平成12年 稲作・畑作 新規参入（個人）

上 川 美瑛町 竹 中 節 36歳 平成12年 稲作・野菜 新規参入（個人）

網 走
遠軽町 岡 村 貴 幸 30歳 平成10年 野菜専業 農家後継（個人）

興部町 竹 内 寛 46歳 平成９年 酪農専業 新規参入（個人）

釧 路 標茶町 和 田 岳 志 33歳 平成12年 酪農専業 新規参入（個人）

○第 10 回［平成 19 年度表彰］-表彰式開催日 H19.5.21

表彰区分 支庁名 市町村名 氏  名 年 齢 就 農 年 経営形態 就農の区分 

最優秀賞 石 狩 千歳市 蘆 田 裕 介 35歳 平成12年 野菜専業 新規参入（個人）

優 秀 賞

空 知 由仁町 重 田 順 栄 31歳 平成10年 畑作・稲作 農家後継（個人）

宗 谷 枝幸町 今 尚 春 30歳 平成９年 酪農専業 農家後継（個人）

日 高 新ひだか町 吉 田 邦 博 37歳 平成９年 稲作・野菜 農家後継(個人)・Uターン

○第９回［平成 18 年度表彰］-表彰式開催日 H18.5.22  ※当年より表彰年度を表彰式開催年度に変更

表彰区分 支庁名 市町村名 氏  名 年 齢 就 農 年 経営形態 就農の区分 

最優秀賞 日 高 平取町 新井 貞則 31歳 平成12年 花き専業 新規参入（個人）

優 秀 賞

渡 島 森 町 根田 一紀 65歳 平成10年 花き専業 新規参入（個人）

網 走 佐呂間町 西岡 俊和 42歳 平成11年 酪農専業 新規参入（個人）

胆 振 安平町 新井 真人 35歳 平成12年 野菜専業 新規参入（個人）

日 高 新ひだか町 飯岡 拓也 30歳 平成10年 花き専業 新規参入（個人）
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○第８回［平成 16 年度表彰］-表彰式開催日 H17.5.27

表彰区分 支庁名 市町村名 氏  名 年 齢 就 農 年 経営形態 就農の区分 

最優秀賞 十 勝 豊頃町 田 頭 保 35歳 平成10年 酪農専業 新規参入（個人）

優 秀 賞

日 高 三石町 金 森 哲 也 30歳 平成７年 稲作・花き 農家後継(個人)・Uターン

上 川 下川町 豊 嶋 猛 64歳 平成６年 野菜専業 新規参入（個人）

釧 路 白糠町 松 永 康 彦 33歳 平成３年 酪農・肉牛 農家後継（個人）

○第７回［平成 15 年度表彰］-表彰式開催日 H16.5.24

表彰区分 支庁名 市町村名 氏  名 年 齢 就 農 年 経営形態 就農の区分 

優 秀 賞

留 萌 天塩町 赤 塚 冬 樹 29歳 平成７年 酪農専業 農家後継（個人）

宗 谷
枝幸町 石 田 幸 也 38歳 平成７年 酪農専業 新規参入（個人）

豊富町 高 橋 邦 夫 42歳 平成８年 酪農専業 新規参入（個人）

上 川 愛別町 鉛 口 裕 二 31歳 平成７年 稲作・園芸 農家後継（個人）

奨 励 賞

日 高 新ひだか町) 猪野毛 哲次 38歳 平成12年 養豚・稲作 農家後継（個人）

後 志
余市町 梅 田 徹 25歳 平成11年 果樹専業 農家後継（個人）

黒松内町 三 浦 義 也 50歳 平成５年 畑作･農産加工 新規参入（個人）

空 知 由仁町 金 山 和 則 30歳 平成５年 園芸・稲作 農家後継（個人）

胆 振 追分町 小 路 健 男 40歳 平成３年 養鶏・野菜 新規参入（個人）

留 萌 天塩町 蜂須賀 俊光 43歳 平成14年 酪農専業 新規参入（個人）

上 川 名寄市 水 間 健 詞 36歳 平成10年 稲作・畑作 農家後継（個人）

○第６回［平成 14 年度表彰］-表彰式開催日 H15.5.26

表彰区分 支庁名 市町村名 氏  名 年 齢 就 農 年 経営形態 就農の区分 

最優秀賞 十 勝 広尾町 小 田 治 義 34歳 平成８年 酪農専業 新規参入（個人）

優 秀 賞

上 川 名寄市 後 藤 隆 春 31歳 平成７年 酪農専業 農家後継（個人）

胆 振 伊達市 野 田 智 嘉 40歳 平成９年 花き専業 新規参入（個人）

日 高 三石町 土 居 稔 明 24歳 平成９年 花き専業 農家後継（個人）

十 勝 帯広市 馬 場 勝 二 30歳 平成９年 畑作専業 農家後継（個人）

奨 励 賞

後 志 京極町 藤 波 志 伸 28歳 平成９年 酪農専業 農家後継（個人）

宗 谷 豊富町 菅 原 真 幸 21歳 平成10年 酪農専業 農家後継（個人）

根 室
中標津町 藤 田 晋 28歳 平成６年 酪農専業 農家後継（個人）

中標津町 中 林 誠 司 24歳 平成11年 酪農専業 農家後継（個人）

○第５回［平成 13 年度表彰］-表彰式開催日 H14.5.28

表彰区分 支庁名 市町村名 氏  名 年 齢 就 農 年 経営形態 就農の区分 

最優秀賞 日 高 三石町 前 川 忠 昭 41歳 平成５年 肉牛専業 農家後継（個人）

優 秀 賞

網 走 白滝村 宮 原 信 孝 46歳 平成３年 酪農専業 新規参入（個人）

空 知 月形町 平 尾 元 一 38歳 平成10年 花き専業 新規参入（個人）

十 勝 広尾町 加 藤 太 朗 34歳 平成６年 酪農専業 新規参入（個人）



○第４回［平成 12 年度表彰］-表彰式開催日 H13.5.24

表彰区分 支庁名 市町村名 氏  名 年 齢 就 農 年 経営形態 就農の区分 

最優秀賞 渡 島 知内町 大 嶋 貢 31歳 平成２年 稲･畑･野菜 農家後継（個人）

優 秀 賞

渡 島 七飯町 寺 谷 富 夫 59歳 平成３年 花き専業 新規参入（個人）

根 室 別海町 穴 吹 威 34歳 平成６年 酪農専業 新規参入（個人）

十 勝 幕別町 田 村 寛 興 34歳 平成５年 酪農専業 新規参入（個人）

上 川 旭川市 水 口 仁 志 27歳 平成８年 稲作・野菜 農家後継（個人）

○第３回［平成 11 年度表彰］-表彰式開催日 H12.5.22

表彰区分 支庁名 市町村名 氏  名 年 齢 就 農 年 経営形態 就農の区分 

最優秀賞 釧 路 浜中町 海野 泰彦 39歳 昭和63年 酪農専業 新規参入（個人）

優 秀 賞

空 知 由仁町 西村 博徳 31歳 平成３年 稲作・野菜 農家後継（個人）

上 川 美深町 庄司 村尾 42歳 平成元年 畑作・野菜 新規参入（個人）

留 萌 幌延町 日野 勝信 32歳 平成３年 酪農専業 農家後継（個人）

釧 路 標茶町 藤吉 博光 32歳 平成６年 酪農専業 新規参入（個人）

奨 励 賞

宗 谷 枝幸町 赤坂 一弘 29歳 平成元年 酪農専業 農家後継（個人）

胆 振 豊浦町 久保 健一 28歳 平成３年 畑作・野菜 農家後継（個人）

日 高 平取町 武田 浩則 36歳 平成８年 稲作・野菜 農家後継(個人)・Uターン

○第２回［平成 10 年度表彰］-表彰式開催日 H11.5.20

表彰区分 支庁名 市町村名 氏  名 年 齢 就 農 年 経営形態 就農の区分 

最優秀賞 上 川 中川町 小 林 治 雄 43歳 平成２年 酪農専業 新規参入（個人）

優 秀 賞

十 勝 帯広市 太 田 充 英 35歳 平成元年 肉牛(素牛) 新規参入（個人）

上 川 名寄市 夏 井 明 弘 31歳 平成２年 野菜専業 農家後継（法人）

宗 谷 稚内市 石 黒 茂 雄 29歳 平成４年 酪農専業 農家後継（個人）

奨 励 賞

釧 路 浜中町 高 岡 透 40歳 平成２年 酪農専業 新規参入（個人）

根 室 標津町 猪 狩 浩 一 38歳 平成８年 酪農専業 新規参入（個人）

十 勝 帯広市 山 本 善 之 35歳 平成７年 畑作専業 農家後継(個人)・Uターン

○第１回［平成９年度表彰］-表彰式開催日 H10.5.25

表彰区分 支庁名 市町村名 氏  名 年 齢 就 農 年 経営形態 就農の区分 

最優秀賞 根 室 中標津町 蓮 見 成 尋 33歳 平成３年 酪農専業 新規参入（個人）

優 秀 賞

十 勝 清水町 竹 中 隆 利 28歳 平成３年 酪農専業 農家後継（個人）

胆 振 伊達市 富 田 雪 39歳 平成６年 花き園芸 新規参入（法人）

上 川 風連町 東 野 秀 樹 26歳 平成５年 稲・畑・花 農家後継（法人）

宗 谷 豊富町 向 井 健 二 32歳 平成５年 酪農専業 新規参入（個人）

奨 励 賞

上 川
名寄市 伊 東 浩 次 26歳 平成６年 畑作・野菜 農家後継（個人）

上川町 関 行 男 41歳 平成５年 酪農・加工 新規参入（法人）

釧 路 浜中町 上 田 浩 34歳 平成４年 酪農専業 新規参入（個人）

胆 振 伊達市
小 野 裕 一 27歳 平成６年 野菜・畑・花 農家後継（個人）

石 井 兼 広 50歳 平成６年 養鶏(平飼い) 新規参入（個人）

空 知 南幌町 白 倉 博 幸 26歳 平成６年 稲作・畑作 農家後継（個人）

十 勝
帯広市 田 中 靖 人 24歳 平成４年 畑作専業 農家後継（個人）

中札内村 長谷川 竹彦 44歳 平成３年 酪農専業 新規参入（個人）

網 走 上湧別町 緑 川 将 仁 28歳 平成５年 酪農専業 農家後継（個人）

（※敬称略） 
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○第８回［平成 16 年度表彰］-表彰式開催日 H17.5.27

表彰区分 支庁名 市町村名 氏  名 年 齢 就 農 年 経営形態 就農の区分 

最優秀賞 十 勝 豊頃町 田 頭 保 35歳 平成10年 酪農専業 新規参入（個人）

優 秀 賞

日 高 三石町 金 森 哲 也 30歳 平成７年 稲作・花き 農家後継(個人)・Uターン

上 川 下川町 豊 嶋 猛 64歳 平成６年 野菜専業 新規参入（個人）

釧 路 白糠町 松 永 康 彦 33歳 平成３年 酪農・肉牛 農家後継（個人）

○第７回［平成 15 年度表彰］-表彰式開催日 H16.5.24

表彰区分 支庁名 市町村名 氏  名 年 齢 就 農 年 経営形態 就農の区分 

優 秀 賞

留 萌 天塩町 赤 塚 冬 樹 29歳 平成７年 酪農専業 農家後継（個人）

宗 谷
枝幸町 石 田 幸 也 38歳 平成７年 酪農専業 新規参入（個人）

豊富町 高 橋 邦 夫 42歳 平成８年 酪農専業 新規参入（個人）

上 川 愛別町 鉛 口 裕 二 31歳 平成７年 稲作・園芸 農家後継（個人）

奨 励 賞

日 高 新ひだか町) 猪野毛 哲次 38歳 平成12年 養豚・稲作 農家後継（個人）

後 志
余市町 梅 田 徹 25歳 平成11年 果樹専業 農家後継（個人）

黒松内町 三 浦 義 也 50歳 平成５年 畑作･農産加工 新規参入（個人）

空 知 由仁町 金 山 和 則 30歳 平成５年 園芸・稲作 農家後継（個人）

胆 振 追分町 小 路 健 男 40歳 平成３年 養鶏・野菜 新規参入（個人）

留 萌 天塩町 蜂須賀 俊光 43歳 平成14年 酪農専業 新規参入（個人）

上 川 名寄市 水 間 健 詞 36歳 平成10年 稲作・畑作 農家後継（個人）

○第６回［平成 14 年度表彰］-表彰式開催日 H15.5.26

表彰区分 支庁名 市町村名 氏  名 年 齢 就 農 年 経営形態 就農の区分 

最優秀賞 十 勝 広尾町 小 田 治 義 34歳 平成８年 酪農専業 新規参入（個人）

優 秀 賞

上 川 名寄市 後 藤 隆 春 31歳 平成７年 酪農専業 農家後継（個人）

胆 振 伊達市 野 田 智 嘉 40歳 平成９年 花き専業 新規参入（個人）

日 高 三石町 土 居 稔 明 24歳 平成９年 花き専業 農家後継（個人）

十 勝 帯広市 馬 場 勝 二 30歳 平成９年 畑作専業 農家後継（個人）

奨 励 賞

後 志 京極町 藤 波 志 伸 28歳 平成９年 酪農専業 農家後継（個人）

宗 谷 豊富町 菅 原 真 幸 21歳 平成10年 酪農専業 農家後継（個人）

根 室
中標津町 藤 田 晋 28歳 平成６年 酪農専業 農家後継（個人）

中標津町 中 林 誠 司 24歳 平成11年 酪農専業 農家後継（個人）

○第５回［平成 13 年度表彰］-表彰式開催日 H14.5.28

表彰区分 支庁名 市町村名 氏  名 年 齢 就 農 年 経営形態 就農の区分 

最優秀賞 日 高 三石町 前 川 忠 昭 41歳 平成５年 肉牛専業 農家後継（個人）

優 秀 賞

網 走 白滝村 宮 原 信 孝 46歳 平成３年 酪農専業 新規参入（個人）

空 知 月形町 平 尾 元 一 38歳 平成10年 花き専業 新規参入（個人）

十 勝 広尾町 加 藤 太 朗 34歳 平成６年 酪農専業 新規参入（個人）



Ⅳ 職員等メールアドレス及び主な担当業務一覧 

職 氏 名 メールアドレス 内線 主 な 担 当 業 務 

担 い 手 本 部 長 白旗  哲史 
shirahata.satoshi
@adhokkaido.or.jp 

６４９ ○本部の総合調整に関すること 

担い手支援部  直通電話番号 ０１１―２７１―２２５５   

担い手支援部長 木村  一宇 
kimura 
@adhokkaido.or.jp 

６４１ ○部の統括に関すること 

就 農 支 援 課 長 伊 勢 谷  巧 iseya 
@adhokkaido.or.jp 

６４６ 

○課の統括に関すること 
○北海道農業担い手育成ｾﾝﾀｰ事業等の企画立案・
調整に関すること 

○担い手育成委員会に関すること 
○就農啓発基金事業に関すること 
○青年農業者海外研修事業の企画・立案に関する
こと 

副 審 議 役 古舘  義則 
furudate.yoshinori
@adhokkaido.or.jp 

６４８ 

○就農支援資金の債権管理(条件変更を含む)･償
却に関すること  

○就農支援資金の償還免除・償還金回収に関する
こと 

○青年等就農資金に関すること 

副 考 査 役 腰 越  聡 
koshigoe 
@adhokkaido.or.jp 

６４６ 

○北海道農業担い手育成ｾﾝﾀｰ事業等に関すること 
○担い手育成会員に関すること  
○各種事業遂行状況の把握、実績取りまとめ 
○部・室の会計事務に関すること 

国 際 交 流
ｺ ｰ ﾃ ﾞ ｨ ﾈ ｰ ﾀｰ 

河井  久実 
kawai.kumi 
@adhokkaido.or.jp  

６４２
○青年農業者海外研修事業の研修生募集及び派遣 
に関すること(国際農業者交流協会事業を含む) 

臨 時 職 員 安 井  直 美 
yasui.naomi 
@adhokkaido.or.jp 

６４７
○部内庶務 
○部・室の会計事務に関すること 

就 農 相 談 課 長 森田  晃弘 
morita.akihiro 
@adhokkaido.or.jp 

６３１
○課の統括に関すること 
○新規就農に関する企画立案・実施に関すること 
〇指導農業士協会事務局（会計） 

職 員 山 本  実 莉 
yamamoto.minori 
@adhokkaido.or.jp 

６２３

○就農研修者等への各種助成に関すること  
○無料職業紹介業務に関すること  
○就農関連情報・資料作成に関すること  
○広報に関すること 
○農業士協会事務局（会計） 

就 農 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 山羽   法子 
yamaha.noriko 
@adhokkaido.or.jp  

６４３

○就農相談業務  
○第三者継承業務  
○就農関連情報・資料の企画立案・作成に関する
こと 

就 農 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 秋松  祐子 
akimatsu.yuuko 
@adhokkaido.or.jp 

６４５

○就農相談業務 
○第三者継承業務 
○学生等に対する就農関連情報の周知に関するこ
と 

就農ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ  ー 渡 邊  和 重 
watanabe.kazushige 
@adhokkaido.or.jp 

６４４

○就農相談業務  
○就農関連情報の訪問調査・資料作成に関するこ
と 

○ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰﾄﾅｰ研修会の開催に関すること 

就農ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ  ー 伊與田 まや 
iyoda.maya 
@adhokkaido.or.jp 

６３５

○就農相談業務  
○就農関連情報の訪問調査・資料作成に関するこ
と 

○新規就農者ｾﾐﾅｰの開催に関すること 
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Ⅳ 職員等メールアドレス及び主な担当業務一覧 

職 氏 名 メールアドレス 内線 主 な 担 当 業 務 

担 い 手 本 部 長 白旗  哲史 
shirahata.satoshi
@adhokkaido.or.jp 

６４９ ○本部の総合調整に関すること 

担い手支援部  直通電話番号 ０１１―２７１―２２５５   

担い手支援部長 木村  一宇 
kimura 
@adhokkaido.or.jp 

６４１ ○部の統括に関すること 

就 農 支 援 課 長 伊 勢 谷  巧 iseya 
@adhokkaido.or.jp 

６４６ 

○課の統括に関すること 
○北海道農業担い手育成ｾﾝﾀｰ事業等の企画立案・
調整に関すること 

○担い手育成委員会に関すること 
○就農啓発基金事業に関すること 
○青年農業者海外研修事業の企画・立案に関する
こと 

副 審 議 役 古舘  義則 
furudate.yoshinori
@adhokkaido.or.jp 

６４８ 

○就農支援資金の債権管理(条件変更を含む)･償
却に関すること  

○就農支援資金の償還免除・償還金回収に関する
こと 

○青年等就農資金に関すること 

副 考 査 役 腰 越  聡 
koshigoe 
@adhokkaido.or.jp 

６４６ 

○北海道農業担い手育成ｾﾝﾀｰ事業等に関すること 
○担い手育成会員に関すること  
○各種事業遂行状況の把握、実績取りまとめ 
○部・室の会計事務に関すること 

国 際 交 流
ｺ ｰ ﾃ ﾞ ｨ ﾈ ｰ ﾀｰ 

河井  久実 
kawai.kumi 
@adhokkaido.or.jp  

６４２
○青年農業者海外研修事業の研修生募集及び派遣 
に関すること(国際農業者交流協会事業を含む) 

臨 時 職 員 安 井  直 美 
yasui.naomi 
@adhokkaido.or.jp 

６４７
○部内庶務 
○部・室の会計事務に関すること 

就 農 相 談 課 長 森田  晃弘 
morita.akihiro 
@adhokkaido.or.jp 

６３１
○課の統括に関すること 
○新規就農に関する企画立案・実施に関すること 
〇指導農業士協会事務局（会計） 

職 員 山 本  実 莉 
yamamoto.minori 
@adhokkaido.or.jp 

６２３

○就農研修者等への各種助成に関すること  
○無料職業紹介業務に関すること  
○就農関連情報・資料作成に関すること  
○広報に関すること 
○農業士協会事務局（会計） 

就 農 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 山羽   法子 
yamaha.noriko 
@adhokkaido.or.jp  

６４３

○就農相談業務  
○第三者継承業務  
○就農関連情報・資料の企画立案・作成に関する
こと 

就 農 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 秋松  祐子 
akimatsu.yuuko 
@adhokkaido.or.jp 

６４５

○就農相談業務 
○第三者継承業務 
○学生等に対する就農関連情報の周知に関するこ
と 

就農ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ  ー 渡 邊  和 重 
watanabe.kazushige 
@adhokkaido.or.jp 

６４４

○就農相談業務  
○就農関連情報の訪問調査・資料作成に関するこ
と 

○ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰﾄﾅｰ研修会の開催に関すること 

就農ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ  ー 伊與田 まや 
iyoda.maya 
@adhokkaido.or.jp 

６３５

○就農相談業務  
○就農関連情報の訪問調査・資料作成に関するこ
と 

○新規就農者ｾﾐﾅｰの開催に関すること 

就 農 研 修 課 長 大 岡  清 司 
ooka.seiji 
@adhokkaido.or.jp 

６５０ 
○課の統括に関すること 
○農業次世代人材投資(準備型)事業の管理に関す
ること 

副 審 議 役 宇 野  和 敏 
uno.kazutoshi 
@adhokkaido.or.jp 

６５１ 
○農業次世代人材投資(準備型)事業の推進に関す
ること  

職      員 鈴 木  透 
suzuki.tooru 
@adhokkaido.or.jp  

６５２ 
○農業次世代人材投資(準備型)事業の推進に関す
ること

職 員 内 田  秀 一 
uchida 
@adhokkaido.or.jp 

６５２ 
○農業次世代人材投資(準備型)事業の研修等現地
確認に関すること 

農業経営相談室 直通電話番号 ０１１―５２２―５５７９

職 氏 名 メールアドレス 内線 主 な 担 当 業 務 

農業経営相談室長 大 塚  真 一
otsuka.shinichi 
@adhokkaido.or.jp

６６６ 
○室の統括に関すること 
○農業経営ｻﾎﾟｰﾄ事業に関すること 

副 審 議 役
（経営相談ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）

多 田 優 彦 
tada.masahiko 
@adhokkaido.or.jp

６５３ 
○相談受付及びｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰとの調整に関すること 
○普及組織及び農大との連絡調整に関すること 
○相談ｶｰﾄﾞ及び支援状況の取りまとめ 

副 審 議 役 坂 上  悟 sakagami.satoru 
@adhokkaido.or.jp

６５９ 

○６次産業化ｻﾎﾟｰﾄ事業の推進方針及び計画の立案
に関すること 

○地域支援検証委員会などの開催に関すること 
○６次産業化ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰの運営・管理に関すること 

臨 時 職 員 村上 千代枝
murakami.chiyoe 
@adhokkaido.or.jp

６５３
○室内庶務 
○農業経営ｻﾎﾟｰﾄ事業事務に関すること 
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担い手育成会員名簿 (令和８年４月１日現在)

■会員数 ■関係機関・団体名（10）
機 関 ・ 団 体 名

 北海道
 北海道農業協同組合中央会(100農協を含む)
 北海道信用農業協同組合連合会
 ホクレン農業協同組合連合会
 全国共済農業協同組合連合会北海道本部
 北海道厚生農業協同組合連合会
 一般社団法人北海道農業会議
 北海道土地改良事業団体連合会
 公益財団法人道央農業振興公社
 一般財団法人ピンネ農業公社

■市町村名（174市町村）

 夕張市  小樽市  日高町  旭川市  稚内市  帯広市
 岩見沢市  島牧村  平取町  士別市  猿払村  音更町
 美唄市  寿都町  新冠町  名寄市  浜頓別町  士幌町
 芦別市  黒松内町  浦河町  富良野市  中頓別町  上士幌町
 赤平市  蘭越町  様似町  鷹栖町  枝幸町  鹿追町
 三笠市  ニセコ町  えりも町  東神楽町  豊富町  新得町
 滝川市  真狩村  新ひだか町  当麻町  礼文町  清水町
 砂川市  留寿都村  函館市  比布町  利尻町  芽室町
 深川市  喜茂別町  北斗市  愛別町  利尻富士町  中札内村
 南幌町  京極町  松前町  上川町  幌延町  更別村
 奈井江町  倶知安町  福島町  東川町  北見市  大樹町
 由仁町  共和町  知内町  美瑛町  網走市  広尾町
 長沼町  岩内町  木古内町  上富良野町  紋別市  幕別町
 栗山町  積丹町  七飯町  中富良野町  美幌町  池田町
 月形町  古平町  森町  南富良野町  津別町  豊頃町
 浦臼町  仁木町  八雲町  占冠村  斜里町  本別町
 新十津川町  余市町  長万部町  和寒町  清里町  足寄町
 妹背牛町  赤井川村  江差町  剣淵町  小清水町  陸別町
 秩父別町  室蘭市  上ノ国町  下川町  訓子府町  浦幌町
 雨竜町  苫小牧市  厚沢部町  美深町  置戸町  釧路市
 北竜町  登別市  乙部町  音威子府村  佐呂間町  釧路町
 沼田町  伊達市  奥尻町  中川町  遠軽町  厚岸町
 札幌市  豊浦町  今金町  幌加内町  湧別町  浜中町
 千歳市  壮瞥町  せたな町  留萌市  滝上町  標茶町

町屈子弟町部興町毛増町老白市別江
村居鶴村部興西町平小町真厚市庭恵
町糠白町武雄町前苫町湖爺洞市島広北
市室根町空大町幌羽町平安市狩石

村別山初町わかむ町別当  別海町
町別遠村津篠新  中標津町

 天塩町  標津町
 羅臼町

■賛助団体名（27団体）

27

 株式会社ＪＡ北海道情報センター
 北海道農業団体健康保険組合
 北海道ホルスタイン農業協同組合
 サツラク農業協同組合
 公益社団法人北海道獣医師会

 よつ葉乳業株式会社
 一般社団法人ジェネティクス北海道
 一般社団法人北海道酪農畜産協会
 北海道農業信用基金協会

市町村名

総　会　員　数 211

関係機関・団体 10

市 町 村 174

賛 助 団 体

市町村名 市町村名 市町村名 市町村名 市町村名

上
川
総
合
振
興
局

宗
谷
総
合
振
興
局

 十勝農業協同組合連合会

十
勝
総
合
振
興
局

渡
島
総
合
振
興
局 オ

ホ

ツ
ク
総
合
振
興
局

檜
山
振
興
局

釧
路
総
合
振
興
局

留
萌
振
興
局

根
室
振
興
局

 雪印種苗株式会社
 学校法人酪農学園

団　　　　体　　　　名

空
知
総
合
振
興
局

後
志
総
合
振
興
局

日
高
振
興
局

 北海道オリオン株式会社

石
狩
振
興
局

胆
振
総
合
振
興
局

 一般社団法人北海道土地改良建設協会
 一般社団法人北海道土地改良設計技術協会

 根室生産農業協同組合連合会
 公益社団法人国際農業者交流協会
 株式会社コーンズ・エージー
 釧路農業協同組合連合会

 一般社団法人北海道酪農協会
 一般社団法人北海道地域農業研究所

 オホーツク農業協同組合連合会

 北海道農業共済組合
 公益社団法人北海道酪農検定検査協会
 公益社団法人北海道畜産物価格安定基金協会
 公益社団法人北海道農産基金協会
 一般社団法人北海道農産協会
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